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　日本外航海運業は、今、企業存亡の岐路に

立っている。一番の原因は、予想を超えた急

激かっ大幅な円高である。

　外航海運業は、運賃収入に占めるドル建て

の割合が高いため、わが国の輸出型産業の中

でも特に円高の影響を受け易いと言われるが、

ニクソン・ショックを端緒とする円高の進行、

プラザ合意以降の殆ど一方的な円高に対し、

収入の増大を図るとともに円建て化に努め、

費用については削減とドル化を基本に様々な

合理化を進めてきた。それでも追いつけない

現状である。

　100円を超えても、円高の行き着く先は見

えてこない。

　円収入を増やす努力も当然だが、収入の大

部分がドル建ての現在では、費用もそれに見

合うまでドル払いにしないと、収支は相償わ

ない理屈で、さらにもう一歩踏み込んだドル

費用化を進めていかなければ、企業の存立は

危うい。果たして、現状でどれだけの余地が

残されているだろうか。

　日本では海運企業は存立しえても、日本海

運業は存続しえないと言われる所以である。

　一方、わが国ではEi本四船隊による安定輸

送の確保の観点より海技の保全・伝承のため

の船員教育政策が講じられてきた。増大する

海難事故の原因は、大半が人為的ミスによる

とされる状況下で、海技の伝承は海運経営上

も重要であり、ISMコードの採択にもその

精神が表れている。しかし、個々の海運企業、

就中、中小出社においては企業の維持・存続

が最重要課題である。

　急激な円高は、努力を重ねて110～120円程

度であれば何とか生き延びられると考えた産

業、企業の存立基盤を無残にも打ち砕こうと

している。反面、国内規制に保護されて、国

際的には全く競争力のない産業が生き残ると

いういびつな現象を引き起こしている。

　これらの規制は、内外価格差を生じる大き

な原因となっており、国際的な指弾を浴びて

いることも事実である。

　製造業をはじめサービス業、金融業等へと

海外移転が進み、さらに国内の空洞化が進ん

だ場合、失業率の増大が起こって日本経済は

大混乱に陥るのではないかと憂慮するもので

ある。

　国としても一刻も早く実効ある規制緩和を

行われ、150～160円と言われる購買力平価に

近づくよう、謂われのない円高の是正を切に

願望するものである。
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1．アジア船主フォーラムトレード安定化

　　　委員会第2回中間会議の模様について

　アジア船主フォーラムトレード安定化委員会

第2回中間会議が1994年11月21日、香港にて開

催された。これは1993年11月、東京にて開かれ

た第1回中間会議に続くもので、会議にはアジ

ア8地域からトップレベルの代表が出席した

（資料1参照）。

　会議では、冒頭、根本委員長よりトレード安

定化に向けた基調スピーチが行われ、それに続

き、台湾代表の許昭義氏（エバーグリーン社長）

より、TSAにおける安定化努力について特別

スピーチがなされた。その後、定期船部門にお

いては根本委員長による議長の下、また、不定

期船／タンカー部門の検討については、今回特

別参加されたナビックスライン石井社長による

議長の下、それぞれの部門におけるトレードの

安定化に向けた討議が行われた。会議では各代

表は活発な意見交換を行い、多大な成果が得ら

れた。会議後採択された共同声明は資料2のと

おりである。

〔資料1〕．

　　アジア船主フォーラムトレード安定化

　　委員会第2回中間会議出席者

日本　根本　二郎　日本郵船社長（委員長）

　　　石井　和夫　ナビックスライン社長

　　　増田　信雄　当協会理事長

　　　徳川　恒孝　日本郵船取締役

　　　田村　　茂　ナビックスライン取締役

　　　飛車　昌仁　大阪商船三井船舶秘書室長

　　　宮原　耕治　日本郵船企画部副部長

　　　岡本　芳雄　ナビックスライン香港駐在員

．（馳
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　　　　　　小尾　進一　当協会国際部

　　　韓国　趙　守山　韓進海運社長（副委員長）

　　　　　　（Soo　Ho　Cho）

　　　　　　文　益祥　現代商船副社長（副委員長）

　　　　　　（1．S．　MQon）

　　　中国　高　偉傑　COSCO副社長

　　　　　　（Gao，　Weilie）

　　　台湾許昭義エバーグリーン社長

　　　　　　（George　Hsu）

　　　香港　C．C．　Tung，1．　N．　Corp．社長

　　　　　　Frank　W，　K．　Tsao，　Internationalj
　　　　　　Maritime　Carriers社長

　　　マレーシア　Abdul　Rahim　Mahmood，

　　　　　　Malaysia　Shipping　Corp．社長

　　　シンガポール　Ong　Choo　Kiat，　NOL専務

　　　オーストラリア　John　Bicknell，　ASP　Ship

　　　　　　Managemellt会長

〔資料2〕

　　アジア船主フォーラムトレード安定化

　　委員会第2回中間会議共同声明

　アジア船主フォーラム（ASF）トレード安

定化委員会（STC）第2回中間会議は、1994

年11月21日香港で開催され、韓国、中国、台湾、

香港、マレーシア、シンガポール、オーストラ

リア、日本からの代表者が、トレードの安定化

によるアジア海運の持続的かつ健全な発展を実

現するため、また、共存共栄、相互信頼と協力

を達成するために、活発かつ建設的な討議を行

った。

　全参加者は、定期船トレードの安定化による

適正運賃水準の確保は、不定期船／タンカー部

門においても同様に重要であるとの共通の認識

に達した。安全航行の確保とサブスタンダード

せんきょう　平成6年12月号

船の排除について参加者は、グローバルベース

でこれを進める必要性をさらにアピールした。

参加者はまた、今後世界的に益々強化される航

行安全の確保と海洋環境の保全のために増大す

るコストについては、荷主はじめ関係者が公正

に負担するよう要求していくことを全会一致で

確認した。

A．本会議への全参加者は、本年5月の第3回

ASF北京会議において採択された共同声明に

基づき、トレード安定化へのステップをさらに

加速させることを確認し、同盟ならびに／ある

いは安定化協定に未加入のメンバーに対し、可

及的速やかにメンバーとして或いはオブザーバ

ーとして参加するよう全会一致で要請し、また、

定期船部門におけるトレードの安定化に向けた

それらの機能をさらに強化する方法を探ること

を確認した。また、全参加者は、トレードシェ

ア獲得のための不必要な競争を避け、トレード

の安定化をさらに強化するための具体的な方策

が直ちに必要であるとの認識で一致した。さら

に、全参加者は、トレード安定化を達成するた

め、経営のトップに携わる人々による強力なリ

ーダーシップの重要性を確認し、それぞれの組

織においてそれを十分に実行することとともに、

彼らの間での一層のコミュニケーションにより、

共存共栄に向けた適正かつ不偏の途を求めてい

くことを合意した。

B．全参加者は、一昨年以来、ASFの大きな

課題の一つであり強力な連帯の下に対処してき

た、オーストラリアの取引慣行法における海運

同盟への独禁法適用除外措置の見直し問題で、

先月最終的に同国政府が本措置の存続を決定し

たことを高く評価した。また、世界のあらゆる

地域において、定期船トレードの安定化の根幹

園．．．



をなしてきた、独禁法適用除外措置を始めとす

る定期船に対する現行措置堅持の必要性および

重要性を再確認し、適用除外措置を始めとする

定期船諸レギュレーションの持つ重要な価値を

損なう動きには断固反対していくことを申し合

わせた。

C．全ての出席者は、最近のEC委員会DGIV

のコンソーシア、内陸運賃設定問題等への独断

的な対応につき、深い懸念を示し、この重要な

問題は、より時間をかけ、中立的なフォーラム

で十分目つ慎重に検討し、また、世界貿易を阻

害するような国際的な管轄権の衝突を避けるた

めに、政府間で話し合われるべきであるとの一

致した見解を表明した。全参加者は、自らEC

委員会に対し、可及的速やかに抗議書を送ると

ともに、自国政府にも同様な行動を取るよう要

請することを合意した。

D．本会議は健全かつ活力ある海運産業の維持

に貢献するために、全メンバーが造船業者に対

し、船舶建造能力の過剰拡大を差し控えること

を呼びかけることを申し合わせた。建造能力の

過剰な拡大は造船業者間の過当競争の原因とな

り、これは、長期的には造船業者のみならず船

主、オペレーターにも悪影響を及ぼすこととな

る。造船業のあり方に関わる国際機関は我々の

見解を留意することを望む。

2．油濁損害クレイム容認基準が合意される

　　　一国際二言補償基金第17回総会の模様一

　題記総会は、1994年1⑪月18日から21日の間、

ロンドンIMO本部で開催された。参加国は基

金条約締約国35力国、非締約国11力国、参加団

体7団体、議長はJ．Bredholt氏（デンマーク）

が務めた。わが国代表団は、以下の出席者を含

む計6名であった。

　在英日本大使館参事官　　　　　小野　芳清

　成険大学法学部教授　　　　　　谷川　　久

　運輸省海上交通局総務課専門官　大高　豪太

　当協会常務理事・業務部長　　　茅田　俊一

1，クレイム容認基準

　今回の総会では、94年2月、5月の2回にわ

たって行われたクレイム容認基準に関する作業

部会で認められた結論が報告され、承認された。

今回承認されたクレイム容認基準の主な内容は、

概要以下のとおりである。

　（D　物的損害（physical　dalnage）と清掃作

　業についての請求は、従来どおりの基準で

　判定する。

（2）物的損害の予防措置（preventive　meas－

　ures＞についての請求は、技術面、費用面

　のいずれからもリーズナブルなものでなけ

　ればならないし、その妥当性は客観的な基

　準によって判断されるべきである。

（3）間接的損害（consequential　loss＝漏油

　により汚染された財産の持ち主、使い主が

　こうむった収入の減失）についての請求は、

　従来どおり原則としてこれを認める。

（4）純経済的損害（pure　economic　loss＝財

　産は汚染されなかった者がこうむる収入の

　減失）に関する請求も、原則としては認め

　るが、その場合、損失と汚染との間に相当

　程度の因果関係が存在しなければならない。

　相当程度の因果関係が存在すると見なす規

（
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　準は、例えば、請求者の経済活動と汚染と

　の間の地理的近接性、請求者が損失を受け

　た資源にどの程度生計を依存しているかな

　どの諸点である。

（5＞純経済的損害の防止措置についての請求

　は、一定の条件を満たせばこれを認めるこ

　ととする。一定の条件とは、①措置の費用が

　リーズナブルであること、②措置の費用が

　損害に比し不釣合いでないこと、③措置が

　適切で成功が見込めること、④マーケティ

　ング・キャンペーンの場合は、実際に担って

　いるマーケットに関連する措置であること、

　などである。同請求については、措置が完

　結してから初めて取り扱うこととし、前払

　いに関しては、極力慎重に扱うべきである。

（6）環境損害（environmental　damage）に

　関する請求は、損害が数量で表され、且つ

　その損害が金額として表される時に限って

　これを認める。

（7）クレイム処理の手順、手続きについては、

　従来の基金の方法を是認する。

　　2回の作業部会では、各クレイムは、固有

　の特徴をもっており、ケース・バイ・ケー

　スで現実的な対応を考慮すべきことが強調

　されたが、今回の総会でもその旨が指摘さ

　れ、また記録にも明記された。総会の1週

　間前にシドニーで行われた万国海法会総会

　でも同様にクレイム容認基準が合意された

　　こと、およびその席にFund事務局長が出

　席し、双方の基準のすり合わせについては、

　十分な配慮がなされ、双方の基準の間に事

　実上ほとんど差異がない旨も報告された。

窄　HAVEN号クレイム処理

1991年4月にイタリア、ジェノア沖で起きた
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事故（HAVEN号は、109，977G／T、14万トン

の原油が流出。クレイムは1，40D件以、．．【．二、金額

はL30D億円以上にのぼると推定されている）

であるが、条約規定上（基金条約第6条1項）、

94年4月11日以降は時効が成立し、クレイム全

体の8～9割がこれに当たるとされる。したが

って総会に先立って行われた第40回理事会の場

から、時効となるクレイムの扱いについて議論

され、総会でも引き続き討論が行われた。意見

は欧州勢と日本との間で分かれ、欧州勢は、時

効を理由に補償交渉を打ち切ると、Fulldに対

する信頼が大きく揺らぐことになり、イタりア

の裁判所がしかるべき結論を出すまでは補償交

渉を続けるべきという被災者サイドの利益を重

視した見解を主張、日本は、時効成立は条約上

極めて厳格に規定されたもので、他の解釈の余

地はなく、Fundとして何ら義務を負うもので

はない、また、Fundは被災者のことを考えね

ばならないと同時に基金の拠出者の信頼を失う

ような解釈、措置をとるべきではないと、基金

拠出者サイドの論理を展開した。日本はこの考

え方に基づき、HAVEN号事故関係の大規模

クレイム基金（2，500万ポンド）は返却される

べきで、その後、主に小規模被災者を対象に、

ボランタリー拠出金をもって補償措置を講ずる

べきだと提案した。これに対し、欧州勢は、条

約の解釈はそのとおりではあろうが、大規模ク

レイム基金の返却については、イタリア裁判所

の裁決を待ってからにすべきであり、事務局長

の交渉の裁量については、理事会が決定すべき

ものだと反論、日本は、大規模クレイム基金返

却提案そのものは取り下げるが、次期総会で再

提案したい旨を発言して今回の議論を締めくく

った。

圖．、
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風待ち港でブレイク

イラストレーター◆わたせせいぞう

　風待ち港。

　この言葉に出会ったのは、高校時代の入文地

理の授業の時だった。

　風待ち港、風待ち港。何度も口の中で咳いた。

素敵な言葉だと思った。

　　　　　　　　　　　　　　　　あたごやま
　僕の通っていた高校は、北九州の愛宕山とい

う高台にあり、小倉港が一望出来た。そして開

放された校舎の窓からは、汐風と共に船舶の汽

笛が響いて来た。

　眼下に見える港には大小沢山の貨物船が停泊

していた。

　日本四大工業地帯のひとつ、北九州工業地帯

に、海の向こうから原材料を運ぶ船であった。

　鉄鋼・コークス・ボーキサイト・石灰等々世

界各国から運ばれて来た。

　少し首をひねって、窓の外を見ると、戸畑港、

若松港そして鉄の都、八幡が望めた。

　八幡は無数の煙突と、それから吐き出される

煙の中に深く埋もれていた。

　小倉以外、どの地域からも元気に煙が髪筋も

立ち上って、工業国ここにありの勇姿の威があ

った。

　風待ち港は帆船時代の港である。

　窓から見える港が、もしも風待ち港であった

ら……霧しい煙突は、緑の傘をいっぱいに広げ

た木々になるだろう。

　木の一枚一枚の葉の億単位の気孔は、太陽光

線を吸収して、土質の酸素を空中に放出するに

違いない。現在あの木々の緑は、鉄分含有率が

上がり、赤みをおびた緑に変化するであろう。

計画的にチョークで引かれ直線的に埋め立てら

れていく土地は、ゆっくり孤を描く海岸線に変

わるに違いない。

　更に魔法の絵筆は、海に流れ込む川の色を変

え、海の色をエメラルド・グリーンに塗り変え

るであろう。

　人々の歩くリズム、話すリズム、呼吸するリ

ズムは、もっとゆっくり、紙風船．を軽く打ち上

げる時のリズムに似ているだろう。

　ボーン……ボーン。

　しかし眼下の工業地帯のリズムはアップテン．

ポである。一度舞い上がった紙風船が手に落ち

てくる問に、500mm厚の真赤な鉄鋼が生産され

る。

．（
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　1963年春。僕は東京の大学へと、上京した。

小倉駅をタ刻6時頃に出た「さくら」は翌朝の

10時頃に東京駅に着いた。

　驚いたのは、東京のリズムであった。

　北九州の一日は東京の一週間にあたるような

スピードがあった。

　数分ごとに到着する電車は、プラットホーム

に大量の謝々を吐き出し続けていた。

　初めて乗った中央快速の加速し続けるスピー

ドに恐れをなした。

　このスピードについていけるだろうか・…・・。

　しかし人間の身体には、順応機能があるよう

だ。

　東京生活30年の間に、僕の身体のリズムは、

強く下に叩き落し、そして恐ろしいほどの勢い

でかけ上ってくる“ヨーヨー”のリズムになり、

スピードは中央快速のスピードになってしまっ

た。

　数年前僕は福岡県の柳川へ旅をした。

　その時、僕は自分の体内に刻み続けている東

京のリズムを自覚した。

　市内に流れる川

　小舟を操る舟頭の竿さばき

　並木の柳の光合成

　なまこ壁にチラチラ映り出る光と影

　屋根の上に飛び出した大きな名の分からない

　木

　小石の存在感とその小さな影の軌跡

　小橋を渡る中学生の複数の笑い声

　つばめの捕虫動作
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物売りの声

郵便配達のバイクの排気音

人々の額から流れる汗

　これらすべてが、忘れていたあの紙風船のリ

ズムであった。

　大変心地よいテンポであった。

　風に揺れる柳にシンクロさせて呼吸すると、

見えなかった森羅が視界に入って来るようであ

った。

　柳川は、僕の心の、風待ち港であった。

　15世紀に羅針盤が出来て以来く今や船もハイ

テク時代に入り、七つの海を驚異的スピードで

航海している。

　その昔、羅針盤のない時代には、人々は海や

空、潮流や風や雲、そして星という自然に．対峙

する洞察力で舟を操っていた。

　今思うに、彼らの方が数十倍も自然と対話出

来ていたのではないかということだ。

　昔「さくら」で約15時間かけて上京した旅も、

今や新幹線の「ひかり」は6時間で走り、更に

「のぞみ」は5時間で走破する。

　世の中ますます、風待ち港とは反対の方向へ

猛スピードで進んでいるようである。

　風待ち港。

　だからこそ人々は心の中で、ほんのすこしブ

レイクする港が必要となってくるように思える。

　　　　　　　　　　写真／南條　明　撮影

嘔］、
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海運界の1年忌振り返って

　7月発行のリチャード・ワー著「良い円高・

悪い円高」が面白いから是非読めと友人がいう。

きっとまた難しい経済用語に満ち温れた本に違

いない。読む途中でいつものように挫折するだ

ろうと半ばあきらめて読んでいたらそのうち夢

中になってしまった。

　“貿易黒字が累積すれば自動的に自国通貨は

強含み輸入が増大する。貿易黒字は減少し、再

び通貨は弱含む。つまり、黒字増大を改善する

のは輸出を削減することによるのではなく輸入

が拡大していくことによって自動的に調整され

るのだ。拡大再生産の基調をベースにして為替

がこれをうまい具合に調整していく。これが良

い円高である。今の日本の対応は円高是正のた

めに輸出を削減しようとしており、経済は縮小

均衝を辿る可能性が強い。日本の規制緩和によ

る輸入増大こそが真に問われている。”円が上

昇していく。93年の8月17日、1ドル＝100円

40銭の高値をつけたあと一服した対ドル円相場

は、その後、弱含んだが本年に入ると急速に上

昇し、6月21日にはついに100円を突破、7月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一㌦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駅籍縮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聡

大阪商船三井船舶　営業調査室長　　　謬

ユ2日には96円60銭の史上最高値を記録した。再

び産業空洞化の惧れについて議論が集中し、メ

ーカーの海外生産戦略が新聞に踊り始める。企

業のコスト削減策の一環として社内失業者の放

出が喧伝され、2000年には就業者数が97年比356

万人も減少し、失業率は現行の3％から6，4％

にまで拡大するというレポートまで出現。失業

率が欧米並みにまで上昇しないと米国は円高基

調を押しつけ続けるという物騒な話が巷を俳徊

する。

　海運大手5社が5月20日に発表した94年3月

期決算は、海上運賃の低迷に円高進行が追い打

ちをかけ、5社全体で8．4％の減収となった。

部門別営業収益をみると北米航路損益は日本郵

船・商船三井。川崎汽船3社合計で198億円の

損失となり、92年度より更に悪化した。この航

路損益は、94年9月期で116億円もの損失とな

り、赤字幅はなお拡大傾向にある。7月20日発

行の海運白書は海運5社合計で1円、円高にな

れば12．5億円の減益になると算出。
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　　　　従来、北米航路の損失を埋め合わせてなお、

　　　余力を持っていた自動車船部門も売上げ、収益

　　　ともに減少、同社の屋台骨が大きく揺らぎ始め

　　　ている。

　　　　中国を初めとするアジア諸国の急激な経済発

　　　展に支えられて日本を含むアジア各国から米国

　　　向けコンテナ貨物荷動き量は急増したが、全荷

　　　動き量に占める日本出し貨物は88年の28．8％か

　　　ら94年1～6月には21，9％にまで大幅に縮小。

一　　同時期における邦船社の全貨物に対する積取り

　　　シェアは88年の23．8％から19．4％に4．4ポイン

　　　トも縮小。逆に極東三社のそれは10．1ポイント

　　　も拡大した。

　　　　一方、日本出し自動車輸出は、94年に前年比

　　　10％減少の450万台前後で15年振りに500万台を

　　　下まわる激減振りである。

　　　　上位邦船3社は、それぞれ「創造的改革’90

　　　（モーカル90」や「KR計画」、「NYK経営の

　　　中長期展望」を掲げ、本社機構の海外移転や財

　　　務体質／コスト競争力強化のため、全社を挙げ

　　　て改革を進行中である。コンテナ船で低運賃を

）
　　　提供出来る東南アジア船社とコスト面でどこが

　　　どのくらい差があるのか、その差はどうしたら

　　　埋められるのか。10月18日の日経新聞一“価格

　　　競争力を強くするため海運界はコストのドル化

　　　を含むコスト圧縮を図った。日本人船員を外国

　　　人船員に換えるなど様々な対策を今まで採用し

　　　てきた。もはや海上部門のコスト対応は限界に

　　　近づいた。残る課題は本社機能の人件費が大部

　　　分を占める側管費の削減だ”
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　円高！　何か狂っているのではなかろうか？

どこか日本のシステムがねじ曲っているのでは

なかろうか？　しかしそんなことをいっている

時間はない。3月3日、NYK・MOL・パパク

ロイドの3社は、旧トリオ時代を含め23年間に

わたる欧州航路での共同配船を95年3月1日で

解散すると発表。翌日、KL・NOL・00Cしの

3社も協定期限終了の95年12月31日をもって共

同配船を終了することを発表。5月に入ると3

社の新提携先が北米航路を含めて明らかになり

始めた。3．社ともに邦船社以外の海外船脚との

新たな提携に将来を託して船出していく。提携

効果を最大限に活かして、東南アジア吟社と互

角以上に闘わないと生き残れない。まさに正念

場である。

　昨年の大冷害の結果、日本は咋年にひき続き

本年3月、大量にコメを輸入した。平成コメ騒

動として様々な報道がなされた。日本のコメと

比較して外国のコメの価格と質はどうなのか。

食管法の是非をめぐっての議論も生じた。外国

産米が価格も安くておいしければ今後継続して

米が日本に大量に入ってくるのだろうか。この

問題は日本人の米に対するメンタルな面からの

アプローチも含め極めて面白い。タイ米の食べ

方なるものの特集記事も見たが、現在では輸入

したタイ米が余っているという。ここでも何か

が歪んでいる。この米の問題を海運と同列椀は

出来ないが、一体、日本出し入れの貨物が全て

外国の船型で輸送されることはあり得る話では

團
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ある。すでに前述のようにコンテナ貨物の輸送

にあっては、日本出し米国向け貨物のうち日本

船社のシェアは本年1～6月で30％を切ってい

る　（もっとも、邦船唄を含む各船町も日本寄港

はコストが高いとの認識は持っている）。運賃が

安くて、しかもクオリティーもそこそこであれ

ば、この円高下、荷主は輸送コスト削減のため

に東南アジア船社を使う。もし日本への原材料

輸入の大半を担っている邦船社支配のタンカー

や不定期船にあっても、東南アジア船社が低コ

ストを背景に良質なサービスを提供するといえ

ばコンテナ船の二の舞を踏む可能性も強い。日

本の航空業界がコスト削減に向けて最大限の努

力を傾けているが、8月、亀井運輸大臣のスチ

ュワーデス採用についての発言は、その是非は

ともかく同じ運輸業界に働くものとして深く考

えさせられもした。日本人が渡航する場合、い

ったん韓国等でトランシップしたあとで、目的

地に向けた方がコストが安く済むという。

新年を家で過し、まだお屠蘇気分の抜けない

1月6日の新聞に“現代重工ドック2基新設”

という記事。三星重工がVLCCドックを造る

という話しは聞いていたが、やはりと喩らざる

を得なかった。その後明らかになったことはパ

ラ重工も2基VLCCドックを造るというD本

年9月、韓国の造船ヤードを訪れた。韓国の設

備拡大後の建造需給動向については彼等も一様

に今後．ギャップが拡大するとの懸念を率直に証

明した。ただ、現在の円高基調が続く限り日韓

の造船シェアは逆転する。本日、設備拡大につ

いては、その受け皿作りを進めているのが一つ

の理由だとの主張に彼等の意地のようなものを

感じた。現場技術者の若い人達は今、日本語の

修得に力を入れており、日本の船主を何とか誘

致したいとの熱意には感服させられたものだ。

　そろそろ日本の景気にも曙光がさし始めた。

年初には94年通年の粗鋼生産が9，000～9，200万

トンといっていたものが月を経るに従って上方

修正され、ついには1億トン近くにまで到達し

た。ほの明かるくなった日本の景気、順調に拡

大を続ける米国景気、着実に明るさを増してい

る欧州景気、これらを背景にして不定期船運賃

が11月末～12月前半にかけて大きく上昇、もち

ろん用船料も高騰はしているが、米国ガルフ／

日本のパナマックス型穀物運賃は、13年振りに

30ドルを突破した。一方、世界的な安全運航を

求める声が日増しに高まっており、これもひと

つの背景に船のスクラップが増大し、質の高い

船社サービスが要請され始めた。

　世界の海上荷動き量は漸増していく。その意

味では世界の海運業をとりまいている環境は明

るい。邦船社として出来得る限りのことは自助

努力で克服していかねばならない。それ以上に、

日本の貿易構造が拡大基調を辿るよう、円高が

少なくとも理屈にあった水準に戻るよう一た

だそう願わずにはいられない。

せんきょう　平成6年12月号

（

（



海運
ニュース

1．PSOにおける船員の操作要件がMARPOL条約にも規定

　一1973年海洋汚染防止条約および1378年議定書の改正一

2．混乗近代化深度化実験船7隻を承認
　一第1田回船員制度近代化委員会の審議模様一

3，当協会会員会社の平成5年度設備資金（船舶）借入

　状況
4．内航海運の平成6年度以降5年間の適正船腹箪

5．外国入船員問題に関するアジア諸国訪問

1．PSCにおける船員の操作要件がMARPOL条約にも規定

　　　一197B年海洋汚染防止条約および1978年議定書の改正一

）

　国際海事機関（工MO）は、10月31日～11月

4日の間、67力国と1つの地域、および27の非

政府機関が参加してロンドンのIMO本部で、

第2回MARPOL条約締約国会議および第36

回海洋環境保護委員会（MEPC）を開催し、

MARPOL73／78条約の改正案などを審議した。

概要は次のとおりである。

1．第2回MARPOL73／78条約締約国会議

　　操作要件に関わるポート・ステート・コン

　トロール（PSC）の法的根拠を追加するため、

　「締約国は船長および船員が海洋汚染防止に

　関係する船上での主要な作業に不慣れである

　と認める明確な根拠がある場合には操作要件

　に関わるポート・ステート・コントロールを

　行い、必要な場合は出港停止を命じることが

　できる。」旨の規定を附属書1、II、　IIIおよび

　V章にそれぞれ追加する改正案が採択され、

　タシット方式により、工995年9月3日までに

　一定数の異議通告が無い限り1996年3月3日

　に発効することとされた。

　　今回の改正は、安全面からの船員の操作要

　件に関してポート・ステート・コントロール

に法的根拠を与えている1974年SOLAS条約

新附属書XI章が工994年5月に採択されたこと

に続いてMARPOL条約も改正されたもの

であるが、前者は1996年1月1日に発効が予

定されていることから、その発効時期に若干

の違いが生じている。

2　第36回海洋環境保護委員会（MEPC）

ω船舶からの大気汚染防止のための

　　MARPOL73／78条約新附属書

　　①新附四書の発効手続きは、本来エクス

　　　プリシット方式によりなされるが、この

　　　場合、発効までに長期間を要することが

　　　予想されることから、タシット方式によ

　　　る発行手続など（Legal　Framework）

　　　を検討するために、1995年9月開催予定

　　　の第37回MEPCでの審議に先だって中

　　　間会合を開催することを合意した。

　　②新附属書案の条文に編集上の修正を行

　　　うために、米国を取りまとめ国とする作

　　　業部会が設置された。また、NOx規制

　　　に関するガイドラインについては、ドイ

　　　ツを取りまとめ国とする作業部会におい
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　　て引き続き検討されることとなった。

　③新附属書策定のための策定スケジュー

　　ルが合意され、第37回ならびに第38回

　　MEPCの審議を経て．、1996年秋または

　　1997年初頭の第3回MARPOL73／78条

　　約締約国会議で採択される予定となった。

②　船舶からの廃物による汚染の防止のため

　の規則、附属書V章の改正

　　船舶内で発生する廃物の不法な投棄を防

　止するために附属書V章を改正し、長さ12

　1n以上の船舶にプラカードの船内掲示を義

　務付けるとともに、総トン数400トン以上

　または搭載人員15人以上の船舶は廃物管理

　計画を策定すること、および総トン数400

　トン以上または国際航海に従事する搭載人

　員15人以上の船舶は廃物記録簿を備え付け

　ることなどが合意され、第37回MEPCで

　の採択に向けて回章されることヒなった。

　　なお、発効時期は1997年1月中旬の予定

　となっている。

〔3）附属書1章13F、13G規則に基づくガイ

　ドラインの作成

　①13F（5）規則に基づくガイドラインはド

　　イツを取りまとめ国とした作業部会で検

　　討されてきたが、今次会合で「暫定ガイ

　　ドライン」として最終化され、同ガイド

　　ラインによる試行結果を評価し、次回第

　　37回MEPCに報告するよう各国に要請

　　した。

　②13G（7）規則に基づくガイドラインとし

　　ては、負圧方式、緊急移送方式は安全上

　　の観点から不適切とされ、具体的代替措

　　置としてハイドロバランス方式のみ

　　MEPC決議として採択された。

　　なお、米国は国内事情から態度を留保し

　たため、米国就航船は別途、OPA’90で定

　める要件に適合する必要が生じることとな

　つた。

（4）OPRC条約（油汚染に対する準備、対

　応および協力に関する国際条約）および

　OPPR会議（油汚染に対する準備、対応

　会議）の実施

　　油汚染マニュアル第H部（緊急計画）、油

　処理剤の使用と環境考慮事項など各種ガイ

　ドラインが承認され、OPRC条約が1995

　年5月工3日に発効することから、可能な限

　り早期に出版することとされた。

⑤　バラスト水中の有害海洋性生物対策

　①専用船が揚地で滋水したバラスト水に

　　含まれる海洋生物が、積地においてバラ

　　スト水を排出することにより、積地の海

　　洋生物に有害な影響を与えることが指摘

　　されている。この問題に取り組むため、

　　豪州を議長とする作業部会が設けられ、

　　日本が実施した音戸丸の主機関の冷却水

　　を利用した有害海洋性生物の殺滅、およ

　　びバラストタンク内での暗黒状態におけ

　　るプランクトンの生態についての調査実

　　験が報告された。

　　　今後も豪州／日本間で主機関の冷却水

　　を利用した温水処理による殺滅方法の共

　　同調査を継続実施することとなった。

　　　また、バラスト水管理のための将来の

　　新附属書策定の可能性を視野に入れた検

　　　　　　　　　　　　　　　一

（
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　討が行われた。

②有害海洋性生物の伝播を防止するため

　のガイドライン、総会決議A．774　（18）

　の実施を促進するために回章文が策定さ

　れ周知を図ることとなった。

③総会決議A．774（18）に基づき洋上

　にてリバラストができない場合は、仕向

　け地の港湾当局へその旨通報するととも

　に、その後の対応を船長／港湾当局で協

　議することが合意された。

④効果的なバラスト水管理方法の策定お

　よび安全性の確保のため、ガイドライン

　の見直し作業を続けるとともに、新附属

　書の構成案に関する検討を米国を取り

　まとめ国として作業部会で行っていくこ

　とになり、SLF（復原性満載喫水線漁船）

　小委員会、海上安全委員会からの安全要

　件に関する検討結果を考慮して、第37回

　MEPCにおいて、更に検討することと

　なった。

⑤ガイドラインの見直し作業は、1996年

　の第38回MEPCで最終化されれば、第

　20回総会（1998年開催予定）で修正ガイ

　ドラインが採択され、その後、修正され

　たガイドラインを参照し新附属書が策定

　される見込みである。

2．混血近代化深度化実験船7隻を承認

一二110回船員制度近代化委員会の審議模様一

　第110回船員制度近代化委員会は、平成6年

10月31日に開催され、混乗近代化深度化実験船

の承認を中心に審議が行われた。

　その概要は以下のとおりである。

1．前回の委員会で決定された「実験船の基準

　等」に合致した実験希望船7隻（別表）を承

　認するとともに、その実験船の実験実施方案

　を承認した。

　　これにより、実験はll月下旬から12月下旬

　にかけて順次開始されることとなった。．

2．第四種近代化船の洋上メンテナンスの状況

　について、事務局より次のとおり報告された。

　（1）海外貸渡し方式の洋上メンテナンス実施

　　船は18隻であり、その内訳は、終了船が14

　　隻、実施中が4隻である。

（2）外国人研修方式は、川崎汽船の「はんば

　一ぶりっじ」、大阪商船三井船舶の「あり

　げ一た一あめりか」および日本郵船の「松

　浦丸」の3隻により実施される。研修期間

　は約6カ月問、研修生は各船とも5名ずつ

　計15名で全員フィリピン人である。

　なお、「はんぱ一ぶりっじ」については、

10月31目から開始となっている。

3　労働側委員から、混乗近代化深度化実験後

の近代化委員会のあり方、近代化制度の方向

　などについてしかるべき場で総合的に論議す

　る必要があるとの発言があり、委員長は事務

局に対し、内容、時期などの検討を要請した。

　　なお海上安全船員教育審議会船舶職員部会

　は、11月17日に20条問題小委員会を開催し、
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　これら混同近代化船深度化実験船7隻につい

（別表）混乗近代化深度化実験船

て、配乗基準の特例措置を承認した。

「籍社老 設　　　　　備 　現在の形態　　実験配乗体制
i日本人乗組員数）　（日本人）

船　種

ナビックスライン
蛛@鷹　丸 B　船　仕　様 混乗近代化船

@（9人）
（7人） 撒　　積

八馬汽船センチュリーリーダー5
超省力化仕様

混乗近代化船
@（8人） （7人） 自動車

神戸日本汽船
ﾍ一きゆり一ずはいうえい C　船　仕　様

混乗近代化船
@（8人）

（7入） 自動車

マリテックマネージメント

ｹ　戸　丸
B　船　仕　様
iGPS、チャートプロッター有）

新マルシップ
@（9人） （6人） 撒　　積

大阪商船三井船舶
ｦ　る　べ 超省力化仕様

混乗近代化船
@（8人） （6人） コンテナ

第一中央汽船
_　栖　丸 超省力化仕様 混乗近代化船

@（8人）
　　　　1
i6人）　　撒　　積

i6人）　　コンテナ
川崎汽船せとぶりっじ

C　船　仕　様 新マルシップ
@（9入） ．」．

3．当協会会員会社の平成5年度設備資金

　　　（船舶）借入状況

（、

　当協会では毎年会員会社の設備資金（船舶関

係）借入状況を調査しているが、平成5年度の

借入状況についても159社（平成6年10月1日

現在）を調査対象とし、該当船舶を有する報告

会社94社について集計を行い、以下の表1～4

のように取りまとめた。

　まず、合計（表1）を見ると、平成5年度末

借入残高は、前年度に比べ3，3％減の5，532億円

となっている。このうち政府系金融機関は3，677

億円（対前年比4．3％減）であり、市中金融機

関などは1．855億円（同1，4％減）となっている。

　借入先の構成は、日本開発銀行への依存度が

全体の約6割を占め、次いで都市銀行および長

期信用銀行3行への依存度がそれぞれ全体の約

1割となっている。

　次に、海運融資船対象融資（表2）を見ると、

平成5年度末借入残高は、前年度末に比べ6．2％

減の3，960億円となったが、全体に占める割合

は71．6％と依然高いものとなっている。

　また、海運融資船以外の新造船融資（表3）

を見ると、平成5年度末借入残高は前年度に比

べ0．8％増の1，4D1億円となっており、特に商工

中金（同35．2％増）をはじめ、北海道東北開発

公庫（同33．3％増）、生命保険（同27．3％増）

が大幅に増加している。

　改装・難船等、その他融資（表4）の平成5

年度借入残高は、前年度末に比べ57．5％増加の

172億円となっている。

〔
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【表1】　合　　計

平成5年度設備資金（船舶関係）借入状況調査

（単位二千円）

借　入　金 　　　　tｽ成4年度末 平成5年度 平成5年度 平成5年度末 借入残高対前年比 借入残高構成比θ書

＝

借 入　先 借入残高 新規借入額 返済額 借入残高 増　減　額 増減率齢 4年度末 5年度末
1

日本開発銀行 360，ア51，739 36，009，882 57β95，579 338，866，042 ▲21，885，697 ▲　　6，1 63．0 61．3

政 北海道東北開発公庫 15，689．8〔｝〔〕 7，310，000 2，085，320 20，9玉4，48D 5，224，6SO 33．3 2．7 3．8

駒
金 中小企業金融公庫

o o 〔
） o o

0．O 〔〕．o o．o

融 商　　］二　中　　金 2，435，170 1，140，000 578，500 2，996，670 561．501｝ 23．1 o．4 o．5

機 そ　　　の　　　他 5，235，002
o

327β96 4，907．6〔16 ム　　327，396 ▲　　6．3 D．9 o．9

関
計 384，11／，711 44，459，882 　　　　EU0，886，795 367，684，798 ▲16，426，g13 ▲　　4．3 67．1 66．5

長期信用銀行 54，164，241 7，387，990 12，172，538 49，379，693 ▲　も784，548 ▲　　　8．8 9．5 8．9

市
中

団木興業銀行o日本長期信用銀行口本債券信用銀行 28，166，562

Q4，065，123

^，932，556

4．7S2．385

Q，599，577

@6、028

6，372，755

T，473，319

@326，464

26，576，192

Q1．191βSl
戟A6／2．12〔｝

▲　1，590，370

｣　2，873．742

｣　　320、436

▲　　　5．6

｣　　ll．9

｢　　16．6

4．9

S．2

O．3

4．8

R．8

O．3

都　市　銀．行 62，839，461 16，672，962 21，390，284 58，122，139 ▲　4，717β22 ▲　　7．5 11．O 105
金 地　　方　　銀　　行 8，683，896 2β4似｝00 1β71，477 9，152，41．9 468、5露3 5．4 1．5 L7

信　託　銀　行 16，179，443 4，280，595 3，395，146 17，064，892 885，449 5．5 2．8 3．1
融

生　　命　　保　　険 5，6η．343 4β4G，ooo 788，197 9，229，146 3．55LSG3 62．6 1．9 1．7

機 損　　害　　保　　険 6，181，897 150，000 Logs，470 5233，427 ▲　　948．470 ▲　　15、3 1．1 o．9

外　　国　　資　　本 4，436，894
o

2，833，151 1，6D3，ア43 ▲　2β33．151 ▲　　63．9 o．s o．3
関

造　船　所　延　払 1，600，970
o

443，920 1，157，050 ▲　　443，g20 ▲　　27．7 o．3 0．2

等 そ　　　の　　　他 28，312，O14 11，050，509 4，770，068 34，592，455 6，280，441 22．2 4．9 5．3

計 ／S8，076，159 46，222，056 48，763，251 185，534，964 ▲　2，541，195 ▲　　　1．4 32．9 33．5

合　　　　　計 572，187，870 90，681，938 玉09，65σ．046 553，219，762 1▲18・968・108 ▲　　3．3 10D．0 ユ00．O

全体に占める割合菌 1．oo．o 100．O 100．0 100．O ｝ 『 一 　

〔注〕1．調査対象159祉のう．ら、i亥当船舶を有する報告倉祉94杜の集計である。

　2．四捨五入の関係で末尾が若．．1＝合わないところがある。

【表2】　海運融資船対象融資 （単位＝千円）

借　入　金
平成4年度末1平成5年度　　　　i

平成5年度 平成5年度未 借入残高対前年比 借入残高構成比囎

借 入　先 惜入残高 陣無学額 返済額 借入残尚 増　減　額 増減率齢 4年度末 5年度末

二本開発銀行
347．494．18gi 35．429β82 54，g3ア，979 327，986，092 ▲19，50S．097 ▲　　5．6 82．3 82．8

政 北海道東北開発公庫 o
i

0 0 o 0
O．0 ｛Lo 0．0

府
金
融
機

中小企業金融公庫
､　　工　　中　　金

ｻ　　　の　　　他

　　Oi 0
0
0

0
0
0

O
o
o

0
0
Q

0．O

潤D〔［

潤DQ

0．0

O．O

潤DG

0．O

kLO

潤Do

関
計 347，494．18gi

35，429，口口2 54，937，979 327，986，092 ▲1．9．50S，097 ▲　　5．6 82．3 82．8

長期信用銀行 34，587，707 3，682，032 7，742，554 30．527」85 ▲　4，060、522 ▲　　11．、7 8．2 7．7

日本興業銀行o1：二体長期信用銀行目本債券信用銀行 17，329，574

P6，ユ45，427

kl12．7G6

1，877，427

P，798，577

@6，02s

3，899，297

R，641，393

Q｛｝1β64

15，307，704

P4β02，611

@916，巳70

▲　2，021、870

｣　1．842．816

｣　　195，536

▲　　1L7
｣　　11．4

｣　　17、6

4．1

R．S

潤D3

3．9

R．6

O．2

都　　市　　銀　　行 28，696，585 4β〔12．382 6，368，814 26，630，153 ▲　2、066．432 ▲　　7．2 6．8 6．ア

金 地　方　銀　行 231，124
o

48，445 182，679 ▲　　　48，445 ▲　　21．e o．1 0．0

融
信　　託　　銀　　行 lO，012，066 1，635，61／ 2，121，746 9，525，931 ▲　　486，135 ▲　　4．9 2．4 2．4

生　　命　　保　　険 o o o 0 o
0．D O．0 0．0

機 損　　害　　保　　険 770 o 770 0
▲　　　　　770 ▲　100．0 0．0 D．0

外　　国　　資　　本
〔
〕 o D 0 o

0．D O．0 D．o
関

造船所延　払
0 o 0 0 D

0．0 O．0 o．o

等 そ　　　の　　　他 1，300，332
o

159，420 1．14〔｝．912 ▲　　159，420 ▲　　12．3 e．3 0．3

計 74，828，584 9，620，025 16，441，749 68，0〔，6．ε60 ▲　6．82工，724 ▲　　　9、1 17．7 17．2

合　　　　　計 422，322，773 45，049，907 71，379，728 395，g92，952 ▲26β29，821 ▲　　6．2 100．0 10D．0

全体に占める割合附 73．8 49．7 65．1 71．6
一 一 『 一
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【表3】　海運融資船以外の新造船融資

借入先

政
府
金
融
機
関

借入金

日本開発銀行
北海道東北開発公庫

中小企業金融公庫

商　工　中　金
そ　　の　　他

平成厘年度未

借入残高

8，997，550

15．689，800

　　　0
2．D88，87D

4、970，150

平成5年度　平成5年度

新規借入額　　返済額

　580、D〔〕O　　　l、449，00D

7，310，000　　　2，085，320

　　　0　　　　　0
1，140、o〔π［　4〔［4，7DO

　　　O　　　　266，150

（単位：千FD

計

t
都
地
信
生
損
外
造
そ

市
中
金
融
機
関
等

長期信用銀行
　日本興業銀行｛　日本長期信用銀行
　口本債券信用銀行

子
方
託
命
害
国

銀
銀
銀
保
保
日

月所延
　の

行
行
行
険
類
本
払
他

計

合 計

全体に占める割合㈱

31，746．370

19，169，694

10，440，288

7，909，556

　819β50
33，720，416

8，042，552

6，G2L157
5．677，343

6，181，127

　698，044
1，6〔〕01970

26，1王3．536

107、224，839

138，971，209

24．3

9．03〔｝，000…　　4，205、17〔1

2，912，958…

2、5エ8、958

　394，00D

　　　o
ll．44〔L58D

l，740，000

2．172，994

2．340、000

　ユ50、O〔〕0

　　　〔l

　　　o
3．845，500

4，260，464

2，308，458

1，827，406

　124，600
14、850，394

1，579，312

L249，52ζ｝

　788，197
1，097、700

　200β51
　443，920
3．858．755

24，602、022　　28、329，王13

33，632，022

37，1

32，534．283

29．7

平成5年度末

ﾘ入残高

借入残高対前年比 借入残高

増　減　額 増減率鉛 4年度

8，128，550

Q0，914，480

▲　　86験，000

@　5・224・680！

▲　　9、7

@　33．3

6
1
1
．
3　　　0　　　　　　0　　　0．0

2，824，170　　　　　　735．300　　　　　35．2

4．704、00G　▲　　　256，150　▲　　　5．4

借入残高構成比㈱

0
5
6

0
1
336，571．200 4、824，83G 15．2　　　22．8

17．622，188　▲

10，650．7S8

61476．150　▲

　695，250　▲
30．310，602▲
8，2D3，240

6，944．621

7．229，146

5，233．427　▲

　497，193　　▲

1，157，050　▲

26．⊥00、281　▲

1、347、506▲
　2／0，500

1，433、4〔〕6　▲

　124，600　▲

3．409，814　▲

　160，688

　923、4肘

1，551，803

　947．7〔10　▲

　200，851　▲

　443．920　▲

　13，255▲

0
0
1
2
1
0
3
3
3
8
7
1

7
2
8
5
0
2
5
7
5
8
7
0

　
　
1
1
1
　
1
2
1
2
2

1O3．497．748　　▲　　3，727．｛；91　▲　　　　3、5

140．068．948 1、09ア，739 0、8

25．3

8
5
7
6
3
8
3
1
4
5
2
8

3
7
5
0
4
5
4
4
4
0
1
S

1
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
1
．

77．2

1OO．0

5年度末

8
9
0
0
4

「
D
4
0
ワ
】
3

　
／

26．1

7
6
6
5
6
9
0
2
7
4
8
6

2
7
4
0
1
5
5
5
3
0
0
8

1
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

73．9

1OO．0

（

【表4】　その他（改装・買船等）融資 （．単位二千円）

借　入　金 平成4年度末 平成5年度　平成5年度　　　　1

平伐5年度未 借入残高対前年比 借入残高構成比㈱

借 入　先 借入残高 新規借入額 返済額 借入残高 増　減　額 増減率β面 4年度末 5年度宋

日本開発銀行 4，260，000
o

1，508，600 2，75】．，400 ▲　L50S，600 ▲　　35、4 39．1 16．〔1

政 北海道東北開発公庫
0 o 0 0 0

0．O 0．0 O．0

温
浴 中小企業金融公庫

0 o 0 0 o
0．0 〔LO 0．0

融 商　　工　　中　　金 346，300
0

173β00 1．72，500 ▲　　173β00 ▲　　50．2 3．2 1．0

機 そ　　　の　　　他 264，852
o 6工，246 2〔｝3，606 ▲　　　6】．、246 ▲　　23．1 2．4 1．2

関
計 4β71，152

0
1，743，646 3」27，506 ▲　1，743，646 ▲　　35．8 44．7 ／8．2

長期信用銀行 406β40 793，000 169，520 1，030，320 623，480 153．2 3．7 6．0

市
中

E二1本興業銀行o玉本長期信用銀行日本債券信用銀行 396，700
H0114D

@　o

385，000
S07，00〔，

@　0

165，000

@4．520

@　0

6ユ7，7DO

S12，6ZO

@　O

221，000

S02，480

@　0

　55．7

R969．2

@〔Lo

3．6

k｝ユ

B．o

3．δ

Q．4

kL〔〕

都　　市　　銀　　行 422，460 930，000 171，076 1，181，384 758，924 179．6 3．9 6．9

金 地　　方　　銀　　行 410，220 600，000 243，720 766、5〔〕〔1 356，280 86．9 3．8 4．5

融
信　　託　　銀　　行 146，220 472．0〔）D 23，8＄⑪ 594，340 赫8，120 306．5 1．3 3．5

生　　命　　保　　険
o

2，OOO，000
0

2，000，000 2，0GO，OOO 一
O．0 lL7

機 損　　害　　保　　険 0 o 0 o 0
D．o 0．0 O．0

外　国　資　本 3，738β50
o

2，632，300 1，IO6，550 ▲　2．632，300 ▲　　70．4 34．3 6．4

関
造　船　所　延　払

0 0 0 o 0
D．0 0．0 0．0

等 そ　　　の　　　他 898，146 7，205，009 751，893 7，351，262 6，453、玉16 718．5 8．2 42．8

計 6，022，736 12，〔mO，009 3，992，389 14，D30，356 8，007，620 133．0 55．3 81．S

合　　　　　計 10，893，888 12，000，009 5，736，035 17，157，862 5，263，974 57．5 100．0 100．〔｝

全体に占める割合㊤a 1．9 13．2 5．2 3．1
『 一． 『． 『

．（
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4．内航海運の平成6年度以降5年間の
　　　適正船腹量

．）

　海運造船合理化審議会は平成6年1／月28日、

内航部会（眞島健部会長）を開催し、運輸大臣

より11月10日付で諮問（諮問第118号）のあっ

た「内航海運業の用に供する船舶の平成6年度

以降5年間の当年度の適正な船腹量」について

審議、同日付で答申した。（資料1参照）

　適正船腹量の策定は、運輸大臣が内航海運業

の健全な発展を図る上での長期的指針とするた

め、内航海運業法第2条の2の規定に基づき実

施されるものであり、内航海運業者に船舶建造

の中長期的な指針を与えるとともに、運輸大臣

が船腹量の最高限度を設定するか否かを判断す

る基準となるものである。

　この適正船腹量は、主要内航輸送貨物の需給

状況およびその他の経済事情を勘案し、貨物船、

　【資料11　平成B年度～田年度内航適正船腹量

セメント専用船、油送船など6船種ごとに設定、

告示される。なお、具体的には日本内航海運組

合総連合会が実施するスクラップ・アンド・ビ

ルド事業の基礎資料となってい．る。（資料2参

照）

　今年度の答申によると、平成6年度以降5年

間の適正船腹量は、景気の回復基調を反映し全

体として上方修正され、大量竣工により現有船

腹量が増加したものの、昨年度に比べ船腹の余

剰感の若干和らいだ内容となった。今年度の適

正船腹量は6船種合計で388万4，000％とされ、

今年6月3D日現在の現有船腹量397万5，000％に

比して約2．2％（9万1．000％）の船腹量が過剰

状態となっている。船種別に見ると、貨物船は

今後3年間船腹過剰が続き、9年度より船腹不

　　　　　　　　　　　　　　（単位：千G／T）

適　　正　　船　　腹　　量
船　　　　種

現有船腹量
i6，6．30現在） 6年度 7年度 8年度 9年度 1Q年度

貨　　　　物　　　　船 1，677
1，642

i35）

1，658

i19）
1，672

i　5）

1，686

i▲9）

1，700

i▲23）

セメ　ン　ト専用船
440 　441

i▲1）

　448

i▲8）

　455
i▲15）

　462
i▲22）

　47G
i▲30）

自　動　車　専　用　船
172 　157

i15）
　161

i11）
　164

i　8）

　167

i　5）
　171
i　1）

土・砂利・石材専用船
437 　387

i50）
　391

i46＞
　400

i37）

　4／7

i20）
　420

i17）

油　　　　送　　　　船
971 　979

i▲8）

951

i20）
　967
i　4）

　968

i　3）

　981
i▲IG）

特　殊　タ　ン　ク　船
278 　278

i　0）

　282

i▲4）

　285

i▲7）

　289
i▲11）

　293
i▲15）

（注）1．滴送船の現有船腹量には、平成4年度に一本内航海運組合総連合会が実施した解撤延期制度（新造船竣工後、最長1年
　　　間の解徹延期）によるダブル運航に係る船腹量は含まない。
　　2、平成6年度のダブル運航に係る船腹量は13、S千G／Tである。
　　3．（）内は、6年6月30口現在の現有船腹量に対する過剰船腹量である。
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圖

【資料2】　船種別輸送量の見通し

船　　　種 単位
実　　　　　　績 推　　　　　　　計

品　　目
元 2 3 4 5 6 7 8 9

16

鉄　　　　鋼 百万トン 60．5 61．3 61．3 55．8 5／．9 52．5 52．7 53．0 53．2 53．4

石　灰　　石 百万トン 53．1 56．0 59．3 56．7 56．9 57．4 57．9 58．0 58．2 58．3

貨　　物　　船
そ　の　他 百万トン 95．6 llo．3 玉／5．2 ／1G．1 98．2 99．5 loo．8 ユ02．2 103．6 105．1

小　　　計 百万トン 2⊂lg．2 227．6 235．8 222．6 207．0 209．4 211．4 213．2 215．0 216．8

セメント専用船 セ　メ　ン　ト 百万トン 44．3 49．3 52．4 51．8 46，3；48．7　i 49．5 50．2 5Lo 5L8

自動車専用船 自　動　車 百万トン 3．8　42 4．2 4．1 3．9　4．0 4．1 4．2 4．3 4．4

土・砂利・石材
黶@　　用　　　船

土・砂利・石材 百万トン 158ユ 166．4 1窪2．2 125．3 U6．3 129．5 130．6 133．6 138．7 139．7

黒　　　　油 百万キロ
潟bトル

87．8 95．1 94．2 94．8 90．5 92．2　83．5 84．2 81．6 8／．6

白　　　　油 百万キロ
潟bトル

96．O 玲2，7 lG4．5 1G7．4 lG9．7 112．0 lB．9 116．5 119．2 121．8

油　　送　　船 油　　　　脂
’百万キロ

潟bトル
正．1 1．1 0．9 o．9 0．9 0．9 o．9 0．9 0．9 0．9

ケ　ミ　カ　ル 暫駕17．7 18．4．1S．0 ls．5 18．5 18．7 ／9．G 19．3 19．6 19．8

小　　　計 百万キロ
潟bトル

202．6 217．32処 221．6 219．6 223．8 217．3 220．9 221．3 224．1
特
殊
タ
ン
ク
船
1 高圧ガス等 百万トン ．27．9 28．4　28．2　28．0 27．4 27．B 28．1 28．5 28．9 29．2

足となると予想している。また、油送船では、

昨年度の答申において7年度まで船腹過剰にな

るとの見通しが出されていたが、現有船腹の増

加などから9年度までが船腹過剰となった。た

だし6年度は、猛暑の影響により発電所向けの

輸送需要が高まったことなどから船腹不足とな

った。

5．外国人船員問題に関するアジア諸国訪問

　当協会船員対策特別委員会は、外国人船員の

安定的確保およびこれに伴う諸問題への対応の

ための活動を行っている。

　その活動の一環として、昨年に引き続き本年

も、幹事会幹事ならびに外航労務協会事務局に

より構成される代表団が主要船員供給国である

フィリピンを訪問し、意見交換を行うとともに、

さらなる交流関係の継続を図った。

　また、フィリピン訪問後、有望な船員ソース

としての将来の可能性が伝えられているベトナ

ムを訪問し、政府関連機関への表敬を行うとと

もに船員教育の現状について視察した。

　その概要は下記のとおりである。

1．メンバー

　日　本　郵　船

　　企画部副部長　　宮原耕治（団長）

　昭　和　海　運

　　業務部副部長　　水谷　龍郎

　大阪商船三井船舶

　　船舶部船員室長　　渡邉　東洋
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川崎汽船
　船舶部専任部長　　高石　　勝

日　本　郵　船

　海月部副部長　　平井　奉行

ナビックスライン

　既簗翔労ダ肇小林洋幸

外航労務協会

　理事．・事務局次長　飛田　奉文

　日本船主協会

　海務部調査役　　長田　栄弘

2　日程および訪問先

1994年

10月5日困　（マニラ着）船員組合（PSU）

10月6日困　フィリピン海外雇用庁（POEA）、

　　　　　フィリピン船君（FSA）、国立商

　　　　　船大学（PMMA）、ノルウェー船

　　　　　員研修施設、フィリピン海事産業

　　　　　庁（MARINA）

　lO月7日㈹　日本郵船船員研修施設、川崎汽

　　　　　船船員研修施設、フィリピンマン

　　　　　ニング協会（FAME）、商船三井

　　　　　船員研修施設、船員組合（AMO－

　　　　　SUP）

　10月9日㈲　（ホーチミン着）

　10月10日（月〉（ハイフォン着）ベトナム海運

　　　　　総局（VINAMARINE）、ベトナ

　　　　ム国際船員派遣会社（INLACO＞、

　　　　ベトナム商船大学（VIMARU）

10月11日（火）ベトナム船員第一訓練学校、ベ

　　　　　トナム商船大学施設、国営船社

　　　　VOSCO（ハノイへ移動）

10月工2日㈱　（ハノイ発）

せんきょう　平成6年12月号

3．概要

（1）　フィリピン

　　今回は、昨年に続く二度目の代表団派遣

　であったが、時あたかもPSUの国際運輸

　労連（ITF）加盟が発表された直後であり

　　（加盟調印は10月10日に行われた）、日／

　比の相互理解の上に立った良好な関係の維

　持発展のためには何が必要か、との観点か

　　ら活発な意見交換を行った。

繋

　　宮原団長とメンドーサPSU組合長

　目本船主は、フィリピン人船員を良きパ

ートナーとして評価しており、今後とも、

良好な関係の維持を望むが、その前提はあ

くまでフィりピン人船員に総合的な「競争

力」があることである。具体的には、wage

levelを含む就労条件が適正なものである

こと、およびski11の面で十分にqualify

されていることが重要であり、このことを

baseとして、次の点に関して主要団体と

論議を交わした。

①　ITF関連

　世界長期不況および円の一段高という環

　境目での、ITFによるフィリピン人船

　員給与の10％UP要求の不当性および共

圃



　通認識の確認ならびに今後の対応。

　PSUのITF加入についての評価。

　一方的なITF活動への対応策の必要性。

②フィリピン人船員の教育・訓練につい

　て

　フィリピン国内の多数の船員教育機関か

　ら供給される船員の海技レベルの向上お

　よび均一化の重要性ならびにその対応策。

③わが国船主との協調について

　厳しい環境下にあるわが国船主との多岐

　にわたる協調。

　会談した主要団体は新たなる有力な船員

供給国の出現の兆しを真剣に受けとめてい

る。特に、AMOSUP／PSUの両船員組

合（加盟船員数、AMOSUP　5．2万名、PSU

l万名）は、フィリピン人船員の急激な

wage　upは、中国、ベトナムなどに比較

し競争力を喪失する恐れありとして、当方

の主張や置かれている厳しい環境について

理解を示した。また、今回の訪問が二度目

であり、さらなる交流が深められ、frankly

に意見交換が行われる土台が形成された。

　今回、フィリピンにおける船員教育養成

施設については日本船社関連の施設を3カ

所、ノルウェー関連の施設を1カ所視察し

た。これら4カ所の養成施設の教育方針、

方法は少しづっ異なるものの、その内容は

充実し、同施設は地元に根付いており、真

摯な態度で受講する研修生が頼もしく思わ

れた。

　しかしながら、よく訓練され、qualify

されたフィリピン人船員の供給をお願いし

　たいという当方の要望に対して、MARI－

　NAおよびPOEAは他の有力な船員供給

　国との競争のために、徐々に教育強化を進

　めているとはいうものの新しい計画はなく、

　船員教育現行制度の実施状況や学校への立

　ち入りチェックを厳しくやりだした程度で、

　その根底には、船員のUp　gradingは使用

　者側が実施すべきとの考えが見受けられ、

　官庁の方針には一定の限界のあることが感

　じられた。

②ベトナム

　　今回、代表団が初めてベトナムを訪問し

　た主たる目的は、将来的に有力な船員供給

　国となりうるベトナムの現状視察というこ

　とであった。

　　代表団は各訪問先との会談に際し、表敬

　の意を表した後、代表団派遣の趣旨説明を

　行い、次の点についての論議を交わした。

　①船員需給の現状と将来見通しについて

　②船員教育の現状および問題について

　③他の船員需要国船主団体の活動につい

　　て

　　会談の度に「ベトナム人船員の平均学歴

　は高等学校以」二である」ということをベト

　ナム関係者は強調したが、確かに基礎学力

　は高いものを持っているようであり、また、

　街角で明るい、勤勉なベトナム労働者を見

　るにつけ、優秀な船員となる資質を持ち備

　えているものと思われる。

　　関連機関は、外貨獲得に直結する船員派

　遣業務を拡大、充実させていくためには、

　ベトナム人船員の能力を国際的スタンダー

せんきょう　平成6年12月号

．（．

（



．）

ドまで引き上げる必要のあることを認識し

ており、教育設備の近代化、充実化や、船

員の英語力の強化を図ろうとしてきた。し

かしながら、関連機関は資金的に非常に窮

しており、視察した教育機器の中には戦前

のものが見られた程である。こうした状況

下、関連機関は日本を含む諸外国に援助を

求めてヤ1る。ベトナムでは、船員派遣業務

は運輸通信省系、海運総局系の二系統や、

大学、国営船社独自の系列がそれぞれ実施

しており、また教育関連についても、運輸

通信省、海運総局あるいは商船大学、第一

訓練学校が独自の考え方で援助を求めてい

るため、まずはベトナム内での交通整理が

必要でないかと思われた。

　ただし、共通しているのは、職・部員計

12，000名といわれる外航船員の職域確保に

極めて熱心な点である。現在、250名が外

国の神社に派遣され乗船中であるが、商船

大学や訓練学校を卒業しても職に就けない

ものが多く、また、陸上の給与が上昇して

海陸の給与差が小さくなったこともあり、

船員志望者（入学志望者）が減ってきてお

り、外国船社との協力を得て乗船機会を増

やすなどの対策が急がれている。当方から

は、上述のとおりわれわれの求める国際ス

タンダードとは、十分なskillと英語力で

あるとの指摘を行ったが、これに対し関連

機関は、ベトナム人船員は船員としての基

礎知識は十分置備えており、今、彼らに一

番必要なものはOJTの場としての乗船機

会であるとの認識が示された。その意味で、

今年からわが国のODAによる研修生とし

て初めてベトナムから10名の受け入れが実

施されることが高く評価された。さらに、

教育実習船に至っては極度に不足、老朽化

しており、この面でも何らかの適切な支援

がわが国からもできないか、検討が必要で

あると思われる。

　また、公務員としての国内最高給である

首相の給与が月100ドルというベトナム社

会の賃金体系の中で、船員の給与レベルの

在り方について十分な検討が必要であると

痛感させられた。

ベトナム国際船員派遣会社社長ホー氏との会談
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訪問団体　財団法人　船員保険特

設

沿

立昭和16年11月21日

革　昭和15年6月、船員のための社会保

　　険制度として船員保険法が施行され

　　た。この制度の趣旨の普及徹底を図

　　るとともに、全国の船員の保健衛生

　　思想を高めながら諸施設を運営・推

　　進ずる有力な団体の設置が要望され、

　　昭和16年／1月、船主団体などの支援

　　のもとに設立された団体である。

　　　当会は保養施設運営の福祉施設事

　　業にはじまり、昭和30年までの間に

　　は病院・診療所の運営を行う医療施

　　設事業を開始した。その後、海外保

　　養所や総合福祉センターなどの運営

　　を行うなど、この二つの事業を当会

　　の中核事業として、拡充してきた。

　　　さらに、船員の海上労働の特殊性

　　から、病気の予防・早期発見のため

　　の健康診断や成人病予防健診などの

　　健康管理事業、船員の健康保持増進

　　と災害防止のための講習会開催など

　　の安全衛生事業、無線通信による医

　　　　　療助言を行う無線医療センターの設

　　　　　置や洋上救急医療体制の確立などの

　　　　　船内援護事業等々とその範囲を次々

　　　　　に拡大し今日に至っている。

会　　長　渡辺　修

事務所本部＝東京都渋谷区渋谷1－5－6

　　　　　　　　　　　　　　SENPOSビル

施　　設　国内保養所　　　　　　　　32カ所

　　　　　海外保養所　　　　　　　　　1カ所

　　　　　福祉センター　　　　　　3カ所

　　，♂∵

　国イ
　　L、レニ

　・・／l

　　Lン’

暫工

講

ヒπ轟

再
　
鳳
7
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　　病　　　院　　　　　　　　3カ所

　　診　療　所　　　　　　　　2ヵ所

　　健康管理センター　　　　　4カ所

　　健康管理情報センター　　1カ所

業　本会は、船員保険制度の円滑な運営

　　と健全な発達を期するため、被保険

　　者、被保険者であった者、被扶養者

　　又は保険給付を受ける者などの福祉

　　の増進を図ることを目的とし、次の

　　事業を行っている。

　　①船員とその家族、また一般の方

　　　々が、健康的な余暇を過すための

　　　保養、健康保持増進を目的とした、

　　　保養所、福祉センターの運営。

　　②船員とその家族のほか、地域住

　　　民の方々の健康な生活を守るため

　　　疾病・負傷の治療を行う病院、診

　療所の運営。

③常日頃から働く方の健康な体を

　維持するために、成人病などの予

　防と早期発見を目的に予防検査や

　各種の健康診断を実施する健康管

　理センターの運営。

④整形外科療養事業、脊髄損傷患

　者などの介護事業、成人病予防健

　診事業、集団操業区医療援護事業、

　洋上救急医療援護事業、船員家族

　援護事業、無線医療センター事業、

　巡回相談事業、安全衛生事業など

　の保健事業。

⑤　船員保険に関する調査、研究お

　よび「船員ほけん」誌などの図書

　の刊行。

．）
SEMPOS
財団法人船員保険会

会劃

常務理事

常務理事

常勤監事

組　　織　　図

総列

福祉施設部

医療施設部

福　 宅1ヒ　方苞　　設　 課

福祉センター課

保 養 所

倶 楽 部

ンセ懸垂合総

健康福祉センター

広報保健黒

海　外　保　養　所

広報出版事業課

保健事業課

コ
タンセ理口調健

一”駐瞬理管康健

無雛療センタ」
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iLト・一ド安定化への動き強まる

｛当協会鋤回灘総会にて薦の野項目
！　に掲げられたトレード安定化の推進は、アジ
！
！　ア船主フォーラム（ASF）の場を始めとし
；．・肝のと・り一画醗化が図らか・た．

i・月・北京で離・れ鵬・回ASR・お

iいて・船艦照照化臆およ鵬定がトレ
1　一ド安定化への最適な手段であることを認識
；し、かか・齪。鯵加の全て畷社。参加

1腰請するととも・、・れら齪の繍旨を一

i　層強化する方法を探ることで一致をみた。ま

i　た、10月に行われた第6回日韓船主協会会談
き

！　においても、トレード安定化が両国海運にと

i。て髄難題である・とが鷹された。さ

；ら・、・れらはn月・醜欄催されたASF

い・一ド錠化頽会第・淵源会議・場で

1　再確認され、併せて、定期船・不定期船とも
！
1　にシェア獲得のための不必要な競争を避け、
；各国麗の経営ト。プ・よる錠化・・帥た

i強力なリーダーシ・プの腰齢新た給意

いれた・

1　2．サブスタンダード船排除の動き世界的に
き
1　　広まる

i欧州、米鷲講ではサブ・タ・列ド船

iの船名などの一聴色などポート・・テート

い・ント・→レ（PSC）が強化され・また・

！　わが国を含むアジア・太平洋地域においても、
！

lPSCに関する覚書（東京MOU）が発効す
1る等サブ・タ・ダード船引の動き・・世幽

い・高まり蜆せた・

！　3．1ドル100円を切る円高の影響で海運各社
‡

1　のリストラ努力続く
ら

i　本年6月以降、1ドル100円を切る円高が
！

しe　　　　　　　，　　　　　　一一一

平成6年の海運界10大ニュー
　　　　　　（平成6年12月凶日発表）

ス

続く中、一層のドルコスト化を余儀なく．され、

定期船部門の本社機能の一部海外移転、船舶

管理部門の海外移転等各社のリストラが推進

された。

4．政府・産業界で規制緩和の動き強まる

　細川政権発足以来、行政改革、規制緩和が

政府・産業界の大きなテーマとなっているが、

村山現政権の閣議決定事項（7月）の中には、

．海運にも種々影響ある事項が含まれていた。

5，海上安全および環境保全対策が国際的に

　急ピッチで進む

　IMOでは、1992年末から1993年にかけて

大型タンカーの坐礁・衝突事故が相次いで発

生したことから、海一ヒ安全および地球環境保

全の見地から、7≦／78SOLAS条約（海上人

命安全条約）の改正作業が行われ、本年5月

に行われた第63回MSC（海上安全委員会）

では、安全対策に関する改正条約を採択した。

一方、STCW条約（船員の訓練および資格

証明ならびに当直の基準に関する国際条約）

の包括的見直しについても行われており、

1995年に改正条約を採択できるよう、審議の

促進が図られている。

6．改正油濁2条約（CLC／FC92年議定書）

　の締結に伴う油濁損害賠償保障法の改正法

　が成立

　油濁損害賠償保障法は、いわゆる油濁2条

約（「油による汚染損害についての民事責任に

関する国際条約＝1969年目LC条約」および

　「油による汚染損害の補償のための国際基金

の設立に関する国際条約＝1971年FC条約」）

に基づき、タンカー事故による油濁損害の賠

償を保障する制度を定めている。わが国は油

図 せんきょう　平成6年12月号



）「

．｝

ゆ　　“　　’　　　　　　　　　　ψ　　’　　　　　　　　　　“　　’　　　　　　　　　　や　　’ ’　　ゆ

濁2条約に工976年に加入・批准しているが、

両条約の成立後約20年が経過し、1992年に責

任限度額や適用範囲等を改正する議定書が採

択されたため、わが国もこれら改定議定書を

締結して油墨損害賠償補償制度を充実するこ

ととなり、油濁損害賠償保障法が改正された。

ア．米国のトン税引上げによる海運造船保護

　法案廃案となる

　本年3月、米国籍の定期船に対する新規運

航補助制度（10年間で10億ドル）を創設する

ため、現行のトン税を大幅に引上げる行政府

法案が上下両院に提出され、8月には、シリ

ーズ船受注に対する建造補助制度も設けるこ

となどを加えた修正案が下院を通過した。こ

れらの動きに対し、米国の国際慣行違反、

GATT違反またはOECD協約違反などを理

由に、当協会のほか日本政府、CSG（先進

国海運担当官会議〉、CENSAおよび米国の．

石炭、穀物等の輸出業界などが抗議、11月の

中間選挙の結果なども影響し、本法案は12月

の議会閉会とともに廃案となった。

8．米国油濁法（OPA99）に基づく賠償資

　力証明書（COFR）に関する暫定最終施行

　規則が、世界の海運界の反対を押して施行

　の動き

　OPA90は、米国水域を航行する船舶に対

し、油濁事故に備えてUSCGが交付する賠

償資力証明書を取得するよう定めている。

USCGは、本年7月1日、タンカーについ

ては12月28日からCOFR取得を義務付ける

ことなどを内容とする暫定最終施行規則を施

行した。同施行規則に対しては、当協会を含

め世界の海運界が反対を表明し、OPA90の

本質問題である、船主や船舶運航者に油濁損

害賠償に対する無限責任を課す可能性がある

点などについての解決策が合意されるまでは、

“　　ψ　　　　　一　　φ　　　　　“　　φ　　　　　’　　浄　　　　　　　　　’一　　　　　一一

COFR取得期限を延長することを求めてい

るが、12月16日現在、USCGはこれに同意

しておらず、COFRを取得していないタン

カーは、12月28日以降米国水域を航行できな

くなる見込みである。

9．船員法の一部が改正され、平成7年度よ

　り週平均労働時間が羽時間に短縮される

　船員法の一部を改正する法律が本年6月21

日に可決成立したことに伴い、現在週平均44

時間となっている船員．の労働時間が、平成7

年4月1日から週平均40時間に短縮されるこ

ととなった。

　寺社としては、これにより休日が増加する

ため、配乗ならびに適正予備員率等の見直し

を行うことが必要となった。

　なお、総トン数7⑪Qトン未満の小型内航船

については、平成9年3月31日まで週平均44

時間とする猶予期間が設けられた。

田．「海の日」祝日化法案は衆議院内閣委員

　会で可決されたが、継続審議となる

　7月2G日の海の記念日を国民の祝日「海の

日」として制定する運動は、著名が目標の

1，000万人を超え、地方自．治体の意見書採択

も全都道府県を含む約70％に達し、臨時国会

に議員提案で法案が提出されたが、衆議院内

閣委員会で可決されたものの、日程の都合で

継続審議となり、次期通常国会で成立を期す

ることとなった。
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賭博場で生まれた

サンドイッチ

　1778年の第3次世界就航で現在のハワイ諸島

に到達したジェームズ・クックは、この島々を

「サンドイッチ諸島」と命名した。「サンドイ

ッチ」とは、当時の海軍大臣で、クックの探検

航海の推進に力を注いだサンドイッチ伯ジョ

ン・モン一同ューにちなんだ名前だ。

　モンタギュー家は、1662年のチャールズ2世

の王政復古の際の功績でドーバーの北にあるサ

ンドイッチの領主に任ぜられ、代々、イギリス

海軍の重鎮として活躍。4代目のジョン・モン

タギューは、1749年から1782年まで海軍大臣を

務め、アメリカ独立戦争では強硬派として名を

馳せたが、一方で公私混1司も目立ち、これが独

立戦争での敗因の一つになったとして、戦後失

脚している。

　ところで、この4代目サンドイッチ伯の名に

ちなんで命名されたものがもうひとつある。．言

）あ

N．

o
ゆ
鴇

r

し

、

目
層琶

うまでもなく「サンドイッチ」。パンの間にコ

ールドミートや野菜をはさんだあの食べ物であ

る。

　私生活では無類のギャンブル好きだった彼は、

ある日、ロンドンの賭博場で一昼夜にわたりギ

ャンブルに興じた。その間、食事のためにテー

ブルを離れる時間を惜しむあまり、召使いに指

示してこれを作らせたという。以来、考案者の　　（

名をとってサンドイッチと呼ばれるようになっ

たが、本当は、もっと古くからあったともいわ

れている。

　サンドイッチ諸島は、その後、現地名の「ハ

ワイ諸島」と呼ばれるようになり、サンドイッ

チ伯の名もまた歴史の彼方に消え去ったが、食

べ物の方のサンドイッチは、軽食のベストセラ

ーとして、現在も世界の人々に親しまれている。

帆船から手漕ぎ船まで

歴史上の船の乗組員数

　近代設備の投入と船内就労体制の合理化で、

最近の外航船舶は、通常の在来船（Mゼロ船）

で22名、合理化の進んだ近代化船では／4名体制

が実用化され、さらに11名体制の船も運航され

るようになっている。ところで歴史上の船の乗

組員数はどのくらいだっただろうか。

　まずコロンブスの第1次航海の旗艦となった

サンタマリア号。この船は100総トン未満のカ

ラック船（縦1帆と横帆を組み合わせた大航海時

代初期を代表する帆船）だったが、乗組員は約

4D名と推定され．ている。

　また、19世紀に帆船時代の最後を飾ったクリ

ッパーは、約2，000重量トン級で30～40名、5，000

重量トン級で約50名だった。何十枚もの帆を組

み合わせた高度で複雑な帆装の船にしては、こ

れはかなり少ない数字といえそうだ。

〔．
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　これに対し江戸時代の日本の国内海運で活躍

した弁才船（べざいせん）は、1，5DO石（1石

は約0．27立方メートル）積みで乗組員はi4名程

度だった。外洋を走るカラック船やクリッパー

と簡単な帆装の内航船だった弁才船の違いはあ

るにせよ、当時としてはかなり合理化され．た船

だったといえる。

　これらの船は帆走専門の船だったが、オール

による手漕ぎを主な推進力とする船では、当然

のことながら乗組員数ははるかに多い。例えば

ギリシャ時代の戦闘用のトライレム（3段擢船）

は、長さ36メートル、幅6メートルほどの小型

船だが、高速を出すために最高170名の漕ぎ手

を上層、中層、下層に配置していたという。

　またマルコ・ボーロが乗船したという中国船

（元の時代）は、4本のマストに12枚の帆をか

けた大型船で、船内に6Dの船室をもっていたと

いわれるが、この船の場合も帆走とともにオー

ルによる推進を併用していたため、水夫は150

～300人程度乗船していたらしい。

殿様ワッチと泥棒ワッチ

　貨物船や客船など船舶の航海中に、航海十と

部員岬二手）がペアでブリッジに立ち、船の

運航状況や周囲の船舶の動きなどを監視するの

が航海当直（ワッチ）だ。午前0時から4時聞

ごとの6つの時間帯に分けて行われ、担当航海

士は甲板手1名とペアを組んで、それぞれが4

時間当直して8時間休むというサイクルで当直

に立つ。こうした当直時問帯は、一般に1日の

うち最初の時間帯をとって「ゼロヨン」（0～

4時、　12～16時）．、　「ヨンノぐ一」　（4一｝8時、16

－20時）、「ハチゼロ」（8～12時、20～24時）

と呼ばれる。
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　このうちゼロヨンは、通常、二等航海十が担

当する時間帯で、最初の当直時問がちょうど真

夜中に当たるため「泥棒ワッチ」の別名がある。

体力面からもいちばん厳しい時間帯といえる。

一方、ハチゼロは三等航海士が担当する時間帯

で、ちょうど一般の人が起きている時間でもあ

り、体力的に楽なことから「殿様ワッチ」とも

呼ばれる。この殿様ワッチを経験の浅い3等航

海士に担当させるのは、船長や機関長が起きて

いる時間帯で、監督するのに都合が良いためだ。

　またヨンパーは一等航海士の担当時間だが、

入社したばかりの航海．上はまず四等航海士とし

て、一等航海士とともにこのヨンパー当直に立

つことが多い。これは朝夕の薄明時や口出、日

没を含む時闇帯のため、天測や方位測定など船

乗りとしての基本技術を習得させるのに最適だ

からだ。

　三等航海士が「殿様」で二等航海士が「泥棒」

という、常識的には逆転しているようにもみえ

る当直時間の分担には、このように、船を安全

に運航することはもちろん、各段階を追って船

員の技能の向上を図る教育訓練面での知恵も隠

されているわけである。
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　11月初旬、スウェーデンのマルメにある世界海事

大学の学生に話をする機会がありました。これは毎

年1／月に行われる最終学年である二年生を対象とし

た、マリタイム・ポリシー・ウィークと称する海運

政策に関する集中講義で、現在神戸商船大学から出

向し、教鞭をとっておられる石田先生の紹介による

ものです。世界海事大学は授業のかなりの部分を外

来の講師の講義に依存しているとのことですが、今

回は海運政策関係の専門家ということで各分野から

幅広く講師が集められました。

　すなわちロンドンのギルドホール大学のマッコン

ビル教授、この方は海運および港湾に関する研究誌

“MARITIME　PQLICY＆MA．NAGEMENT”の
編集者でもありますが、まず海運政策一般について

話をされました。旧東ドイツ、ロストック大学の経

済学部のイェンセン元教授は旧東ドイツや東欧圏の

国営企業の民営化に伴う問題点について、アメリカ

のジョージタウン大学で海法の講座を持っていると

いうワシントンのマリア弁護．士は米国の海運政策、

今を時めくEC運輸総局のブロンク局長は今後の

ECの海運政策、　ITFの船員部門の総帥であるセラ

ンダー副事務局長は労働者側からみた海運／船員行

政の問題点、そして前の世界海事大学の校長で現在

スウェーデン船協の理事長であるノードストローム

氏が船主の立場から講義を行いました。そして私は

アジアの海運、なかでもアジア船主フォーラムを中

心に話をしましたQ

　各講師は一時間から一時間半の時間を与えられそ

れぞれ講義を行い、その後学生や列席の講師の質問

をうけます。なかなか鋭い質問もあり緊張します。

最終日の金曜日には講師全員と学生の間でフリーデ

ィスカッションが行われました。ブロンク局長は

ECの海運における安全問題を中心に話をしました

が、中・西アフリカ諸国との関係についても多くの

時間を割き、これらアフリカ諸国が同盟憲章条約を

濫用し、貨物積取権を独占し、この権利を売買して、

自国海運の育成どころか結果的に自国経済自体に悪

影響を及ぼしている点や、西アフリカ帰港の非能率

さ、港湾当局関係者の腐敗などに具体的に触れ、意

識的に学生をあおりました。案の定、多くのアフリ

カの留学生の激しい反発がありましたが、なかなか

活気のある授業でした。

　．講義の合間には、学生がクラスごとに海運問題に

関するディベートを行いました。例えば海事行政一

般を専攻する学生は、「途上国は海運において保護

政策を取るべきか否か」といったテーマで討論を行

います。壇上の学生は予め賛成／反対の二曲に色分

けされていますが、一般の学生は自由に発言出来る

わけで、途上国のさまざまな本音が聞けて興味があ

りました。どの学生もこうしたディベートにはよく

鍛えられているようで、論理はともかくとしてよく

しゃべります。大学の性格が違うため単純には日本

の大学とは比較出来ないでしょうが、日本の大学も

ディベートの時間があり、教授と学生の間に一つの

問題について自由に発言する．機会があれば、授業中

の雰囲気も随分と活気に満ちて、勉強の仕方も違っ

てくるのではないかと思いました。ただ、強烈な設

りのある英語でまくしたてられると少々へきえきし

ます。

　私の話について言えば、講義はともかく、途中で

上映した“JAPANESE　MARITIME　TRANS・
PORT”は極めて好評で、ビデオを欲しがる人もあ

り、結局大学にビデオを残していくこととなりまし

た。日本海運を紹介するというより、海運入門講座

の教材として各種の専用船や荷役方法の説明、ある

いは近代化船の説明に使うとのことでした。

（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）
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i　　　日本籍外航船舶が昨年1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二比べ60隻減少　　　　i
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i　く）の船腹量を取りまとめ「日本商船船腹統計」として発表している。同統計については現在　l

i・・蘭…斌・の…集計…ま・た・軸上・外航欝欝・…てみ・i

i・研珊・減少・て…減少率　　　　i
iの大きさを見ると・近年では・1989年欲　　　　　　　　i

iぐ大き蝋少率となった・　　　　　　　　　　i
l　（なお、上記外航船を含む日本籍船全体の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；

1・計・果・次期告す・豫…　　　　　　i

1年 隻 千　％ 千　％ 伸び率（知

1988 640
24，582 39，768

1989 532
21，691 35，260 △　11．3

199G 449
20，4G6 33，163 △　5．9

ユ991
419

19β15 32，188 △　2．9

1992 376
18，669 30，039 △　6．7

1993 34G
18，420 29，445 △　2．0

1994 280
16，669 26，375 △　／0．4

「日本海運の現状」の刊行

　当協会では、毎年「日本海運の現状」を作成しており、今般、その1994年版を刊行いたしま

した。グラフや資料を用いながら、項目ごとに簡単な解説を付し、日本海運の今の姿を説明し

ています（B5判24頁）。

　1994年版の主な内容は、以下のとおりとなっております。

　1．世界海運とわが国海運の輸送活動

　II．海運経営

　III．外航船員の現状

　Iv．内航海運

　若『二余部がございますので、入手ご希望の方は下記までお

問い合わせ下さい。

くお問い合わせ先〉

　　日本船主協会　調査広報部

　　〒102東京都千代田区平河町2－6－4（海運ビル）

　　TEL　O3－3264－7181　FAX　G3－3262－4757

「・
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海運 日誌薩如月

1日　日本物流団体連合会（橋元雅司会長）は、

　新たに広報部会を設置した。

3日　IMO（国際海事機関）は、1日から開

　催されていた海洋汚染防止条約（MAR－

　POL73／78＞締約国会議において、　MAR．

　POL条約を改正することを決議した。こ
　　れにより、船員への操作要件に関するポー

　　ト。ステート・コントロール（PSC）に法

　　的根拠を付与することが決まり、これまで

　船体や船舶の設備などのハード面に限られ

　　ていたPSCが船員の技量にまで及ぶこと

　　となった。（P，11海運ニュース1参照）

4日　IMOは、10月31日から開催されていた

　　第36回海洋環境保護委員会（MEPC）に

　　おいて、現存シングルハルタンカーのダブ

　　ルハル代替措置としてハイドロバランス方

　　式（タンク内の油を海水面よりも低く積載

　　する方式）を採用することを決定した。

　　（P，11海運ニュース1参照）

11日　海運大手5社は94年9月中間決算を発表

　　した。それによると急激な円高により運賃

　　収入が目減りしたため、5社揃って減収と

　　なったが、2社がわずかながらも経常黒字

　　に転ずるなど改善の兆しも見え始めている。

　　5社を合計すると、売上高は前年比3．0％

　　減、経常利益は1．6％増となった。

14日　海運造船合理化審議会内航部会・内航海

　　運対策小委員会は、第3回会合を開催し、

　　内航海運の課題および目指すべき姿につい

　　て、その骨子を取りまとめた。今後、これ

　　に基づき具体的対策を検討する。

15日　日本船舶輸出組合は、10月の輸出船契約

　　実績を発表した。それによると、輸出船契

　　約実績は、大型コンテナ船5隻を含む20隻、

　　9⑪万9，800％と、前年同月比2．6倍となった。

17日　海上安全教育審議会船舶職員部会は、20

　　条問題小委員会を開催し、日本人船員6、

　　7名体制による混乗近代化深度化実験船

　　（7社・7隻）の配乗特例を承認した。

　　（P．13海運ニュース2参照）

E1日　アジア船主フォーラム（ASF）の5S委

　　員会の一つ、トレード安定化委員会（議長

　　・根本二郎当協会副会長）は、日本を含む

　　8力国・地域の代表の参加を得て香港にて

　　第2回中間会議を開催し、トレードの安定

　　化のためには、同盟／安定化協定への全船

　　社の速やかな参加ならびに経営トップの強

　　力なリーダーシップの発揮が不可欠である

　　ことなどを確認した。

　　（P．2シジピングフラッシュ1参照）

22日　亀井静香運輸大臣は、94年度の運輸経済

　　年次報告（運輸白書）を閣議報告し、了承

　　された。それによると、運輸企業の国際競

　　争力の確保や基幹空港や港湾のハード・ソ

　　フト両面での整備・充実が大きな課題であ

　　ると指摘し、特に外航海運企業の国際競争

　　力維持のため、コストのドル建て化や運賃

　　の円建て化、業務の効率化・合理化の推進

　　などが必要だとしている。

2日日　海運造船合理化審議会内航部会（部会長

　　・眞島健日本エアシステム社長）は、亀井

　　静香運輸大臣に、94年度から98年度までの

　　内航船の適正船腹量を答申した。それによ

　　ると、94年度の適正船腹量は貨物船1艇万

　　2，000％、油送船97万9，000％で、現有船腹

　　量と比較すると貨物船が2．1％の船腹過剰、

　　油送船は船腹過剰とみていた前年度答申か

　　ら一転して船腹不足となった。

　　（P．17海運ニュース4参照）

30日　日本船舶輸出組合は、94年7～9月目世

　　界主要造船国の新造船受注量を発表した。

　　それによると、世界全体の受注高は、％べ

　　一スで前年同期比38．8％減の485万％とな

　　つた。このうち日本のシェアは22，6％、韓

　　国のシェアが32．2％となり、韓国が前年同

　　期以来、1年ぶりに1位となった。
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11月の定例理事会の模様

（11月16日、神戸ポートピアホテルにおいて開催）

　　　　業務委員会関係報告事項

1．IMO第71回法律委員会の模様について

　（本誌1994年11月号海運ニュース1参照）

　　　　　　　労務委員会関係報告事項

　　　1　混乗近代化深度化実験船の承認について

　　　　　（P，工3海運ニュース2参照）

　　　2　船員保険特別会計平成5年度収支決算につ

　　　　い．て

　　　　（本誌1994年n月号海運ニュース4参照）

　　　3　20条問題小委員会の審議模様について

．）@　　（本誌1994年10月号海運ニュース婆参照）

　　　　国際委員会関係報告事項

1　第6回日韓船主協会会談の模様について

　題記会談は、去るID月4、5日日本側がホ

ストとなり北海道・大沼において開催され、

　日本側より輻法輪会長をはじめ9名、韓国側

　から趙会長以下11箇日出席した。

せんきょう　平成6年12月号

双方は、今後の世界貿易がGATTウルグ

アイラウンド妥結ならびに世界貿易機構

（WTO）設立合意によりその拡大が予想さ

れる中、アジア地域が来る21世紀における世

界経済の牽引車になることは確実であるとの

認識の下、率直な意見交換を行った。

　アジア船主フォーラム（ASF）を支援す

るとの立場から当面の課題である5S（トレ

ードの安定化、船員、航行安全、スクラップ、

保険）とともにASFの将来像について意見

交換を行った。

　トレードの安定化については、双方は、定

期・不定期両分野におけるトレードの安定化

が、両国海運にとって最重要な課題であるこ

とを認識．し、両国が今後も安定化へのリーダ

ーシップを発揮していくべきことを再確認し

た。

　船員問題については、近代化船および船員

資格制度について両国の状況を再確認すると

ともに、STCW条約改正、およびISMコー

ド適用問題について、協力して対応すること

の必要性を認識した。

　航行安全については、サブスタンダード船

排除のためのポート・ステート・コントロー

ル（PSC）の重要性を引き続き再認識し、ア

ジア地域における協力体制の確立を安全対策

馴



の新側面として評価した。

　スクラップ促進については、航行の安全、

海洋環境の保護、船舶の需要不均衡改善の観

点から依然重要な問題であることを再認識し

た。

　保険問題について双方は、船主サイドとし

て安全運航体制確立への努力を行うと同時に、

アジア船主にとって望ましい保険マーケット

形成の可能性などにつき今後ASF保険委員

会で検討していくことで共通の認識を得た。

　一方、自由かっ公正な競争に基づく両国外

航海運の繁栄および共存という共通の目標を

達成できるように、両国のみならず米国・EU

等各国政府の海運政策のあり方、および

OECD／GATT海運問題等、広範囲に亘る

討議を行った。

　次回会談は2年後の1996年に韓国で開催さ

れることとなったが、両国海運会の関係の緊

密化は両国海運のみならず、アジア海運の発

展にもつながるものであり、本会議の意義も

さらに重要になってきている。（本誌1994年10

月号シッビングフラッシュ1参照）

2．アジア船主フォーラムトレード安定化委員

会第2回中間会議ならびに航行安全委員会第

　1回中間会議の開催について

　　アジア船主フォーラムトレード安定化委員

会第2回中間会議が来る11月21日香港にて開

　催される。同会議は昨年11月東京にて開催さ

　れた第1回中間会議に続くもので、日本から

は根本副会長（同委員会議長）、石井副会長、

増田理事長以下9名、また他のアジア7地域

から9名の代表の参加が予定されている。

　会議では定期船、不定期船、及びタンカー

の各部門において、トレードの安定化に向け

た積極的な意見交換が行われることになって

いる。

　一方、航行安全委員会第1回中間会議（議

・長：シンガポール）が12月5日シンガポール

にて開催される。同会議には当協会から涌出

参与の出席が予定されており、船舶の航行安

全、海賊防止、海洋環境の保全等が検討され

ることになっている。

　（アジア船主フォーラムトレード安定化委員

会第2回中間会議についてはP．2シッビン

グフラッシュ1参照）

船員対策特別委員会関係報告事項

1．外国人船員問題に関するアジア諸国訪問報

告書（P．工8海運ニュース5参照）

陳情書・要望書（11月）

宛先：大蔵大臣、大蔵省主計局長ほか、運輸

　　　　大臣、運輸省港湾局長ほか

件　名：高規格血糖コンテナ埠頭整備に関する

　　　　財政措置要望

要　旨：外註埠頭公社が整備する水深151n以．．ヒ
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）「

のコンテナ埠頭に対する無利子貸付金

の比率を1D分の2から10分の3へ拡充

するよう要望。

宛先大規模外貿コンテナ埠頭に対する税制

　　　　特例措置の存続要望

要　旨　大規模外貿コンテナ埠頭については固

　　　　定資産税および都市計画税の課税標準

　　　　を2分の1に軽減する特例措置が認め

　　　　られているがこれを存続するよう要望。

宛先運輸大臣、大蔵大臣

件　名　開発保全航路の整備促進に関する要望

　　　　書

聖　旨　開発保全航路は、船舶の交通を確保す

　　　　るため、開発および保全に関する工事

　　　　を必要とする航路であり、現在、関門

　　　　海峡など全国で16の航路が指定されて

　　　　いる。今後とも開発保全航路の円滑な

　　　　整備が図られるよう、予算の確保を要

　　　　碧したもの。

　　　海運関係の公布法令（11月）

⑫　港湾運送事業法施行令及び運輸省組織令の

　　一部を改正する制令

　　（制令第354号、平成6年11月11日公布、平

　　成6年11月／1日施行）

㊨　輸出検査法施行規則の一部を改正する省令

せんぎょう　平成6年12月号

　　（厚生・農林水産・通産・運輸省令第2号、

　　平成6年11月11日公布、平成6年11月n日

　　施行）

㊨　許可、認可等の整理及び合理化に関する法

　　律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関

　　する省令

　　（運輸省令旨51号、平成6年11月ll日公布、

　　平成6年11月11日施行）

㊨　油濁損害賠償保障法施行規則の一部を改正

　　する省令

　　（運輸省証票52号、平成6年11月22日公布、

　　平成6年11月22日施行）

　　　国際会議の開催予定（1月）

IMO第40回無線通信小委員会（COM）

　1月16日～20日　ロンドン

工MO第38回設計設備小委員会（DE）

　1月23日～27E｛　ロンドン

IMO／STW小委員会中間会合

　1月301ヨ～2月3El　ロンドン

　協会来訪

　ノルウェー船主協会会長のMLW．　HQegh氏

が、．！1月24日、当協会を訪問され、EUの海運

競争政策、CENSAのあり方、　OECD造船補

助廃止問題などについて当協会の轄法輪会長、

増田理事長と意見交換を行った。



海運野球大会で田渕海運12連覇達成

　当協会では、会員相互の親睦を図ること

を目的として、昭和26年以来毎年、京浜・

阪神両地区における海運野球大会優勝チー

ムによる東西対抗野球大会を挙行している。

　本年は11月26日、船員保険総合福祉セン

ター「みのたにグリーンスポーツホテル」

グラウンドにおいて京浜地区代表の大阪商

船三井船舶チームと阪神地区代表の田渕海

運チームとの間で第46回海運野球大会決勝

戦が行われた。

　当日は朝からどんよりした空模様で一雨

来るのではないかと危ぶまれたが、試合開

始前には青空に変わり、11月下旬にしては

ポカポカと暖かい陽射しの中、宇佐見当協

会阪神地区事務局長の始球式により、大阪

商船三井船舶の先攻で試合が開始された。

　試合は2回に田渕海運がエラーによる出

塁をワイルド・ピッチで返して先取点を挙

げ、大阪商船三井船舶は4回にエラーと連

続ヒットで2点を返し逆転、その裏田渕海

運はホームランで同点とし、5回・7回に

も1点つつを加え、8回には止めのホーム

ランを含む4得点、守っては5回からマウ

ンドに上がった藤野投手が大阪商船三井船

舶を0点に抑えて試合を制し、これにより

同社は海運野球大会12連覇を達成した。

　チーム名
大阪商船三井船舶

田　渕　海　運

　　　　　畿二三

「ロイド統計による佃93年末の世界船腹量」の刊行

　当協会では毎年、ロイ．ド船級協会発表の「船腹統計」を資料として取りまとめておりますが、

今般、その1993年末版を刊行いたしました。この船腹統計は、1992年央まではロイド船級協会

の“Statlscal　Tables”として毎年央の船腹量が発表されていたもので、1992年宋以降は“World

Fleet　Statis毛ics”として、年末の船腹量が集計されています。

　今回の資料では、先に発表された　“World　Fleet　Statistics

December1993”を中心に世界船腹の動向を掲載しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロイド號尉によ519冊年乗①世界矧腹

　若干の余部がございますので入手ご希望の方は下記までお問

い合わせ下さい。

〈お問い合わせ先〉

　　日本船主協会　調査広報部

　　〒102東京都千代田区平河町2－6－4（海運ビル）　　　　　　　　　悶捕⊥罫

　　TEL　O3－3264－7王81　FAXO3－3262－4757

図 せんきょう　平成6年12月号
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4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシヤ湾／欧米
月次 1992 1993 1994 1992 1993 1994

最高 最低 最高　　最低 最高 最低 口　馳畠一

�ﾇ 最低 最高 最低 最高 最低
1

62．50 37．50 58．00　49．00 42．50 32．00 54．00 33．00 57．5Q 46．50 37．50 30．002
56．50 35．00 53．00　47．50 39．05 31．25 55．00 32．50 45．00 42．50 35．00 30．003
37．50 31．OO 50．00　41．50 46．00 37．50 36．00 32．00 50．00 37．50 46．00 32．504
45．00 33．50 46．00　44．00 38．50 31．80 45．00 31．00 47．50 40．OO 41．00 32．005
45．00 42．00 46，00　38．00 37．00 35．00 44．50 35．00 42．50 37．50 34．50 30．006
41．50 33．00 53．00　38，00 44．50 32．00 38．00 32．00 48．50 36．00 42．50 3（［．OO

7
50．00 39．50 64．00　59．50 53．50 39．50 45．00 37．50 56．25 45．00 47．50 38．008
52．00 45．50 47，50　40．50 60．00 44．00 45．00 42．50 47．50 39．o〔［ 齢、．50 38．009
49．00 41．60 55．00　42．00 51．50 40．00 46．25 38．00 45．00 38．50 42．50 35．00

／0 54．50 47．00 50．00　42．05 55．50 48．00 50．00 40．OD 45．00 39．D5 47．50 37．50
／1 65．00 51．75 46．05　40．00 55．00 窪7．50 62．50 50．00 42．05 37．05 57．50 45．0012

62．50 49．00 43．05　34．00 60．00 46．50 40．OO 34．00
（注）

③いずれも2砺D／W以上の船舶による
①日本郵船調査部資料による．②単位はワールドスヶールレー

もの、④グラ フの値はいずれも最高値。
ト。19S9年1月以 降 新ワールドスケールレート。

（．

5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位：ドル）

ガルフ／日本 北米西岸／目本 ガルフ／西欧
月次 1993 1994 1993 1994 1993 1994

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

23．50　22．00 23．50　20．65 12、85　12．25
一 ／2．05　1L50 10．25　　9，102

24．75　22．35 21．50　］．9．50 ／2．25　12．／5 12．00 12．78　　9．80 9，30　　8．603
26．25　24，00 19，30　18，25 13．70 11．75　11．70 12．25　11．40 8．45　　8．00

4
P
D

26．25　25．25
Q8、00　25．75

19．80　19．25
Q4．25　22．50

一ユ4．45 ＝ 13、OD　／2．31

P3，75　13．25
10．25

P2．00
6

26．25　23．θθ 23．30　2σ．25
一 一 13．75　11．oo 10．50　　9．87

7
23．00　20．50 25．00　21．50 13．80　12．75

一 10．67　10．50 11．50　10．258
24．85　21．00 26，00　21，50 13．80

一 11．42　　9、93 11．75　10．659
24．50　22，25 25．00　22．20 　 一 ll、75　10，70 15．68　1LOO10
23，80　21．75 28．50　25．00 13．10　13．00 15．50　14．75 1り，65　　9．50 14．25　12．9011
23．25　21．45 30．75　26．00 一 王6．00　15．75 11．50　10．30 ／7．00　13，5012
21．90　20、50

一 10．60　10．00
（注） ①日本郵船調査部資料による。②いずれも 5万DIW以上8万DIW未満の船舶によるもの。

③グラフの値はいずれも最高値。

せんきょう　平成6年ユ2月号



）

石炭〔ハンプトンローズ／日本〕・鉄鉱石〔ツバロン／目本・ツバロン／西欧｝

「 ．一一」一＿．⊥

1
…
；

［

石炭1ハン‘γ「．ンローズ／“＝揚

1日59｛層 19臼口 1｝］1 旧92 19ヨ5 Ig9竜

船跨

5の

ど陣

20o

」田

Io口

50

o

　E9晒【料

運賃指数

‘脚

h

「
L
R

へ
「し 1、

盈隠

1　　1 ρ　1
1

L

l　　　　　l 1
F 皆 1

」 L

1
圏

1 1
250

ハンアr，
H．」．．ン1 」

3

「 r 1

’　　． 旨

F

1

ρ　　’
i

　馳

@い1@八’ハンチ‘》ダーテく一

1
’
1
」

1、　　ノ

@
、
　
圏

L、　　㌧’　　　F

ん
，
’
　
　
　
、
　
　
　
L
　
　
　
、

　　　’

@　！^～

加口

P50

謀
　
r
　
　
　
ノ
へ

　　　　　1
撃磨@　ノ

身
・

　　　脚
@　　’
h
l
」
、
ハ

ビ

　》

ﾐ㍗

V　　　；　　　芒 L　v噛

、、

jヘノu

〆～

@　　＼ノ
）ハゾ〆

i叩

」 50

kCC

　　　　　」
D ． e

Igヨ日
IggI

19露
1993

1曾］4

6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） （単位　ドル）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ツバロン／日本（鉄鉱石） ツバロン／西欧（鉄鉱石）

月次
1993 1994 1993 199哩

1993 1994

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

10．50 9．45 7．50 8．80 4．50 4．35
2 9．95 9．25 『

7．7G 一
4．96

3
10．90 一 8．25　　7．80 一

5．45 5．60　　4、50
4

　 一
8．35 9．25　　7．90 6．50 6．25　　5、55

5
『

13．エ0　　12．40 『
10．30 6、70　　6．50 6．50　　5．75

6
13．40 一 一 9．50　　9．10 一 5．75　　5．30

7
　

12．10 10．00 ll．10 5．85　　5、80 5．00
8

｝ 一 10．50 11．4CI　lO．85 一
6．00

9
『

13．50 9．60 ／1．0⊂1　10．30 5．75 　10
一 15．80 9．50 『 5．65　　5．20 ／0．50　　8．00

u 12．75 『
9．85 工3．45 5．35　　5．／5 9、35　　8、40

12
『 一 5．30　　4．95

（注）①日本郵船調査部資料による。②いずれもユ0万DIW以上15万D／w未満の船舶｝こよるもの。

　　③グラフの値はいずれも最高値、

7．タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数

月次 1992 1993 1994

VLCC 中型 小型 H・D H・C VLCC 中型 小型 H・D H・C VLGC
中型 小型 H・D H・C

／ 37．9 86．6 120．6 152．1 183．7 52．2 98．3 138．6 162．6 193．2 37．6 90．6 133．7 161．9 21L7
2

48．9 91．2 133．9 184．7 194．7 51．4 94．9 130江 167．4 181．6 34．2 88．8 144．2 17工．0 221．3
3 41．1 83．8 140．7 208．5 168．1 44．9 98．1 126．5 171．7 169．2 37．1 88．1 130．8 175．2 219．2
4 33．9 SL3 U5、5 158．3 153．6 45．2 98．2 132．2 187．6 167．8 37．9 88．2 125．7 171．7 203．5
5 40．6 71．6 ／lO．2 160．8 147．4 42．5 93．／ 141．2 192．8 153．7 36．6 93．6 124．5 169．1 199．4
6 39．4 70．7 104．7 155．4 160．0 39．7 101．3 153．8 177．3 170．1 34．2 88．6 125．9 175．6 183．／

7 36．Q 68．9 1Q3．9 171．8 153．6 45．9 lGL9 14G．7 184．2 16L9 37．8 91．5 129．7 ／85．4 188．5
8

43．5 74．6 110．4 178．工 154．7 52．1 89．4 122．9 184．1 167．2 45．7 88．7 123．9 199．1 181．9
9

44．6 7L7 113．6 165．0 162．3 41．5 78．4 llO．S 160．9 171．9 47．8 93．1 133．8 201．7 186．4
10 43．4 72．9 l13．2 156．4 161．7 42．3 81．4 118．9 154．0 175．7 44．6 96．6 142．2 200．2 196．4
11 49．5 79．3 U5．9 L64．7 148．6 42．5 92．Q 125．8 152．7 186．3
12 56．8 64．5 117．3 174．2 176．6 41．2 93．2 120．4 159．3 210．2

平均 430 764 1167 1692 1582 45　1 93．4 130．2 171．2 175．7

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・イン：ターナショナル
　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと19S7年11月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃
　　指数の発表様式が8ア年ID月より次の5区分に変更された。カッコ内は「副区分　④VLCCl15万1〔｝00トン（15万トン）
　　以上　◎中型：7万1〔〕O〔｝～15万トン（6万～15万トン）⑳小型＝3万5000～7万トン（3万～6万トン）㊤H・D
　　＝ハンディ・ダーティ13万5qqOトンく3万トン）未満　㊧H・Cこノ’．ンディ・クリ．一ン；5万トン（3万トン）未満。

せんきょう　平成6年12月号
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B，貨物船用船料指数

貨物 船航海 用船料 指数 貨物 船定期 用船料 指数月次 1989 1990
199／

1992 1993 1994 1989 1990 1991 1992 1993
199弓

1
／97．8 204．3 215．0 208．0 194．0 189．0 312．0 349．1 306．4 343．0 323．0 327．0

2
204．9 208．3 198．0 2D2．0 192．0 185．0 334．0 356．5 318．O 326．0 326．0 320．0

3
202．4 203．3 199．0 ／95．0 191．0 185．0 363．7 357．6 325．0 320．0 327．0 324．0

4
212．1 176．4 207．0 工92．0 194．0 198．0 329．8 288．7 335．0 300．0 356．O 310．O

5
2D2．7 202．9 205．D 工91．0 195．0 19ユ．．u 336．9 343．3 344．o 302．0 366．0 318．O

6
221．5 197．9 205．0 195．0 209．0 198．0 3462 353．5 342．0 30／．0 319．0 334．O

7 20／．8 19L4 208．0 lgo．o 206．0 198．0 318．7 343．7 349．0 295．0 335．O 320．0
8 189．3 190．0 206．0 191．0 ／94．0 202．0 336．8 325．O 342．0 288．0 346．0 360．0
9

204．1 197．0 206．0 191．O 196．0 208．0 324．3 328．3 318．0 293．0 328．0 349．0
10 193．0 195．0 205．0 191．0 188．0 212．0 327．5 329．5 325．0 301．0 351．0 333．0
11 197．8 197．0 2D6．0 193．0 196．0 327．6 322．8 335．0 289．0 372．0
12 208．4 199．o 208．0 196．0 200．0 338．0 3／1．4 349．O 300．0 349．0

平均 203．0 196．9 205．7 194．6 196．3 333．D 334．1 332．4 304．8 341．5

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル
　　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと1987年n月に合併）②航海用船料指数は1965．7～1966．6＝100定期用船料指数
　　　昏ま1971＝1000

（．

9．係船船腹量の推移
1992 1993 1994

月次 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数千GIT千GIW 隻数千G〆T千G／W 隻数千GIT千GIW 隻数千GIT千G〆W 隻数千GIT千GIW 隻数千G／T干GIW
1

2921β522，423 461、5312，807 3452，3283，048 904、2828，395 3292，4763，203 912β755，556
2

2841，7502，332 461，4902，729 3482，4293，154 944，0837，981 3102，3333，017 802，6565，021
3

288／，8232，427 481，5362，280 3502、4813，204 973，8727，565 3122、3043，000 842β135，326
4

297王，8252，432 551．9033，538 3312，3172，988 923，7377，285 3032，1982，808 812．5344，749
5

2921．8682，569 571，9813，763 3242．2522，982 963，3566，408 2912，1582，816 822．601哩，901
6

3021，9372，652 683阻15、ISO 3172，2322，954 933，／796，054 2882，1182，825 852，3QQ　4．215

7
305L9262，613 743，5246，932 3132，2172，997 1003，4566，589 2932，1932，999 862．6445，075

8
3222，1442，971 743，5907，132 3152，1742，906 983．3276，308 2822，2723，136 882，6885，171

9
3352，1802，993 753，6217，203 3152，2483，069 1063，3166，279 2782，2443，077 852，3334，412

1o
3362，2163，011 743，5406，989 3132，2503，041 1033，2876，218 2932、2883，115 842，5264，691

11
3322，2413，039 853，9477，789 3202、2932，975 983，2196，052 2972，3493，210 732，2044，040

12
3502，4573，280 954，5989，056 3332，5143，273 943，0505，642

（注〉　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行σ）ロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。

せんきょう　平成6年12月号
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穐．スクラップ船腹量の推移

　　　　　　　　　1992
月次　　乾貨物船　　　　タンカー

　　又

乾貨物船

。撫、〆。千，／W鎌千・僻・／・海千・／T千囲鼎午’

）

44　　　　289　　　4G6

53　　　　4S9　　　　7呂6

62　　　　57B　　　944

34　　　299　　　542
44　　　　5s？　　　　980

錦　　　375　　637

29　　　　49／　　　859

19　　　　256　　　　419

40　　　　634　　1、055

2L　　　　286　　　　532

32　　　　401　　　　691

32　　　　67〔I　l，206

9

6

1s
lQ
18

23

8
14

15

10

11
13

140　　　　258　　34

114　　　238　　45

28q　　　508　　47
240　　　　487　　31

503　　1，010　　39

755　　1↑530　　27

16ア　　　298　　19

ア28　　1．511　　41

δ78　　1、435　　20

427　　　841　　13
　578　　1，196　　60

　δ96　　1，406　　14

5．306　10■718　390

392
423
499
504
310
360

227
441
170
107

505
169

　　　　　　　　　　　　　　　19941993

　　　タンカ＿　　乾貨物船　　タンカー
　　　’G・T千D～w難生G肝D／w隻数千G〆T千D〆w

710
744
897
901

529
609

438
774
262
138
854
292

螂
1
5
2
0
信
1
5
1
2
－
3
B
9
1
3
1
0

699　　1，412

43〔〕　　843

541　　1．043

382　　747
774　　1、602

641　1．218

649　1印274

420　　s32
1DI　　l59
354　　673
512　Lo40

　600　／．259

6，IO3／／，572

20　　　　185　　　342

40　　813　L哩64
60　　　　843　　1，562

49　　　715　 1、284

36　　530　　927
40　　　422　　　768

34　　　　383　　　675

8

11

24
18

14
12

8

1，079　2，122

226

吼68

469
534
661

524

439
941

　912
L⑪57
1、351

｝，016

、。，①＿＿＿鱗よ轟さ量載麟膿羅欝馨勲謙448　　5，355　　9．057　155

　物船、コンテナ船、客船が含まれる。④タンカーL

　末尾の計が合わなレ暢含がある・
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　　　ル
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　記録的な猛暑がいろいろと話題

を呼んだ夏が過ぎたと思ったら、

いつの間にか年の瀬も迫り今年の

重大ニュースがうんぬんされるよ

うな季節になってしまった。

　今年は国内政治の分野では、細

川・羽田両政権の崩壊のあと、自

民党と社会党が手を組むといった

今まででは思いもよらなかった事

態も起こったが、考えてみれば社

会党がそれまで組んでいた新生党

も自民党内での権力争いがもとで

挾を分かったことを考えれば、何

も驚くことではないのかもしれな

い。いずれにしても政治家の先生

方にはいろいろと対処していただ

くべき課題があるように思われる

が、当分の間自分達の数をめぐる

争いでそれどころではないような

感じである。

　ところで課題の一つに円高の問

題があるが、本誌の今年1月号に

㈹日本貿易会の佐藤達郎調査部長

が「工994年度わが国貿易の見通し」

を書いておられ、その中で円の対

ドル為替レートを94年度平均で

107．50円／ドルと見ておられるこ

とが1月目本誌編集委員会で話題

となった。

　佐藤部長は、93年度の対ドル為

替レートの実績見込みを107円／

ドルと見、94年度はそれより若干

円安傾向になるであろうと予測さ

れたのであったが、編集委員会の

席上では94年度はもっと円安傾向

に振れて115円／ドル位のレベル

になるのではないかという意見が

大勢を占めた。つまりその当時は、

107円のレベルでも高すぎるとい

うのが一般的な考え方であったの

だと思う。

　ところが、実際には6月21日目

円が初めて100円を突破してから

は、すっかり2桁の為替レートが

定着してしまい、雑誌などではそ

のうち80円／ドル位になるのでは、

いや一気に50円／ドルまでいくの

では、などと書かれている。

　円の購買力平価が160円とも170

円とも言われるなかで、先に述べ

たような混迷を続ける政治に早急

な円高是正の方策を期待できない

以上、企業は自分で円高を克服す

る道を模索しなければならないわ　　＿

けであるが、競争力を維持する方　　　〆

策を進めれば進めるだけ日本の空

洞化が進むような気がして、わが

国の先行きが危惧されるものであ

る。

ナビックスライン

総務部文書・広報グループリーダー

　　　　　　　　　松本　満
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1　　1

会社名：乾汽船㈱（英文名）INUI　S丁EAMSHIp　CO．，　LTD，

代表者（役職・氏名）　：取締役社長　乾　英文

本社所在地：兵庫県神戸市中央区海岸通8

資本金：L250百万円

創立年月日：193B年10月21日

従業員数：海上53名　陸上19名　計ア2名

当協会会員は159社。

（平成6年12月現在）

所有船状況 ＠随海・沿海 4隻 176．9E7％ 253，449％

運航船状況 ㊥・近海・沿海 9隻 130，96D％ E12，561％

）「．

主たる配船先：ニュージーランド、北米、カナダ、韓国、中国

事業概要：所有船はすべて大阪商船三井船舶との共有船であり、

　　　　　また同社に貸船しております。運航船は子会社所有の

　　　　　木材兼ばら積船を自営運航しており、特にニュージー

　　　　　ランド材の輸送量では、最大のシェアを保持しており

　　　　　ます。

ρ

’

’）．．

ノ
9
■

D

ワ

会社名：泉汽船㈱〔英文名）iZUMI　KISEN　CO．，　L丁D．

代表者（役職・氏名）二取締役社長　押田英夫

本社所在地：東京都千代田区大手町2ぞ一］

資本金：3ロロ百万円

創立年月日：195臼年5月8Eヨ

従業員数：海上31名　陸上24名　計55名

遠洋・近海・（（沿海、’）6隻
23．662％ E7，719％

遠洋・嫡・⑱1隻 2，日23％． 凸、日43％

主たる配船先；国内

事業概要：当社は、一般貨物船、自動車船を所有しセメント船1

　　　　　隻を用船し、石炭、自動車、セメント、鋼材などの輸

　　　　　送に従事しております。



海への感謝をこめて、7月20日を国民の祝日「海の日」に。

・譲犠搬亀 ＼7一「

　　　　i

じこま　ユぞよノムヒユコ　ミし

一蜘三三鐸繰，靴郵墜・姻

（



平成B年12月20日発行　毎月1回2D日発行　No．413　昭和41年3月8日第3種郵便物認可隅腿聞し鋒　　　　埼　　／ン7肴高藤こごこ．／！．1＞r．m＼＼測奴　｝」」1ノ／『　．：．一1セ．謡離1．蟻．．．　．．桑轟1。．。．．騨．ﾜ鰹難簸臨　　　舞。社団法人日本船主協会六軒月報／1994年12月号目次◎巻頭言円高に想う★雛幣議譲罐養・乾英文1紛シッビングフラッシュ1．アジア船主フォーラムトレード安定化　　委員会第2回中間会議の模様について　　　22．油濁損害クレイム容認墓準が合意される　　4　　一国際仙髄補償基金第17回総会の模様一（風待ち港でブレイク★イラストレーター・わたせせし、ぞう6◎特別欄海運界の1年を振り返って★大阪酬三井船舶営糊口長・篠距史8�燕a運ニュース1．P＄0における船員の操作要件がMARPOL条約にも規定　　一1973年海洋汚染防止条約および1978年議定書の改正一2．混乗近代化深度化実験船7隻を承認　　　13　一第1m回船員制度近代化委員会の審議模様一3　当協会会員会社の平成5年度設備資金（船舶）借入状況4．内航海運の平成6年度以降5年間の適正船腹量　　　175．外国入船員問題に関するアジア諸国訪問　　　組審業界団体を訪ねて一財団法人船員保険会梅運雑学ゼミナール★第5徊251122，，．4漁便り牽海運EI誌★1旧率船協だより磁海運統計磁編集後記【」03431283014（．タンカー「湯川山丸」・≡匿目晃鶏、学油差鋲i乾英文　　　　　・’））「　日本外航海運業は、今、企業存亡の岐路に立っている。一番の原因は、予想を超えた急激かっ大幅な円高である。　外航海運業は、運賃収入に占めるドル建ての割合が高いため、わが国の輸出型産業の中でも特に円高の影響を受け易いと言われるが、ニクソン・ショックを端緒とする円高の進行、プラザ合意以降の殆ど一方的な円高に対し、収入の増大を図るとともに円建て化に努め、費用については削減とドル化を基本に様々な合理化を進めてきた。それでも追いつけない現状である。　100円を超えても、円高の行き着く先は見えてこない。　円収入を増やす努力も当然だが、収入の大部分がドル建ての現在では、費用もそれに見合うまでドル払いにしないと、収支は相償わない理屈で、さらにもう一歩踏み込んだドル費用化を進めていかなければ、企業の存立は危うい。果たして、現状でどれだけの余地が残されているだろうか。　日本では海運企業は存立しえても、日本海運業は存続しえないと言われる所以である。　一方、わが国ではEi本四船隊による安定輸送の確保の観点より海技の保全・伝承のための船員教育政策が講じられてきた。増大する海難事故の原因は、大半が人為的ミスによるとされる状況下で、海技の伝承は海運経営上も重要であり、ISMコードの採択にもその精神が表れている。しかし、個々の海運企業、就中、中小出社においては企業の維持・存続が最重要課題である。　急激な円高は、努力を重ねて110〜120円程度であれば何とか生き延びられると考えた産業、企業の存立基盤を無残にも打ち砕こうとしている。反面、国内規制に保護されて、国際的には全く競争力のない産業が生き残るといういびつな現象を引き起こしている。　これらの規制は、内外価格差を生じる大きな原因となっており、国際的な指弾を浴びていることも事実である。　製造業をはじめサービス業、金融業等へと海外移転が進み、さらに国内の空洞化が進んだ場合、失業率の増大が起こって日本経済は大混乱に陥るのではないかと憂慮するものである。　国としても一刻も早く実効ある規制緩和を行われ、150〜160円と言われる購買力平価に近づくよう、謂われのない円高の是正を切に願望するものである。せんきょう　平成6年12月号「プシツビングフラッシュ．へA1．アジア船主フォーラムトレード安定化　　　委員会第2回中間会議の模様について　アジア船主フォーラムトレード安定化委員会第2回中間会議が1994年11月21日、香港にて開催された。これは1993年11月、東京にて開かれた第1回中間会議に続くもので、会議にはアジア8地域からトップレベルの代表が出席した（資料1参照）。　会議では、冒頭、根本委員長よりトレード安定化に向けた基調スピーチが行われ、それに続き、台湾代表の許昭義氏（エバーグリーン社長）より、TSAにおける安定化努力について特別スピーチがなされた。その後、定期船部門においては根本委員長による議長の下、また、不定期船／タンカー部門の検討については、今回特別参加されたナビックスライン石井社長による議長の下、それぞれの部門におけるトレードの安定化に向けた討議が行われた。会議では各代表は活発な意見交換を行い、多大な成果が得られた。会議後採択された共同声明は資料2のとおりである。〔資料1〕．　　アジア船主フォーラムトレード安定化　　委員会第2回中間会議出席者日本　根本　二郎　日本郵船社長（委員長）　　　石井　和夫　ナビックスライン社長　　　増田　信雄　当協会理事長　　　徳川　恒孝　日本郵船取締役　　　田村　　茂　ナビックスライン取締役　　　飛車　昌仁　大阪商船三井船舶秘書室長　　　宮原　耕治　日本郵船企画部副部長　　　岡本　芳雄　ナビックスライン香港駐在員．（馳せんきょう　平成6年12月号　　　　　　小尾　進一　当協会国際部　　　韓国　趙　守山　韓進海運社長（副委員長）　　　　　　（Soo　Ho　Cho）　　　　　　文　益祥　現代商船副社長（副委員長）　　　　　　（1．S．　MQon）　　　中国　高　偉傑　COSCO副社長　　　　　　（Gao，　Weilie）　　　台湾許昭義エバーグリーン社長　　　　　　（George　Hsu）　　　香港　C．C．　Tung，1．　N．　Corp．社長　　　　　　Frank　W，　K．　Tsao，　Internationalj　　　　　　Maritime　Carriers社長　　　マレーシア　Abdul　Rahim　Mahmood，　　　　　　Malaysia　Shipping　Corp．社長　　　シンガポール　Ong　Choo　Kiat，　NOL専務　　　オーストラリア　John　Bicknell，　ASP　Ship　　　　　　Managemellt会長〔資料2〕　　アジア船主フォーラムトレード安定化　　委員会第2回中間会議共同声明　アジア船主フォーラム（ASF）トレード安定化委員会（STC）第2回中間会議は、1994年11月21日香港で開催され、韓国、中国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、日本からの代表者が、トレードの安定化によるアジア海運の持続的かつ健全な発展を実現するため、また、共存共栄、相互信頼と協力を達成するために、活発かつ建設的な討議を行った。　全参加者は、定期船トレードの安定化による適正運賃水準の確保は、不定期船／タンカー部門においても同様に重要であるとの共通の認識に達した。安全航行の確保とサブスタンダードせんきょう　平成6年12月号船の排除について参加者は、グローバルベースでこれを進める必要性をさらにアピールした。参加者はまた、今後世界的に益々強化される航行安全の確保と海洋環境の保全のために増大するコストについては、荷主はじめ関係者が公正に負担するよう要求していくことを全会一致で確認した。A．本会議への全参加者は、本年5月の第3回ASF北京会議において採択された共同声明に基づき、トレード安定化へのステップをさらに加速させることを確認し、同盟ならびに／あるいは安定化協定に未加入のメンバーに対し、可及的速やかにメンバーとして或いはオブザーバーとして参加するよう全会一致で要請し、また、定期船部門におけるトレードの安定化に向けたそれらの機能をさらに強化する方法を探ることを確認した。また、全参加者は、トレードシェア獲得のための不必要な競争を避け、トレードの安定化をさらに強化するための具体的な方策が直ちに必要であるとの認識で一致した。さらに、全参加者は、トレード安定化を達成するため、経営のトップに携わる人々による強力なリーダーシップの重要性を確認し、それぞれの組織においてそれを十分に実行することとともに、彼らの間での一層のコミュニケーションにより、共存共栄に向けた適正かつ不偏の途を求めていくことを合意した。B．全参加者は、一昨年以来、ASFの大きな課題の一つであり強力な連帯の下に対処してきた、オーストラリアの取引慣行法における海運同盟への独禁法適用除外措置の見直し問題で、先月最終的に同国政府が本措置の存続を決定したことを高く評価した。また、世界のあらゆる地域において、定期船トレードの安定化の根幹園．．．をなしてきた、独禁法適用除外措置を始めとする定期船に対する現行措置堅持の必要性および重要性を再確認し、適用除外措置を始めとする定期船諸レギュレーションの持つ重要な価値を損なう動きには断固反対していくことを申し合わせた。C．全ての出席者は、最近のEC委員会DGIVのコンソーシア、内陸運賃設定問題等への独断的な対応につき、深い懸念を示し、この重要な問題は、より時間をかけ、中立的なフォーラムで十分目つ慎重に検討し、また、世界貿易を阻害するような国際的な管轄権の衝突を避けるために、政府間で話し合われるべきであるとの一致した見解を表明した。全参加者は、自らEC委員会に対し、可及的速やかに抗議書を送るとともに、自国政府にも同様な行動を取るよう要請することを合意した。D．本会議は健全かつ活力ある海運産業の維持に貢献するために、全メンバーが造船業者に対し、船舶建造能力の過剰拡大を差し控えることを呼びかけることを申し合わせた。建造能力の過剰な拡大は造船業者間の過当競争の原因となり、これは、長期的には造船業者のみならず船主、オペレーターにも悪影響を及ぼすこととなる。造船業のあり方に関わる国際機関は我々の見解を留意することを望む。2．油濁損害クレイム容認基準が合意される　　　一国際二言補償基金第17回総会の模様一　題記総会は、1994年1�J月18日から21日の間、ロンドンIMO本部で開催された。参加国は基金条約締約国35力国、非締約国11力国、参加団体7団体、議長はJ．Bredholt氏（デンマーク）が務めた。わが国代表団は、以下の出席者を含む計6名であった。　在英日本大使館参事官　　　　　小野　芳清　成険大学法学部教授　　　　　　谷川　　久　運輸省海上交通局総務課専門官　大高　豪太　当協会常務理事・業務部長　　　茅田　俊一1，クレイム容認基準　今回の総会では、94年2月、5月の2回にわたって行われたクレイム容認基準に関する作業部会で認められた結論が報告され、承認された。今回承認されたクレイム容認基準の主な内容は、概要以下のとおりである。　（D　物的損害（physical　dalnage）と清掃作　業についての請求は、従来どおりの基準で　判定する。（2）物的損害の予防措置（preventive　meas−　ures＞についての請求は、技術面、費用面　のいずれからもリーズナブルなものでなけ　ればならないし、その妥当性は客観的な基　準によって判断されるべきである。（3）間接的損害（consequential　loss＝漏油　により汚染された財産の持ち主、使い主が　こうむった収入の減失）についての請求は、　従来どおり原則としてこれを認める。（4）純経済的損害（pure　economic　loss＝財　産は汚染されなかった者がこうむる収入の　減失）に関する請求も、原則としては認め　るが、その場合、損失と汚染との間に相当　程度の因果関係が存在しなければならない。　相当程度の因果関係が存在すると見なす規（囚せんきょう　平成6年12月号））．　準は、例えば、請求者の経済活動と汚染と　の間の地理的近接性、請求者が損失を受け　た資源にどの程度生計を依存しているかな　どの諸点である。（5＞純経済的損害の防止措置についての請求　は、一定の条件を満たせばこれを認めるこ　ととする。一定の条件とは、�@措置の費用が　リーズナブルであること、�A措置の費用が　損害に比し不釣合いでないこと、�B措置が　適切で成功が見込めること、�Cマーケティ　ング・キャンペーンの場合は、実際に担って　いるマーケットに関連する措置であること、　などである。同請求については、措置が完　結してから初めて取り扱うこととし、前払　いに関しては、極力慎重に扱うべきである。（6）環境損害（environmental　damage）に　関する請求は、損害が数量で表され、且つ　その損害が金額として表される時に限って　これを認める。（7）クレイム処理の手順、手続きについては、　従来の基金の方法を是認する。　　2回の作業部会では、各クレイムは、固有　の特徴をもっており、ケース・バイ・ケー　スで現実的な対応を考慮すべきことが強調　されたが、今回の総会でもその旨が指摘さ　れ、また記録にも明記された。総会の1週　間前にシドニーで行われた万国海法会総会　でも同様にクレイム容認基準が合意された　　こと、およびその席にFund事務局長が出　席し、双方の基準のすり合わせについては、　十分な配慮がなされ、双方の基準の間に事　実上ほとんど差異がない旨も報告された。窄　HAVEN号クレイム処理1991年4月にイタリア、ジェノア沖で起きたせんきょう　平成6年12月号事故（HAVEN号は、109，977G／T、14万トンの原油が流出。クレイムは1，40D件以、．．【．二、金額はL30D億円以上にのぼると推定されている）であるが、条約規定上（基金条約第6条1項）、94年4月11日以降は時効が成立し、クレイム全体の8〜9割がこれに当たるとされる。したがって総会に先立って行われた第40回理事会の場から、時効となるクレイムの扱いについて議論され、総会でも引き続き討論が行われた。意見は欧州勢と日本との間で分かれ、欧州勢は、時効を理由に補償交渉を打ち切ると、Fulldに対する信頼が大きく揺らぐことになり、イタりアの裁判所がしかるべき結論を出すまでは補償交渉を続けるべきという被災者サイドの利益を重視した見解を主張、日本は、時効成立は条約上極めて厳格に規定されたもので、他の解釈の余地はなく、Fundとして何ら義務を負うものではない、また、Fundは被災者のことを考えねばならないと同時に基金の拠出者の信頼を失うような解釈、措置をとるべきではないと、基金拠出者サイドの論理を展開した。日本はこの考え方に基づき、HAVEN号事故関係の大規模クレイム基金（2，500万ポンド）は返却されるべきで、その後、主に小規模被災者を対象に、ボランタリー拠出金をもって補償措置を講ずるべきだと提案した。これに対し、欧州勢は、条約の解釈はそのとおりではあろうが、大規模クレイム基金の返却については、イタリア裁判所の裁決を待ってからにすべきであり、事務局長の交渉の裁量については、理事会が決定すべきものだと反論、日本は、大規模クレイム基金返却提案そのものは取り下げるが、次期総会で再提案したい旨を発言して今回の議論を締めくくった。圖．、随想」誓濁　　　　．．ノヒ．ド」轟環風待ち港でブレイクイラストレーター◆わたせせいぞう　風待ち港。　この言葉に出会ったのは、高校時代の入文地理の授業の時だった。　風待ち港、風待ち港。何度も口の中で咳いた。素敵な言葉だと思った。　　　　　　　　　　　　　　　　あたごやま　僕の通っていた高校は、北九州の愛宕山という高台にあり、小倉港が一望出来た。そして開放された校舎の窓からは、汐風と共に船舶の汽笛が響いて来た。　眼下に見える港には大小沢山の貨物船が停泊していた。　日本四大工業地帯のひとつ、北九州工業地帯に、海の向こうから原材料を運ぶ船であった。　鉄鋼・コークス・ボーキサイト・石灰等々世界各国から運ばれて来た。　少し首をひねって、窓の外を見ると、戸畑港、若松港そして鉄の都、八幡が望めた。　八幡は無数の煙突と、それから吐き出される煙の中に深く埋もれていた。　小倉以外、どの地域からも元気に煙が髪筋も立ち上って、工業国ここにありの勇姿の威があった。　風待ち港は帆船時代の港である。　窓から見える港が、もしも風待ち港であったら……霧しい煙突は、緑の傘をいっぱいに広げた木々になるだろう。　木の一枚一枚の葉の億単位の気孔は、太陽光線を吸収して、土質の酸素を空中に放出するに違いない。現在あの木々の緑は、鉄分含有率が上がり、赤みをおびた緑に変化するであろう。計画的にチョークで引かれ直線的に埋め立てられていく土地は、ゆっくり孤を描く海岸線に変わるに違いない。　更に魔法の絵筆は、海に流れ込む川の色を変え、海の色をエメラルド・グリーンに塗り変えるであろう。　人々の歩くリズム、話すリズム、呼吸するリズムは、もっとゆっくり、紙風船．を軽く打ち上げる時のリズムに似ているだろう。　ボーン……ボーン。　しかし眼下の工業地帯のリズムはアップテン．ポである。一度舞い上がった紙風船が手に落ちてくる問に、500mm厚の真赤な鉄鋼が生産される。．（せんきょう　平成6年12月号）．）．　1963年春。僕は東京の大学へと、上京した。小倉駅をタ刻6時頃に出た「さくら」は翌朝の10時頃に東京駅に着いた。　驚いたのは、東京のリズムであった。　北九州の一日は東京の一週間にあたるようなスピードがあった。　数分ごとに到着する電車は、プラットホームに大量の謝々を吐き出し続けていた。　初めて乗った中央快速の加速し続けるスピードに恐れをなした。　このスピードについていけるだろうか・…・・。　しかし人間の身体には、順応機能があるようだ。　東京生活30年の間に、僕の身体のリズムは、強く下に叩き落し、そして恐ろしいほどの勢いでかけ上ってくる“ヨーヨー”のリズムになり、スピードは中央快速のスピードになってしまった。　数年前僕は福岡県の柳川へ旅をした。　その時、僕は自分の体内に刻み続けている東京のリズムを自覚した。　市内に流れる川　小舟を操る舟頭の竿さばき　並木の柳の光合成　なまこ壁にチラチラ映り出る光と影　屋根の上に飛び出した大きな名の分からない　木　小石の存在感とその小さな影の軌跡　小橋を渡る中学生の複数の笑い声　つばめの捕虫動作せんきょう　平成6年12月号物売りの声郵便配達のバイクの排気音人々の額から流れる汗　これらすべてが、忘れていたあの紙風船のリズムであった。　大変心地よいテンポであった。　風に揺れる柳にシンクロさせて呼吸すると、見えなかった森羅が視界に入って来るようであった。　柳川は、僕の心の、風待ち港であった。　15世紀に羅針盤が出来て以来く今や船もハイテク時代に入り、七つの海を驚異的スピードで航海している。　その昔、羅針盤のない時代には、人々は海や空、潮流や風や雲、そして星という自然に．対峙する洞察力で舟を操っていた。　今思うに、彼らの方が数十倍も自然と対話出来ていたのではないかということだ。　昔「さくら」で約15時間かけて上京した旅も、今や新幹線の「ひかり」は6時間で走り、更に「のぞみ」は5時間で走破する。　世の中ますます、風待ち港とは反対の方向へ猛スピードで進んでいるようである。　風待ち港。　だからこそ人々は心の中で、ほんのすこしブレイクする港が必要となってくるように思える。　　　　　　　　　　写真／南條　明　撮影嘔］、團戦譜．．。轟禦饗ザ翻喩撫》§頚欝綴緊養轟蝉海運界の1年忌振り返って　7月発行のリチャード・ワー著「良い円高・悪い円高」が面白いから是非読めと友人がいう。きっとまた難しい経済用語に満ち温れた本に違いない。読む途中でいつものように挫折するだろうと半ばあきらめて読んでいたらそのうち夢中になってしまった。　“貿易黒字が累積すれば自動的に自国通貨は強含み輸入が増大する。貿易黒字は減少し、再び通貨は弱含む。つまり、黒字増大を改善するのは輸出を削減することによるのではなく輸入が拡大していくことによって自動的に調整されるのだ。拡大再生産の基調をベースにして為替がこれをうまい具合に調整していく。これが良い円高である。今の日本の対応は円高是正のために輸出を削減しようとしており、経済は縮小均衝を辿る可能性が強い。日本の規制緩和による輸入増大こそが真に問われている。”円が上昇していく。93年の8月17日、1ドル＝100円40銭の高値をつけたあと一服した対ドル円相場は、その後、弱含んだが本年に入ると急速に上昇し、6月21日にはついに100円を突破、7月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一�j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　駅籍縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蝶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聡大阪商船三井船舶　営業調査室長　　　謬ユ2日には96円60銭の史上最高値を記録した。再び産業空洞化の惧れについて議論が集中し、メーカーの海外生産戦略が新聞に踊り始める。企業のコスト削減策の一環として社内失業者の放出が喧伝され、2000年には就業者数が97年比356万人も減少し、失業率は現行の3％から6，4％にまで拡大するというレポートまで出現。失業率が欧米並みにまで上昇しないと米国は円高基調を押しつけ続けるという物騒な話が巷を俳徊する。　海運大手5社が5月20日に発表した94年3月期決算は、海上運賃の低迷に円高進行が追い打ちをかけ、5社全体で8．4％の減収となった。部門別営業収益をみると北米航路損益は日本郵船・商船三井。川崎汽船3社合計で198億円の損失となり、92年度より更に悪化した。この航路損益は、94年9月期で116億円もの損失となり、赤字幅はなお拡大傾向にある。7月20日発行の海運白書は海運5社合計で1円、円高になれば12．5億円の減益になると算出。せんきょう　平成6年12月号（．（　　　　従来、北米航路の損失を埋め合わせてなお、　　　余力を持っていた自動車船部門も売上げ、収益　　　ともに減少、同社の屋台骨が大きく揺らぎ始め　　　ている。　　　　中国を初めとするアジア諸国の急激な経済発　　　展に支えられて日本を含むアジア各国から米国　　　向けコンテナ貨物荷動き量は急増したが、全荷　　　動き量に占める日本出し貨物は88年の28．8％か　　　ら94年1〜6月には21，9％にまで大幅に縮小。一　　同時期における邦船社の全貨物に対する積取り　　　シェアは88年の23．8％から19．4％に4．4ポイン　　　トも縮小。逆に極東三社のそれは10．1ポイント　　　も拡大した。　　　　一方、日本出し自動車輸出は、94年に前年比　　　10％減少の450万台前後で15年振りに500万台を　　　下まわる激減振りである。　　　　上位邦船3社は、それぞれ「創造的改革’90　　　（モーカル90」や「KR計画」、「NYK経営の　　　中長期展望」を掲げ、本社機構の海外移転や財　　　務体質／コスト競争力強化のため、全社を挙げ　　　て改革を進行中である。コンテナ船で低運賃を）　　　提供出来る東南アジア船社とコスト面でどこが　　　どのくらい差があるのか、その差はどうしたら　　　埋められるのか。10月18日の日経新聞一“価格　　　競争力を強くするため海運界はコストのドル化　　　を含むコスト圧縮を図った。日本人船員を外国　　　人船員に換えるなど様々な対策を今まで採用し　　　てきた。もはや海上部門のコスト対応は限界に　　　近づいた。残る課題は本社機能の人件費が大部　　　分を占める側管費の削減だ”せんきょう　平成6年12月号　円高！　何か狂っているのではなかろうか？どこか日本のシステムがねじ曲っているのではなかろうか？　しかしそんなことをいっている時間はない。3月3日、NYK・MOL・パパクロイドの3社は、旧トリオ時代を含め23年間にわたる欧州航路での共同配船を95年3月1日で解散すると発表。翌日、KL・NOL・00Cしの3社も協定期限終了の95年12月31日をもって共同配船を終了することを発表。5月に入ると3社の新提携先が北米航路を含めて明らかになり始めた。3．社ともに邦船社以外の海外船脚との新たな提携に将来を託して船出していく。提携効果を最大限に活かして、東南アジア吟社と互角以上に闘わないと生き残れない。まさに正念場である。　昨年の大冷害の結果、日本は咋年にひき続き本年3月、大量にコメを輸入した。平成コメ騒動として様々な報道がなされた。日本のコメと比較して外国のコメの価格と質はどうなのか。食管法の是非をめぐっての議論も生じた。外国産米が価格も安くておいしければ今後継続して米が日本に大量に入ってくるのだろうか。この問題は日本人の米に対するメンタルな面からのアプローチも含め極めて面白い。タイ米の食べ方なるものの特集記事も見たが、現在では輸入したタイ米が余っているという。ここでも何かが歪んでいる。この米の問題を海運と同列椀は出来ないが、一体、日本出し入れの貨物が全て外国の船型で輸送されることはあり得る話では團囮ある。すでに前述のようにコンテナ貨物の輸送にあっては、日本出し米国向け貨物のうち日本船社のシェアは本年1〜6月で30％を切っている　（もっとも、邦船唄を含む各船町も日本寄港はコストが高いとの認識は持っている）。運賃が安くて、しかもクオリティーもそこそこであれば、この円高下、荷主は輸送コスト削減のために東南アジア船社を使う。もし日本への原材料輸入の大半を担っている邦船社支配のタンカーや不定期船にあっても、東南アジア船社が低コストを背景に良質なサービスを提供するといえばコンテナ船の二の舞を踏む可能性も強い。日本の航空業界がコスト削減に向けて最大限の努力を傾けているが、8月、亀井運輸大臣のスチュワーデス採用についての発言は、その是非はともかく同じ運輸業界に働くものとして深く考えさせられもした。日本人が渡航する場合、いったん韓国等でトランシップしたあとで、目的地に向けた方がコストが安く済むという。新年を家で過し、まだお屠蘇気分の抜けない1月6日の新聞に“現代重工ドック2基新設”という記事。三星重工がVLCCドックを造るという話しは聞いていたが、やはりと喩らざるを得なかった。その後明らかになったことはパラ重工も2基VLCCドックを造るというD本年9月、韓国の造船ヤードを訪れた。韓国の設備拡大後の建造需給動向については彼等も一様に今後．ギャップが拡大するとの懸念を率直に証明した。ただ、現在の円高基調が続く限り日韓の造船シェアは逆転する。本日、設備拡大については、その受け皿作りを進めているのが一つの理由だとの主張に彼等の意地のようなものを感じた。現場技術者の若い人達は今、日本語の修得に力を入れており、日本の船主を何とか誘致したいとの熱意には感服させられたものだ。　そろそろ日本の景気にも曙光がさし始めた。年初には94年通年の粗鋼生産が9，000〜9，200万トンといっていたものが月を経るに従って上方修正され、ついには1億トン近くにまで到達した。ほの明かるくなった日本の景気、順調に拡大を続ける米国景気、着実に明るさを増している欧州景気、これらを背景にして不定期船運賃が11月末〜12月前半にかけて大きく上昇、もちろん用船料も高騰はしているが、米国ガルフ／日本のパナマックス型穀物運賃は、13年振りに30ドルを突破した。一方、世界的な安全運航を求める声が日増しに高まっており、これもひとつの背景に船のスクラップが増大し、質の高い船社サービスが要請され始めた。　世界の海上荷動き量は漸増していく。その意味では世界の海運業をとりまいている環境は明るい。邦船社として出来得る限りのことは自助努力で克服していかねばならない。それ以上に、日本の貿易構造が拡大基調を辿るよう、円高が少なくとも理屈にあった水準に戻るよう一ただそう願わずにはいられない。せんきょう　平成6年12月号（（海運ニュース1．PSOにおける船員の操作要件がMARPOL条約にも規定　一1973年海洋汚染防止条約および1378年議定書の改正一2．混乗近代化深度化実験船7隻を承認　一第1田回船員制度近代化委員会の審議模様一3，当協会会員会社の平成5年度設備資金（船舶）借入　状況4．内航海運の平成6年度以降5年間の適正船腹箪5．外国入船員問題に関するアジア諸国訪問1．PSCにおける船員の操作要件がMARPOL条約にも規定　　　一197B年海洋汚染防止条約および1978年議定書の改正一）　国際海事機関（工MO）は、10月31日〜11月4日の間、67力国と1つの地域、および27の非政府機関が参加してロンドンのIMO本部で、第2回MARPOL条約締約国会議および第36回海洋環境保護委員会（MEPC）を開催し、MARPOL73／78条約の改正案などを審議した。概要は次のとおりである。1．第2回MARPOL73／78条約締約国会議　　操作要件に関わるポート・ステート・コン　トロール（PSC）の法的根拠を追加するため、　「締約国は船長および船員が海洋汚染防止に　関係する船上での主要な作業に不慣れである　と認める明確な根拠がある場合には操作要件　に関わるポート・ステート・コントロールを　行い、必要な場合は出港停止を命じることが　できる。」旨の規定を附属書1、II、　IIIおよび　V章にそれぞれ追加する改正案が採択され、　タシット方式により、工995年9月3日までに　一定数の異議通告が無い限り1996年3月3日　に発効することとされた。　　今回の改正は、安全面からの船員の操作要　件に関してポート・ステート・コントロールに法的根拠を与えている1974年SOLAS条約新附属書XI章が工994年5月に採択されたことに続いてMARPOL条約も改正されたものであるが、前者は1996年1月1日に発効が予定されていることから、その発効時期に若干の違いが生じている。2　第36回海洋環境保護委員会（MEPC）ω船舶からの大気汚染防止のための　　MARPOL73／78条約新附属書　　�@新附四書の発効手続きは、本来エクス　　　プリシット方式によりなされるが、この　　　場合、発効までに長期間を要することが　　　予想されることから、タシット方式によ　　　る発行手続など（Legal　Framework）　　　を検討するために、1995年9月開催予定　　　の第37回MEPCでの審議に先だって中　　　間会合を開催することを合意した。　　�A新附属書案の条文に編集上の修正を行　　　うために、米国を取りまとめ国とする作　　　業部会が設置された。また、NOx規制　　　に関するガイドラインについては、ドイ　　　ツを取りまとめ国とする作業部会においせんきょう　平成6年12月号画　　て引き続き検討されることとなった。　�B新附属書策定のための策定スケジュー　　ルが合意され、第37回ならびに第38回　　MEPCの審議を経て．、1996年秋または　　1997年初頭の第3回MARPOL73／78条　　約締約国会議で採択される予定となった。�A　船舶からの廃物による汚染の防止のため　の規則、附属書V章の改正　　船舶内で発生する廃物の不法な投棄を防　止するために附属書V章を改正し、長さ12　1n以上の船舶にプラカードの船内掲示を義　務付けるとともに、総トン数400トン以上　または搭載人員15人以上の船舶は廃物管理　計画を策定すること、および総トン数400　トン以上または国際航海に従事する搭載人　員15人以上の船舶は廃物記録簿を備え付け　ることなどが合意され、第37回MEPCで　の採択に向けて回章されることヒなった。　　なお、発効時期は1997年1月中旬の予定　となっている。〔3）附属書1章13F、13G規則に基づくガイ　ドラインの作成　�@13F（5）規則に基づくガイドラインはド　　イツを取りまとめ国とした作業部会で検　　討されてきたが、今次会合で「暫定ガイ　　ドライン」として最終化され、同ガイド　　ラインによる試行結果を評価し、次回第　　37回MEPCに報告するよう各国に要請　　した。　�A13G（7）規則に基づくガイドラインとし　　ては、負圧方式、緊急移送方式は安全上　　の観点から不適切とされ、具体的代替措　　置としてハイドロバランス方式のみ　　MEPC決議として採択された。　　なお、米国は国内事情から態度を留保し　たため、米国就航船は別途、OPA’90で定　める要件に適合する必要が生じることとな　つた。（4）OPRC条約（油汚染に対する準備、対　応および協力に関する国際条約）および　OPPR会議（油汚染に対する準備、対応　会議）の実施　　油汚染マニュアル第H部（緊急計画）、油　処理剤の使用と環境考慮事項など各種ガイ　ドラインが承認され、OPRC条約が1995　年5月工3日に発効することから、可能な限　り早期に出版することとされた。�D　バラスト水中の有害海洋性生物対策　�@専用船が揚地で滋水したバラスト水に　　含まれる海洋生物が、積地においてバラ　　スト水を排出することにより、積地の海　　洋生物に有害な影響を与えることが指摘　　されている。この問題に取り組むため、　　豪州を議長とする作業部会が設けられ、　　日本が実施した音戸丸の主機関の冷却水　　を利用した有害海洋性生物の殺滅、およ　　びバラストタンク内での暗黒状態におけ　　るプランクトンの生態についての調査実　　験が報告された。　　　今後も豪州／日本間で主機関の冷却水　　を利用した温水処理による殺滅方法の共　　同調査を継続実施することとなった。　　　また、バラスト水管理のための将来の　　新附属書策定の可能性を視野に入れた検　　　　　　　　　　　　　　　一（せんきょう　平成6年12月号）　討が行われた。�A有害海洋性生物の伝播を防止するため　のガイドライン、総会決議A．774　（18）　の実施を促進するために回章文が策定さ　れ周知を図ることとなった。�B総会決議A．774（18）に基づき洋上　にてリバラストができない場合は、仕向　け地の港湾当局へその旨通報するととも　に、その後の対応を船長／港湾当局で協　議することが合意された。�C効果的なバラスト水管理方法の策定お　よび安全性の確保のため、ガイドライン　の見直し作業を続けるとともに、新附属　書の構成案に関する検討を米国を取り　まとめ国として作業部会で行っていくこ　とになり、SLF（復原性満載喫水線漁船）　小委員会、海上安全委員会からの安全要　件に関する検討結果を考慮して、第37回　MEPCにおいて、更に検討することと　なった。�Dガイドラインの見直し作業は、1996年　の第38回MEPCで最終化されれば、第　20回総会（1998年開催予定）で修正ガイ　ドラインが採択され、その後、修正され　たガイドラインを参照し新附属書が策定　される見込みである。2．混血近代化深度化実験船7隻を承認一二110回船員制度近代化委員会の審議模様一　第110回船員制度近代化委員会は、平成6年10月31日に開催され、混乗近代化深度化実験船の承認を中心に審議が行われた。　その概要は以下のとおりである。1．前回の委員会で決定された「実験船の基準　等」に合致した実験希望船7隻（別表）を承　認するとともに、その実験船の実験実施方案　を承認した。　　これにより、実験はll月下旬から12月下旬　にかけて順次開始されることとなった。．2．第四種近代化船の洋上メンテナンスの状況　について、事務局より次のとおり報告された。　（1）海外貸渡し方式の洋上メンテナンス実施　　船は18隻であり、その内訳は、終了船が14　　隻、実施中が4隻である。（2）外国人研修方式は、川崎汽船の「はんば　一ぶりっじ」、大阪商船三井船舶の「あり　げ一た一あめりか」および日本郵船の「松　浦丸」の3隻により実施される。研修期間　は約6カ月問、研修生は各船とも5名ずつ　計15名で全員フィリピン人である。　なお、「はんぱ一ぶりっじ」については、10月31目から開始となっている。3　労働側委員から、混乗近代化深度化実験後の近代化委員会のあり方、近代化制度の方向　などについてしかるべき場で総合的に論議す　る必要があるとの発言があり、委員長は事務局に対し、内容、時期などの検討を要請した。　　なお海上安全船員教育審議会船舶職員部会　は、11月17日に20条問題小委員会を開催し、せんきょう　平成6年12月号圖．．　これら混同近代化船深度化実験船7隻につい（別表）混乗近代化深度化実験船て、配乗基準の特例措置を承認した。「籍社老設　　　　　備　現在の形態　　実験配乗体制i日本人乗組員数）　（日本人）船　種ナビックスライン蛛@鷹　丸B　船　仕　様混乗近代化船@（9人）（7人）撒　　積八馬汽船センチュリーリーダー5超省力化仕様混乗近代化船@（8人）（7人）自動車神戸日本汽船ﾍ一きゆり一ずはいうえいC　船　仕　様混乗近代化船@（8人）（7入）自動車マリテックマネージメントｹ　戸　丸B　船　仕　様iGPS、チャートプロッター有）新マルシップ@（9人）（6人）撒　　積大阪商船三井船舶ｦ　る　べ超省力化仕様混乗近代化船@（8人）（6人）コンテナ第一中央汽船_　栖　丸超省力化仕様混乗近代化船@（8人）　　　　1i6人）　　撒　　積i6人）　　コンテナ川崎汽船せとぶりっじC　船　仕　様新マルシップ@（9入）．」．3．当協会会員会社の平成5年度設備資金　　　（船舶）借入状況（、　当協会では毎年会員会社の設備資金（船舶関係）借入状況を調査しているが、平成5年度の借入状況についても159社（平成6年10月1日現在）を調査対象とし、該当船舶を有する報告会社94社について集計を行い、以下の表1〜4のように取りまとめた。　まず、合計（表1）を見ると、平成5年度末借入残高は、前年度に比べ3，3％減の5，532億円となっている。このうち政府系金融機関は3，677億円（対前年比4．3％減）であり、市中金融機関などは1．855億円（同1，4％減）となっている。　借入先の構成は、日本開発銀行への依存度が全体の約6割を占め、次いで都市銀行および長期信用銀行3行への依存度がそれぞれ全体の約1割となっている。　次に、海運融資船対象融資（表2）を見ると、平成5年度末借入残高は、前年度末に比べ6．2％減の3，960億円となったが、全体に占める割合は71．6％と依然高いものとなっている。　また、海運融資船以外の新造船融資（表3）を見ると、平成5年度末借入残高は前年度に比べ0．8％増の1，4D1億円となっており、特に商工中金（同35．2％増）をはじめ、北海道東北開発公庫（同33．3％増）、生命保険（同27．3％増）が大幅に増加している。　改装・難船等、その他融資（表4）の平成5年度借入残高は、前年度末に比べ57．5％増加の172億円となっている。〔匿囮せんぎょう　平成6年12月号」．）【表1】　合　　計平成5年度設備資金（船舶関係）借入状況調査（単位二千円）借　入　金　　　　tｽ成4年度末平成5年度平成5年度平成5年度末借入残高対前年比借入残高構成比θ書＝借入　先借入残高新規借入額返済額借入残高増　減　額増減率齢4年度末5年度末1日本開発銀行360，ア51，73936，009，88257β95，579338，866，042▲21，885，697▲　　6，163．061．3政北海道東北開発公庫15，689．8〔｝〔〕7，310，0002，085，32020，9玉4，48D5，224，6SO33．32．73．8駒金中小企業金融公庫oo〔）oo0．O〔〕．oo．o融商　　］二　中　　金2，435，1701，140，000578，5002，996，670561．501｝23．1o．4o．5機そ　　　の　　　他5，235，002o327β964，907．6〔16ム　　327，396▲　　6．3D．9o．9関計384，11／，71144，459，882　　　　EU0，886，795367，684，798▲16，426，g13▲　　4．367．166．5長期信用銀行54，164，2417，387，99012，172，53849，379，693▲　も784，548▲　　　8．89．58．9市中団木興業銀行o日本長期信用銀行口本債券信用銀行28，166，562Q4，065，123^，932，5564．7S2．385Q，599，577@6、0286，372，755T，473，319@326，46426，576，192Q1．191βSl戟A6／2．12〔｝▲　1，590，370｣　2，873．742｣　　320、436▲　　　5．6｣　　ll．9｢　　16．64．9S．2O．34．8R．8O．3都　市　銀．行62，839，46116，672，96221，390，28458，122，139▲　4，717β22▲　　7．511．O105金地　　方　　銀　　行8，683，8962β4似｝001β71，4779，152，41．9468、5露35．41．5L7信　託　銀　行16，179，4434，280，5953，395，14617，064，892885，4495．52．83．1融生　　命　　保　　険5，6η．3434β4G，ooo788，1979，229，1463．55LSG362．61．91．7機損　　害　　保　　険6，181，897150，000Logs，4705233，427▲　　948．470▲　　15、31．1o．9外　　国　　資　　本4，436，894o2，833，1511，6D3，ア43▲　2β33．151▲　　63．9o．so．3関造　船　所　延　払1，600，970o443，9201，157，050▲　　443，g20▲　　27．7o．30．2等そ　　　の　　　他28，312，O1411，050，5094，770，06834，592，4556，280，44122．24．95．3計／S8，076，15946，222，05648，763，251185，534，964▲　2，541，195▲　　　1．432．933．5合　　　　　計572，187，87090，681，938玉09，65σ．046553，219，7621▲18・968・108▲　　3．310D．0ユ00．O全体に占める割合菌1．oo．o100．O100．0100．O｝『一　〔注〕1．調査対象159祉のう．ら、i亥当船舶を有する報告倉祉94杜の集計である。　2．四捨五入の関係で末尾が若．．1＝合わないところがある。【表2】　海運融資船対象融資（単位＝千円）借　入　金平成4年度末1平成5年度　　　　i平成5年度平成5年度未借入残高対前年比借入残高構成比囎借入　先惜入残高陣無学額返済額借入残尚増　減　額増減率齢4年度末5年度末二本開発銀行347．494．18gi35．429β8254，g3ア，979327，986，092▲19，50S．097▲　　5．682．382．8政北海道東北開発公庫oi00o0O．0｛Lo0．0府金融機中小企業金融公庫､　　工　　中　　金ｻ　　　の　　　他　　Oi000000Ooo00Q0．O潤D〔［潤DQ0．0O．O潤DG0．OkLO潤Do関計347，494．18gi35，429，口口254，937，979327，986，092▲1．9．50S，097▲　　5．682．382．8長期信用銀行34，587，7073，682，0327，742，55430．527」85▲　4，060、522▲　　11．、78．27．7日本興業銀行o1：二体長期信用銀行目本債券信用銀行17，329，574P6，ユ45，427kl12．7G61，877，427P，798，577@6，02s3，899，297R，641，393Q｛｝1β6415，307，704P4β02，611@916，巳70▲　2，021、870｣　1．842．816｣　　195，536▲　　1L7｣　　11．4｣　　17、64．1R．S潤D33．9R．6O．2都　　市　　銀　　行28，696，5854β〔12．3826，368，81426，630，153▲　2、066．432▲　　7．26．86．ア金地　方　銀　行231，124o48，445182，679▲　　　48，445▲　　21．eo．10．0融信　　託　　銀　　行lO，012，0661，635，61／2，121，7469，525，931▲　　486，135▲　　4．92．42．4生　　命　　保　　険ooo0o0．DO．00．0機損　　害　　保　　険770o7700▲　　　　　770▲　100．00．0D．0外　　国　　資　　本〔〕oD0o0．DO．0D．o関造船所延　払0o00D0．0O．0o．o等そ　　　の　　　他1，300，332o159，4201．14〔｝．912▲　　159，420▲　　12．3e．30．3計74，828，5849，620，02516，441，74968，0〔，6．ε60▲　6．82工，724▲　　　9、117．717．2合　　　　　計422，322，77345，049，90771，379，728395，g92，952▲26β29，821▲　　6．2100．010D．0全体に占める割合附73．849．765．171．6一一『一せんきょう　平成6年工2月号【表3】　海運融資船以外の新造船融資借入先政府金融機関借入金日本開発銀行北海道東北開発公庫中小企業金融公庫商　工　中　金そ　　の　　他平成厘年度未借入残高8，997，55015．689，800　　　02．D88，87D4、970，150平成5年度　平成5年度新規借入額　　返済額　580、D〔〕O　　　l、449，00D7，310，000　　　2，085，320　　　0　　　　　01，140、o〔π［　4〔［4，7DO　　　O　　　　266，150（単位：千FD計t都地信生損外造そ市中金融機関等長期信用銀行　日本興業銀行｛　日本長期信用銀行　口本債券信用銀行子方託命害国銀銀銀保保日月所延　の行行行険類本払他計合計全体に占める割合��31，746．37019，169，69410，440，2887，909，556　819β5033，720，4168，042，5526，G2L1575．677，3436，181，127　698，0441，6〔〕0197026，1王3．536107、224，839138，971，20924．39．03〔｝，000…　　4，205、17〔12，912，958…2、5エ8、958　394，00D　　　oll．44〔L58Dl，740，0002．172，9942．340、000　ユ50、O〔〕0　　　〔l　　　o3．845，5004，260，4642，308，4581，827，406　124，60014、850，3941，579，312L249，52ζ｝　788，1971，097、700　200β51　443，9203．858．75524，602、022　　28、329，王1333，632，02237，132，534．28329．7平成5年度末ﾘ入残高借入残高対前年比借入残高増　減　額増減率鉛4年度8，128，550Q0，914，480▲　　86験，000@　5・224・680！▲　　9、7@　33．3611．3　　　0　　　　　　0　　　0．02，824，170　　　　　　735．300　　　　　35．24．704、00G　▲　　　256，150　▲　　　5．4借入残高構成比��05601336，571．2004、824，83G15．2　　　22．817．622，188　▲10，650．7S861476．150　▲　695，250　▲30．310，602▲8，2D3，2406，944．6217．229，1465，233．427　▲　497，193　　▲1，157，050　▲26．⊥00、281　▲1、347、506▲　2／0，5001，433、4〔〕6　▲　124，600　▲3．409，814　▲　160，688　923、4肘1，551，803　947．7〔10　▲　200，851　▲　443．920　▲　13，255▲001210333871728502575870　　111　121221O3．497．748　　▲　　3，727．｛；91　▲　　　　3、5140．068．9481、09ア，7390、825．385763831452837504544401S1　　　　2　　　　　　　　1．77．21OO．05年度末89004「D40ワ】3　／26．17665690274862740155530081　　　　2　　　　　　　　　173．91OO．0（【表4】　その他（改装・買船等）融資（．単位二千円）借　入　金平成4年度末平成5年度　平成5年度　　　　1平伐5年度未借入残高対前年比借入残高構成比�且ﾘ入　先借入残高新規借入額返済額借入残高増　減　額増減率β面4年度末5年度宋日本開発銀行4，260，000o1，508，6002，75】．，400▲　L50S，600▲　　35、439．116．〔1政北海道東北開発公庫0o0000．O0．0O．0温浴中小企業金融公庫0o00o0．0〔LO0．0融商　　工　　中　　金346，3000173β001．72，500▲　　173β00▲　　50．23．21．0機そ　　　の　　　他264，852o6工，2462〔｝3，606▲　　　6】．、246▲　　23．12．41．2関計4β71，15201，743，6463」27，506▲　1，743，646▲　　35．844．7／8．2長期信用銀行406β40793，000169，5201，030，320623，480153．23．76．0市中E二1本興業銀行o玉本長期信用銀行日本債券信用銀行396，700H0114D@　o385，000S07，00〔，@　0165，000@4．520@　06ユ7，7DOS12，6ZO@　O221，000S02，480@　0　55．7R969．2@〔Lo3．6k｝ユB．o3．δQ．4kL〔〕都　　市　　銀　　行422，460930，000171，0761，181，384758，924179．63．96．9金地　　方　　銀　　行410，220600，000243，720766、5〔〕〔1356，28086．93．84．5融信　　託　　銀　　行146，220472．0〔）D23，8＄�J594，340赫8，120306．51．33．5生　　命　　保　　険o2，OOO，00002，000，0002，0GO，OOO一O．0lL7機損　　害　　保　　険0o0o0D．o0．0O．0外　国　資　本3，738β50o2，632，3001，IO6，550▲　2．632，300▲　　70．434．36．4関造　船　所　延　払000o0D．00．00．0等そ　　　の　　　他898，1467，205，009751，8937，351，2626，453、玉16718．58．242．8計6，022，73612，〔mO，0093，992，38914，D30，3568，007，620133．055．381．S合　　　　　計10，893，88812，000，0095，736，03517，157，8625，263，97457．5100．0100．〔｝全体に占める割合��a1．913．25．23．1『一．『．『．（囮せんきょう　平成6年12月号4．内航海運の平成6年度以降5年間の　　　適正船腹量．）　海運造船合理化審議会は平成6年1／月28日、内航部会（眞島健部会長）を開催し、運輸大臣より11月10日付で諮問（諮問第118号）のあった「内航海運業の用に供する船舶の平成6年度以降5年間の当年度の適正な船腹量」について審議、同日付で答申した。（資料1参照）　適正船腹量の策定は、運輸大臣が内航海運業の健全な発展を図る上での長期的指針とするため、内航海運業法第2条の2の規定に基づき実施されるものであり、内航海運業者に船舶建造の中長期的な指針を与えるとともに、運輸大臣が船腹量の最高限度を設定するか否かを判断する基準となるものである。　この適正船腹量は、主要内航輸送貨物の需給状況およびその他の経済事情を勘案し、貨物船、　【資料11　平成B年度〜田年度内航適正船腹量セメント専用船、油送船など6船種ごとに設定、告示される。なお、具体的には日本内航海運組合総連合会が実施するスクラップ・アンド・ビルド事業の基礎資料となってい．る。（資料2参照）　今年度の答申によると、平成6年度以降5年間の適正船腹量は、景気の回復基調を反映し全体として上方修正され、大量竣工により現有船腹量が増加したものの、昨年度に比べ船腹の余剰感の若干和らいだ内容となった。今年度の適正船腹量は6船種合計で388万4，000％とされ、今年6月3D日現在の現有船腹量397万5，000％に比して約2．2％（9万1．000％）の船腹量が過剰状態となっている。船種別に見ると、貨物船は今後3年間船腹過剰が続き、9年度より船腹不　　　　　　　　　　　　　　（単位：千G／T）適　　正　　船　　腹　　量船　　　　種現有船腹量i6，6．30現在）6年度7年度8年度9年度1Q年度貨　　　　物　　　　船1，6771，642i35）1，658i19）1，672i　5）1，686i▲9）1，700i▲23）セメ　ン　ト専用船440　441i▲1）　448i▲8）　455i▲15）　462i▲22）　47Gi▲30）自　動　車　専　用　船172　157i15）　161i11）　164i　8）　167i　5）　171i　1）土・砂利・石材専用船437　387i50）　391i46＞　400i37）　4／7i20）　420i17）油　　　　送　　　　船971　979i▲8）951i20）　967i　4）　968i　3）　981i▲IG）特　殊　タ　ン　ク　船278　278i　0）　282i▲4）　285i▲7）　289i▲11）　293i▲15）（注）1．滴送船の現有船腹量には、平成4年度に一本内航海運組合総連合会が実施した解撤延期制度（新造船竣工後、最長1年　　　間の解徹延期）によるダブル運航に係る船腹量は含まない。　　2、平成6年度のダブル運航に係る船腹量は13、S千G／Tである。　　3．（）内は、6年6月30口現在の現有船腹量に対する過剰船腹量である。せんきょう　平成6年12月号圖【資料2】　船種別輸送量の見通し船　　　種単位実　　　　　　績推　　　　　　　計品　　目元2345678916鉄　　　　鋼百万トン60．561．361．355．85／．952．552．753．053．253．4石　灰　　石百万トン53．156．059．356．756．957．457．958．058．258．3貨　　物　　船そ　の　他百万トン95．6llo．3玉／5．2／1G．198．299．5loo．8ユ02．2103．6105．1小　　　計百万トン2⊂lg．2227．6235．8222．6207．0209．4211．4213．2215．0216．8セメント専用船セ　メ　ン　ト百万トン44．349．352．451．846，3；48．7　i49．550．25Lo5L8自動車専用船自　動　車百万トン3．8　424．24．13．9　4．04．14．24．34．4土・砂利・石材黶@　　用　　　船土・砂利・石材百万トン158ユ166．41窪2．2125．3U6．3129．5130．6133．6138．7139．7黒　　　　油百万キロ潟bトル87．895．194．294．890．592．2　83．584．281．68／．6白　　　　油百万キロ潟bトル96．O玲2，7lG4．51G7．4lG9．7112．0lB．9116．5119．2121．8油　　送　　船油　　　　脂’百万キロ潟bトル正．11．10．9o．90．90．9o．90．90．90．9ケ　ミ　カ　ル暫駕17．718．4．1S．0ls．518．518．7／9．G19．319．619．8小　　　計百万キロ潟bトル202．6217．32処221．6219．6223．8217．3220．9221．3224．1特殊タンク船1高圧ガス等百万トン．27．928．4　28．2　28．027．427．B28．128．528．929．2足となると予想している。また、油送船では、昨年度の答申において7年度まで船腹過剰になるとの見通しが出されていたが、現有船腹の増加などから9年度までが船腹過剰となった。ただし6年度は、猛暑の影響により発電所向けの輸送需要が高まったことなどから船腹不足となった。5．外国人船員問題に関するアジア諸国訪問　当協会船員対策特別委員会は、外国人船員の安定的確保およびこれに伴う諸問題への対応のための活動を行っている。　その活動の一環として、昨年に引き続き本年も、幹事会幹事ならびに外航労務協会事務局により構成される代表団が主要船員供給国であるフィリピンを訪問し、意見交換を行うとともに、さらなる交流関係の継続を図った。　また、フィリピン訪問後、有望な船員ソースとしての将来の可能性が伝えられているベトナムを訪問し、政府関連機関への表敬を行うとともに船員教育の現状について視察した。　その概要は下記のとおりである。1．メンバー　日　本　郵　船　　企画部副部長　　宮原耕治（団長）　昭　和　海　運　　業務部副部長　　水谷　龍郎　大阪商船三井船舶　　船舶部船員室長　　渡邉　東洋せんきょう　平成6年12月号（（）川崎汽船　船舶部専任部長　　高石　　勝日　本　郵　船　海月部副部長　　平井　奉行ナビックスライン　既簗翔労ダ肇小林洋幸外航労務協会　理事．・事務局次長　飛田　奉文　日本船主協会　海務部調査役　　長田　栄弘2　日程および訪問先1994年10月5日困　（マニラ着）船員組合（PSU）10月6日困　フィリピン海外雇用庁（POEA）、　　　　　フィリピン船君（FSA）、国立商　　　　　船大学（PMMA）、ノルウェー船　　　　　員研修施設、フィリピン海事産業　　　　　庁（MARINA）　lO月7日�戟@日本郵船船員研修施設、川崎汽　　　　　船船員研修施設、フィリピンマン　　　　　ニング協会（FAME）、商船三井　　　　　船員研修施設、船員組合（AMO−　　　　　SUP）　10月9日�求@（ホーチミン着）　10月10日（月〉（ハイフォン着）ベトナム海運　　　　　総局（VINAMARINE）、ベトナ　　　　ム国際船員派遣会社（INLACO＞、　　　　ベトナム商船大学（VIMARU）10月11日（火）ベトナム船員第一訓練学校、ベ　　　　　トナム商船大学施設、国営船社　　　　VOSCO（ハノイへ移動）10月工2日�梶@（ハノイ発）せんきょう　平成6年12月号3．概要（1）　フィリピン　　今回は、昨年に続く二度目の代表団派遣　であったが、時あたかもPSUの国際運輸　労連（ITF）加盟が発表された直後であり　　（加盟調印は10月10日に行われた）、日／　比の相互理解の上に立った良好な関係の維　持発展のためには何が必要か、との観点か　　ら活発な意見交換を行った。繋　　宮原団長とメンドーサPSU組合長　目本船主は、フィリピン人船員を良きパートナーとして評価しており、今後とも、良好な関係の維持を望むが、その前提はあくまでフィりピン人船員に総合的な「競争力」があることである。具体的には、wagelevelを含む就労条件が適正なものであること、およびski11の面で十分にqualifyされていることが重要であり、このことをbaseとして、次の点に関して主要団体と論議を交わした。�@　ITF関連　世界長期不況および円の一段高という環　境目での、ITFによるフィリピン人船　員給与の10％UP要求の不当性および共圃　通認識の確認ならびに今後の対応。　PSUのITF加入についての評価。　一方的なITF活動への対応策の必要性。�Aフィリピン人船員の教育・訓練につい　て　フィリピン国内の多数の船員教育機関か　ら供給される船員の海技レベルの向上お　よび均一化の重要性ならびにその対応策。�Bわが国船主との協調について　厳しい環境下にあるわが国船主との多岐　にわたる協調。　会談した主要団体は新たなる有力な船員供給国の出現の兆しを真剣に受けとめている。特に、AMOSUP／PSUの両船員組合（加盟船員数、AMOSUP　5．2万名、PSUl万名）は、フィリピン人船員の急激なwage　upは、中国、ベトナムなどに比較し競争力を喪失する恐れありとして、当方の主張や置かれている厳しい環境について理解を示した。また、今回の訪問が二度目であり、さらなる交流が深められ、franklyに意見交換が行われる土台が形成された。　今回、フィリピンにおける船員教育養成施設については日本船社関連の施設を3カ所、ノルウェー関連の施設を1カ所視察した。これら4カ所の養成施設の教育方針、方法は少しづっ異なるものの、その内容は充実し、同施設は地元に根付いており、真摯な態度で受講する研修生が頼もしく思われた。　しかしながら、よく訓練され、qualifyされたフィリピン人船員の供給をお願いし　たいという当方の要望に対して、MARI−　NAおよびPOEAは他の有力な船員供給　国との競争のために、徐々に教育強化を進　めているとはいうものの新しい計画はなく、　船員教育現行制度の実施状況や学校への立　ち入りチェックを厳しくやりだした程度で、　その根底には、船員のUp　gradingは使用　者側が実施すべきとの考えが見受けられ、　官庁の方針には一定の限界のあることが感　じられた。�Aベトナム　　今回、代表団が初めてベトナムを訪問し　た主たる目的は、将来的に有力な船員供給　国となりうるベトナムの現状視察というこ　とであった。　　代表団は各訪問先との会談に際し、表敬　の意を表した後、代表団派遣の趣旨説明を　行い、次の点についての論議を交わした。　�@船員需給の現状と将来見通しについて　�A船員教育の現状および問題について　�B他の船員需要国船主団体の活動につい　　て　　会談の度に「ベトナム人船員の平均学歴　は高等学校以」二である」ということをベト　ナム関係者は強調したが、確かに基礎学力　は高いものを持っているようであり、また、　街角で明るい、勤勉なベトナム労働者を見　るにつけ、優秀な船員となる資質を持ち備　えているものと思われる。　　関連機関は、外貨獲得に直結する船員派　遣業務を拡大、充実させていくためには、　ベトナム人船員の能力を国際的スタンダーせんきょう　平成6年12月号．（．（．）ドまで引き上げる必要のあることを認識しており、教育設備の近代化、充実化や、船員の英語力の強化を図ろうとしてきた。しかしながら、関連機関は資金的に非常に窮しており、視察した教育機器の中には戦前のものが見られた程である。こうした状況下、関連機関は日本を含む諸外国に援助を求めてヤ1る。ベトナムでは、船員派遣業務は運輸通信省系、海運総局系の二系統や、大学、国営船社独自の系列がそれぞれ実施しており、また教育関連についても、運輸通信省、海運総局あるいは商船大学、第一訓練学校が独自の考え方で援助を求めているため、まずはベトナム内での交通整理が必要でないかと思われた。　ただし、共通しているのは、職・部員計12，000名といわれる外航船員の職域確保に極めて熱心な点である。現在、250名が外国の神社に派遣され乗船中であるが、商船大学や訓練学校を卒業しても職に就けないものが多く、また、陸上の給与が上昇して海陸の給与差が小さくなったこともあり、船員志望者（入学志望者）が減ってきており、外国船社との協力を得て乗船機会を増やすなどの対策が急がれている。当方からは、上述のとおりわれわれの求める国際スタンダードとは、十分なskillと英語力であるとの指摘を行ったが、これに対し関連機関は、ベトナム人船員は船員としての基礎知識は十分置備えており、今、彼らに一番必要なものはOJTの場としての乗船機会であるとの認識が示された。その意味で、今年からわが国のODAによる研修生として初めてベトナムから10名の受け入れが実施されることが高く評価された。さらに、教育実習船に至っては極度に不足、老朽化しており、この面でも何らかの適切な支援がわが国からもできないか、検討が必要であると思われる。　また、公務員としての国内最高給である首相の給与が月100ドルというベトナム社会の賃金体系の中で、船員の給与レベルの在り方について十分な検討が必要であると痛感させられた。ベトナム国際船員派遣会社社長ホー氏との会談せんきょう　平成6年12月号業界探訪羅隠　嚢灘謄踊麹難麓鑛竃訪問団体　財団法人　船員保険特設沿立昭和16年11月21日革　昭和15年6月、船員のための社会保　　険制度として船員保険法が施行され　　た。この制度の趣旨の普及徹底を図　　るとともに、全国の船員の保健衛生　　思想を高めながら諸施設を運営・推　　進ずる有力な団体の設置が要望され、　　昭和16年／1月、船主団体などの支援　　のもとに設立された団体である。　　　当会は保養施設運営の福祉施設事　　業にはじまり、昭和30年までの間に　　は病院・診療所の運営を行う医療施　　設事業を開始した。その後、海外保　　養所や総合福祉センターなどの運営　　を行うなど、この二つの事業を当会　　の中核事業として、拡充してきた。　　　さらに、船員の海上労働の特殊性　　から、病気の予防・早期発見のため　　の健康診断や成人病予防健診などの　　健康管理事業、船員の健康保持増進　　と災害防止のための講習会開催など　　の安全衛生事業、無線通信による医　　　　　療助言を行う無線医療センターの設　　　　　置や洋上救急医療体制の確立などの　　　　　船内援護事業等々とその範囲を次々　　　　　に拡大し今日に至っている。会　　長　渡辺　修事務所本部＝東京都渋谷区渋谷1−5−6　　　　　　　　　　　　　　SENPOSビル施　　設　国内保養所　　　　　　　　32カ所　　　　　海外保養所　　　　　　　　　1カ所　　　　　福祉センター　　　　　　3カ所　　，♂∵　国イ　　L、レニ　・・／l　　Lン’暫工講ヒπ轟再　鳳7せんきょう　平成6年12月号（　　　事）．．　　病　　　院　　　　　　　　3カ所　　診　療　所　　　　　　　　2ヵ所　　健康管理センター　　　　　4カ所　　健康管理情報センター　　1カ所業　本会は、船員保険制度の円滑な運営　　と健全な発達を期するため、被保険　　者、被保険者であった者、被扶養者　　又は保険給付を受ける者などの福祉　　の増進を図ることを目的とし、次の　　事業を行っている。　　�@船員とその家族、また一般の方　　　々が、健康的な余暇を過すための　　　保養、健康保持増進を目的とした、　　　保養所、福祉センターの運営。　　�A船員とその家族のほか、地域住　　　民の方々の健康な生活を守るため　　　疾病・負傷の治療を行う病院、診　療所の運営。�B常日頃から働く方の健康な体を　維持するために、成人病などの予　防と早期発見を目的に予防検査や　各種の健康診断を実施する健康管　理センターの運営。�C整形外科療養事業、脊髄損傷患　者などの介護事業、成人病予防健　診事業、集団操業区医療援護事業、　洋上救急医療援護事業、船員家族　援護事業、無線医療センター事業、　巡回相談事業、安全衛生事業など　の保健事業。�D　船員保険に関する調査、研究お　よび「船員ほけん」誌などの図書　の刊行。．）SEMPOS財団法人船員保険会会劃常務理事常務理事常勤監事組　　織　　図総列福祉施設部医療施設部福　宅1ヒ　方苞　　設　課福祉センター課保養所倶楽部ンセ懸垂合総健康福祉センター広報保健黒海　外　保　養　所広報出版事業課保健事業課コタンセ理口調健一”駐瞬理管康健無雛療センタ」せんきょう　平成6年工2月号ヒ……ミiLト・一ド安定化への動き強まる｛当協会鋤回灘総会にて薦の野項目！　に掲げられたトレード安定化の推進は、アジ！！　ア船主フォーラム（ASF）の場を始めとし；．・肝のと・り一画醗化が図らか・た．i・月・北京で離・れ鵬・回ASR・おiいて・船艦照照化臆およ鵬定がトレ1　一ド安定化への最適な手段であることを認識；し、かか・齪。鯵加の全て畷社。参加1腰請するととも・、・れら齪の繍旨を一i　層強化する方法を探ることで一致をみた。まi　た、10月に行われた第6回日韓船主協会会談き！　においても、トレード安定化が両国海運にとi。て髄難題である・とが鷹された。さ；ら・、・れらはn月・醜欄催されたASFい・一ド錠化頽会第・淵源会議・場で1　再確認され、併せて、定期船・不定期船とも！1　にシェア獲得のための不必要な競争を避け、；各国麗の経営ト。プ・よる錠化・・帥たi強力なリーダーシ・プの腰齢新た給意いれた・1　2．サブスタンダード船排除の動き世界的にき1　　広まるi欧州、米鷲講ではサブ・タ・列ド船iの船名などの一聴色などポート・・テートい・ント・→レ（PSC）が強化され・また・！　わが国を含むアジア・太平洋地域においても、！lPSCに関する覚書（東京MOU）が発効す1る等サブ・タ・ダード船引の動き・・世幽い・高まり蜆せた・！　3．1ドル100円を切る円高の影響で海運各社‡1　のリストラ努力続くらi　本年6月以降、1ドル100円を切る円高が！しe　　　　　　　，　　　　　　一一一平成6年の海運界10大ニュー　　　　　　（平成6年12月凶日発表）ス続く中、一層のドルコスト化を余儀なく．され、定期船部門の本社機能の一部海外移転、船舶管理部門の海外移転等各社のリストラが推進された。4．政府・産業界で規制緩和の動き強まる　細川政権発足以来、行政改革、規制緩和が政府・産業界の大きなテーマとなっているが、村山現政権の閣議決定事項（7月）の中には、．海運にも種々影響ある事項が含まれていた。5，海上安全および環境保全対策が国際的に　急ピッチで進む　IMOでは、1992年末から1993年にかけて大型タンカーの坐礁・衝突事故が相次いで発生したことから、海一ヒ安全および地球環境保全の見地から、7≦／78SOLAS条約（海上人命安全条約）の改正作業が行われ、本年5月に行われた第63回MSC（海上安全委員会）では、安全対策に関する改正条約を採択した。一方、STCW条約（船員の訓練および資格証明ならびに当直の基準に関する国際条約）の包括的見直しについても行われており、1995年に改正条約を採択できるよう、審議の促進が図られている。6．改正油濁2条約（CLC／FC92年議定書）　の締結に伴う油濁損害賠償保障法の改正法　が成立　油濁損害賠償保障法は、いわゆる油濁2条約（「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約＝1969年目LC条約」および　「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約＝1971年FC条約」）に基づき、タンカー事故による油濁損害の賠償を保障する制度を定めている。わが国は油図せんきょう　平成6年12月号）「．｝ゆ　　“　　’　　　　　　　　　　ψ　　’　　　　　　　　　　“　　’　　　　　　　　　　や　　’’　　ゆ濁2条約に工976年に加入・批准しているが、両条約の成立後約20年が経過し、1992年に責任限度額や適用範囲等を改正する議定書が採択されたため、わが国もこれら改定議定書を締結して油墨損害賠償補償制度を充実することとなり、油濁損害賠償保障法が改正された。ア．米国のトン税引上げによる海運造船保護　法案廃案となる　本年3月、米国籍の定期船に対する新規運航補助制度（10年間で10億ドル）を創設するため、現行のトン税を大幅に引上げる行政府法案が上下両院に提出され、8月には、シリーズ船受注に対する建造補助制度も設けることなどを加えた修正案が下院を通過した。これらの動きに対し、米国の国際慣行違反、GATT違反またはOECD協約違反などを理由に、当協会のほか日本政府、CSG（先進国海運担当官会議〉、CENSAおよび米国の．石炭、穀物等の輸出業界などが抗議、11月の中間選挙の結果なども影響し、本法案は12月の議会閉会とともに廃案となった。8．米国油濁法（OPA99）に基づく賠償資　力証明書（COFR）に関する暫定最終施行　規則が、世界の海運界の反対を押して施行　の動き　OPA90は、米国水域を航行する船舶に対し、油濁事故に備えてUSCGが交付する賠償資力証明書を取得するよう定めている。USCGは、本年7月1日、タンカーについては12月28日からCOFR取得を義務付けることなどを内容とする暫定最終施行規則を施行した。同施行規則に対しては、当協会を含め世界の海運界が反対を表明し、OPA90の本質問題である、船主や船舶運航者に油濁損害賠償に対する無限責任を課す可能性がある点などについての解決策が合意されるまでは、“　　ψ　　　　　一　　φ　　　　　“　　φ　　　　　’　　浄　　　　　　　　　’一　　　　　一一COFR取得期限を延長することを求めているが、12月16日現在、USCGはこれに同意しておらず、COFRを取得していないタンカーは、12月28日以降米国水域を航行できなくなる見込みである。9．船員法の一部が改正され、平成7年度よ　り週平均労働時間が羽時間に短縮される　船員法の一部を改正する法律が本年6月21日に可決成立したことに伴い、現在週平均44時間となっている船員．の労働時間が、平成7年4月1日から週平均40時間に短縮されることとなった。　寺社としては、これにより休日が増加するため、配乗ならびに適正予備員率等の見直しを行うことが必要となった。　なお、総トン数7�JQトン未満の小型内航船については、平成9年3月31日まで週平均44時間とする猶予期間が設けられた。田．「海の日」祝日化法案は衆議院内閣委員　会で可決されたが、継続審議となる　7月2G日の海の記念日を国民の祝日「海の日」として制定する運動は、著名が目標の1，000万人を超え、地方自．治体の意見書採択も全都道府県を含む約70％に達し、臨時国会に議員提案で法案が提出されたが、衆議院内閣委員会で可決されたものの、日程の都合で継続審議となり、次期通常国会で成立を期することとなった。“　　’　　　　　一ひ　　ゆ　　’　　φ　　　　　　　’　　“91、’〔�p�p｝�pへ�p1．旨し．辱←し．も｝も雛う．Tう．▼1，ら・ら・Tら、1射lbl．辱し．‘レ噌奪ヤもトもマう・ら噸6，1．苓1しーヤ」し一・辱う●奪．・・も｝も」←・T◎、lbl輩1…1、レう一．コ←、◎．・−1噂b毎し塾も．ちも．，も．｝も．』−も、1，◎．幽‘辱1、1』▼1専1しも．零う．巳レし�nらう．、1，◎筆−摯lbl、1』，い意ンなて同タきめこいで鋤滋　一　　　覧よ　21S4Vこ度る．月均成る年れ6平平れ7さ．年週、さ成縮本在が縮平短が現間日　，一　掃F　　立誰り　7甲．るしす直加見増のが等日田ζ訓萸．船44　員　のの択会内です航均　委　海標早耳院合期　　　閣　「目目時議都を内平　　　内る日が見隠衆の立型週跡諮難雛野瀧撤�p�p�p�t�p｝�o�p“せんきょう　平成6年12月号海…運…雑1学iゼ…ミ……ナi・≒ル第57回賭博場で生まれたサンドイッチ　1778年の第3次世界就航で現在のハワイ諸島に到達したジェームズ・クックは、この島々を「サンドイッチ諸島」と命名した。「サンドイッチ」とは、当時の海軍大臣で、クックの探検航海の推進に力を注いだサンドイッチ伯ジョン・モン一同ューにちなんだ名前だ。　モンタギュー家は、1662年のチャールズ2世の王政復古の際の功績でドーバーの北にあるサンドイッチの領主に任ぜられ、代々、イギリス海軍の重鎮として活躍。4代目のジョン・モンタギューは、1749年から1782年まで海軍大臣を務め、アメリカ独立戦争では強硬派として名を馳せたが、一方で公私混1司も目立ち、これが独立戦争での敗因の一つになったとして、戦後失脚している。　ところで、この4代目サンドイッチ伯の名にちなんで命名されたものがもうひとつある。．言）あN．oゆ鴇rし、目層琶うまでもなく「サンドイッチ」。パンの間にコールドミートや野菜をはさんだあの食べ物である。　私生活では無類のギャンブル好きだった彼は、ある日、ロンドンの賭博場で一昼夜にわたりギャンブルに興じた。その間、食事のためにテーブルを離れる時間を惜しむあまり、召使いに指示してこれを作らせたという。以来、考案者の　　（名をとってサンドイッチと呼ばれるようになったが、本当は、もっと古くからあったともいわれている。　サンドイッチ諸島は、その後、現地名の「ハワイ諸島」と呼ばれるようになり、サンドイッチ伯の名もまた歴史の彼方に消え去ったが、食べ物の方のサンドイッチは、軽食のベストセラーとして、現在も世界の人々に親しまれている。帆船から手漕ぎ船まで歴史上の船の乗組員数　近代設備の投入と船内就労体制の合理化で、最近の外航船舶は、通常の在来船（Mゼロ船）で22名、合理化の進んだ近代化船では／4名体制が実用化され、さらに11名体制の船も運航されるようになっている。ところで歴史上の船の乗組員数はどのくらいだっただろうか。　まずコロンブスの第1次航海の旗艦となったサンタマリア号。この船は100総トン未満のカラック船（縦1帆と横帆を組み合わせた大航海時代初期を代表する帆船）だったが、乗組員は約4D名と推定され．ている。　また、19世紀に帆船時代の最後を飾ったクリッパーは、約2，000重量トン級で30〜40名、5，000重量トン級で約50名だった。何十枚もの帆を組み合わせた高度で複雑な帆装の船にしては、これはかなり少ない数字といえそうだ。〔．せんきょう　平成6年12月号）　これに対し江戸時代の日本の国内海運で活躍した弁才船（べざいせん）は、1，5DO石（1石は約0．27立方メートル）積みで乗組員はi4名程度だった。外洋を走るカラック船やクリッパーと簡単な帆装の内航船だった弁才船の違いはあるにせよ、当時としてはかなり合理化され．た船だったといえる。　これらの船は帆走専門の船だったが、オールによる手漕ぎを主な推進力とする船では、当然のことながら乗組員数ははるかに多い。例えばギリシャ時代の戦闘用のトライレム（3段擢船）は、長さ36メートル、幅6メートルほどの小型船だが、高速を出すために最高170名の漕ぎ手を上層、中層、下層に配置していたという。　またマルコ・ボーロが乗船したという中国船（元の時代）は、4本のマストに12枚の帆をかけた大型船で、船内に6Dの船室をもっていたといわれるが、この船の場合も帆走とともにオールによる推進を併用していたため、水夫は150〜300人程度乗船していたらしい。殿様ワッチと泥棒ワッチ　貨物船や客船など船舶の航海中に、航海十と部員岬二手）がペアでブリッジに立ち、船の運航状況や周囲の船舶の動きなどを監視するのが航海当直（ワッチ）だ。午前0時から4時聞ごとの6つの時間帯に分けて行われ、担当航海士は甲板手1名とペアを組んで、それぞれが4時間当直して8時間休むというサイクルで当直に立つ。こうした当直時問帯は、一般に1日のうち最初の時間帯をとって「ゼロヨン」（0〜4時、　12〜16時）．、　「ヨンノぐ一」　（4一｝8時、16−20時）、「ハチゼロ」（8〜12時、20〜24時）と呼ばれる。せんきょう　平成6年12月号　＿　　　　　　　　　　　　　　　　，、　　　　　　　　　　　　　　一．γち一、一へ灘購．　このうちゼロヨンは、通常、二等航海十が担当する時間帯で、最初の当直時問がちょうど真夜中に当たるため「泥棒ワッチ」の別名がある。体力面からもいちばん厳しい時間帯といえる。一方、ハチゼロは三等航海士が担当する時間帯で、ちょうど一般の人が起きている時間でもあり、体力的に楽なことから「殿様ワッチ」とも呼ばれる。この殿様ワッチを経験の浅い3等航海士に担当させるのは、船長や機関長が起きている時間帯で、監督するのに都合が良いためだ。　またヨンパーは一等航海士の担当時間だが、入社したばかりの航海．上はまず四等航海士として、一等航海士とともにこのヨンパー当直に立つことが多い。これは朝夕の薄明時や口出、日没を含む時闇帯のため、天測や方位測定など船乗りとしての基本技術を習得させるのに最適だからだ。　三等航海士が「殿様」で二等航海士が「泥棒」という、常識的には逆転しているようにもみえる当直時間の分担には、このように、船を安全に運航することはもちろん、各段階を追って船員の技能の向上を図る教育訓練面での知恵も隠されているわけである。ξ　11月初旬、スウェーデンのマルメにある世界海事大学の学生に話をする機会がありました。これは毎年1／月に行われる最終学年である二年生を対象とした、マリタイム・ポリシー・ウィークと称する海運政策に関する集中講義で、現在神戸商船大学から出向し、教鞭をとっておられる石田先生の紹介によるものです。世界海事大学は授業のかなりの部分を外来の講師の講義に依存しているとのことですが、今回は海運政策関係の専門家ということで各分野から幅広く講師が集められました。　すなわちロンドンのギルドホール大学のマッコンビル教授、この方は海運および港湾に関する研究誌“MARITIME　PQLICY＆MA．NAGEMENT”の編集者でもありますが、まず海運政策一般について話をされました。旧東ドイツ、ロストック大学の経済学部のイェンセン元教授は旧東ドイツや東欧圏の国営企業の民営化に伴う問題点について、アメリカのジョージタウン大学で海法の講座を持っているというワシントンのマリア弁護．士は米国の海運政策、今を時めくEC運輸総局のブロンク局長は今後のECの海運政策、　ITFの船員部門の総帥であるセランダー副事務局長は労働者側からみた海運／船員行政の問題点、そして前の世界海事大学の校長で現在スウェーデン船協の理事長であるノードストローム氏が船主の立場から講義を行いました。そして私はアジアの海運、なかでもアジア船主フォーラムを中心に話をしましたQ　各講師は一時間から一時間半の時間を与えられそれぞれ講義を行い、その後学生や列席の講師の質問をうけます。なかなか鋭い質問もあり緊張します。最終日の金曜日には講師全員と学生の間でフリーディスカッションが行われました。ブロンク局長はECの海運における安全問題を中心に話をしましたが、中・西アフリカ諸国との関係についても多くの時間を割き、これらアフリカ諸国が同盟憲章条約を濫用し、貨物積取権を独占し、この権利を売買して、自国海運の育成どころか結果的に自国経済自体に悪影響を及ぼしている点や、西アフリカ帰港の非能率さ、港湾当局関係者の腐敗などに具体的に触れ、意識的に学生をあおりました。案の定、多くのアフリカの留学生の激しい反発がありましたが、なかなか活気のある授業でした。　．講義の合間には、学生がクラスごとに海運問題に関するディベートを行いました。例えば海事行政一般を専攻する学生は、「途上国は海運において保護政策を取るべきか否か」といったテーマで討論を行います。壇上の学生は予め賛成／反対の二曲に色分けされていますが、一般の学生は自由に発言出来るわけで、途上国のさまざまな本音が聞けて興味がありました。どの学生もこうしたディベートにはよく鍛えられているようで、論理はともかくとしてよくしゃべります。大学の性格が違うため単純には日本の大学とは比較出来ないでしょうが、日本の大学もディベートの時間があり、教授と学生の間に一つの問題について自由に発言する．機会があれば、授業中の雰囲気も随分と活気に満ちて、勉強の仕方も違ってくるのではないかと思いました。ただ、強烈な設りのある英語でまくしたてられると少々へきえきします。　私の話について言えば、講義はともかく、途中で上映した“JAPANESE　MARITIME　TRANS・PORT”は極めて好評で、ビデオを欲しがる人もあり、結局大学にビデオを残していくこととなりました。日本海運を紹介するというより、海運入門講座の教材として各種の専用船や荷役方法の説明、あるいは近代化船の説明に使うとのことでした。（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）せんきょう　平成6年12月号プ�pウリッピング　　　　　　　li　　　日本籍外航船舶が昨年1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二比べ60隻減少　　　　ii。。会。。。年，月1日現在。。ける，本。。。有。。鵬以上。。船、漁騨。。除i：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…i　く）の船腹量を取りまとめ「日本商船船腹統計」として発表している。同統計については現在　li・・蘭…斌・の…集計…ま・た・軸上・外航欝欝・…てみ・ii・研珊・減少・て…減少率　　　　iiの大きさを見ると・近年では・1989年欲　　　　　　　　iiぐ大き蝋少率となった・　　　　　　　　　　il　（なお、上記外航船を含む日本籍船全体の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；1・計・果・次期告す・豫…　　　　　　i1年隻千　％千　％伸び率（知198864024，58239，768198953221，69135，260△　11．3199G44920，4G633，163△　5．9ユ99141919β1532，188△　2．9199237618，66930，039△　6．7199334G18，42029，445△　2．0199428016，66926，375△　／0．4「日本海運の現状」の刊行　当協会では、毎年「日本海運の現状」を作成しており、今般、その1994年版を刊行いたしました。グラフや資料を用いながら、項目ごとに簡単な解説を付し、日本海運の今の姿を説明しています（B5判24頁）。　1994年版の主な内容は、以下のとおりとなっております。　1．世界海運とわが国海運の輸送活動　II．海運経営　III．外航船員の現状　Iv．内航海運　若『二余部がございますので、入手ご希望の方は下記までお問い合わせ下さい。くお問い合わせ先〉　　日本船主協会　調査広報部　　〒102東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）　　TEL　O3−3264−7181　FAX　G3−3262−4757「・！ジ賦寧．モ婁∫ピヒヒヒ　ヒ豊こ・．一rせんきょう　平成6年12月号海運日誌薩如月1日　日本物流団体連合会（橋元雅司会長）は、　新たに広報部会を設置した。3日　IMO（国際海事機関）は、1日から開　催されていた海洋汚染防止条約（MAR−　POL73／78＞締約国会議において、　MAR．　POL条約を改正することを決議した。こ　　れにより、船員への操作要件に関するポー　　ト。ステート・コントロール（PSC）に法　　的根拠を付与することが決まり、これまで　船体や船舶の設備などのハード面に限られ　　ていたPSCが船員の技量にまで及ぶこと　　となった。（P，11海運ニュース1参照）4日　IMOは、10月31日から開催されていた　　第36回海洋環境保護委員会（MEPC）に　　おいて、現存シングルハルタンカーのダブ　　ルハル代替措置としてハイドロバランス方　　式（タンク内の油を海水面よりも低く積載　　する方式）を採用することを決定した。　　（P，11海運ニュース1参照）11日　海運大手5社は94年9月中間決算を発表　　した。それによると急激な円高により運賃　　収入が目減りしたため、5社揃って減収と　　なったが、2社がわずかながらも経常黒字　　に転ずるなど改善の兆しも見え始めている。　　5社を合計すると、売上高は前年比3．0％　　減、経常利益は1．6％増となった。14日　海運造船合理化審議会内航部会・内航海　　運対策小委員会は、第3回会合を開催し、　　内航海運の課題および目指すべき姿につい　　て、その骨子を取りまとめた。今後、これ　　に基づき具体的対策を検討する。15日　日本船舶輸出組合は、10月の輸出船契約　　実績を発表した。それによると、輸出船契　　約実績は、大型コンテナ船5隻を含む20隻、　　9�J万9，800％と、前年同月比2．6倍となった。17日　海上安全教育審議会船舶職員部会は、20　　条問題小委員会を開催し、日本人船員6、　　7名体制による混乗近代化深度化実験船　　（7社・7隻）の配乗特例を承認した。　　（P．13海運ニュース2参照）E1日　アジア船主フォーラム（ASF）の5S委　　員会の一つ、トレード安定化委員会（議長　　・根本二郎当協会副会長）は、日本を含む　　8力国・地域の代表の参加を得て香港にて　　第2回中間会議を開催し、トレードの安定　　化のためには、同盟／安定化協定への全船　　社の速やかな参加ならびに経営トップの強　　力なリーダーシップの発揮が不可欠である　　ことなどを確認した。　　（P．2シジピングフラッシュ1参照）22日　亀井静香運輸大臣は、94年度の運輸経済　　年次報告（運輸白書）を閣議報告し、了承　　された。それによると、運輸企業の国際競　　争力の確保や基幹空港や港湾のハード・ソ　　フト両面での整備・充実が大きな課題であ　　ると指摘し、特に外航海運企業の国際競争　　力維持のため、コストのドル建て化や運賃　　の円建て化、業務の効率化・合理化の推進　　などが必要だとしている。2日日　海運造船合理化審議会内航部会（部会長　　・眞島健日本エアシステム社長）は、亀井　　静香運輸大臣に、94年度から98年度までの　　内航船の適正船腹量を答申した。それによ　　ると、94年度の適正船腹量は貨物船1艇万　　2，000％、油送船97万9，000％で、現有船腹　　量と比較すると貨物船が2．1％の船腹過剰、　　油送船は船腹過剰とみていた前年度答申か　　ら一転して船腹不足となった。　　（P．17海運ニュース4参照）30日　日本船舶輸出組合は、94年7〜9月目世　　界主要造船国の新造船受注量を発表した。　　それによると、世界全体の受注高は、％べ　　一スで前年同期比38．8％減の485万％とな　　つた。このうち日本のシェアは22，6％、韓　　国のシェアが32．2％となり、韓国が前年同　　期以来、1年ぶりに1位となった。せんぎょう　平成6年12月号（（．日■●鎖蒼∬鷲ぐ．遜．帽．．ド　　罷団∵11月の定例理事会の模様（11月16日、神戸ポートピアホテルにおいて開催）　　　　業務委員会関係報告事項1．IMO第71回法律委員会の模様について　（本誌1994年11月号海運ニュース1参照）　　　　　　　労務委員会関係報告事項　　　1　混乗近代化深度化実験船の承認について　　　　　（P，工3海運ニュース2参照）　　　2　船員保険特別会計平成5年度収支決算につ　　　　い．て　　　　（本誌1994年n月号海運ニュース4参照）　　　3　20条問題小委員会の審議模様について．）@　　（本誌1994年10月号海運ニュース婆参照）　　　　国際委員会関係報告事項1　第6回日韓船主協会会談の模様について　題記会談は、去るID月4、5日日本側がホストとなり北海道・大沼において開催され、　日本側より輻法輪会長をはじめ9名、韓国側　から趙会長以下11箇日出席した。せんきょう　平成6年12月号双方は、今後の世界貿易がGATTウルグアイラウンド妥結ならびに世界貿易機構（WTO）設立合意によりその拡大が予想される中、アジア地域が来る21世紀における世界経済の牽引車になることは確実であるとの認識の下、率直な意見交換を行った。　アジア船主フォーラム（ASF）を支援するとの立場から当面の課題である5S（トレードの安定化、船員、航行安全、スクラップ、保険）とともにASFの将来像について意見交換を行った。　トレードの安定化については、双方は、定期・不定期両分野におけるトレードの安定化が、両国海運にとって最重要な課題であることを認識．し、両国が今後も安定化へのリーダーシップを発揮していくべきことを再確認した。　船員問題については、近代化船および船員資格制度について両国の状況を再確認するとともに、STCW条約改正、およびISMコード適用問題について、協力して対応することの必要性を認識した。　航行安全については、サブスタンダード船排除のためのポート・ステート・コントロール（PSC）の重要性を引き続き再認識し、アジア地域における協力体制の確立を安全対策馴の新側面として評価した。　スクラップ促進については、航行の安全、海洋環境の保護、船舶の需要不均衡改善の観点から依然重要な問題であることを再認識した。　保険問題について双方は、船主サイドとして安全運航体制確立への努力を行うと同時に、アジア船主にとって望ましい保険マーケット形成の可能性などにつき今後ASF保険委員会で検討していくことで共通の認識を得た。　一方、自由かっ公正な競争に基づく両国外航海運の繁栄および共存という共通の目標を達成できるように、両国のみならず米国・EU等各国政府の海運政策のあり方、およびOECD／GATT海運問題等、広範囲に亘る討議を行った。　次回会談は2年後の1996年に韓国で開催されることとなったが、両国海運会の関係の緊密化は両国海運のみならず、アジア海運の発展にもつながるものであり、本会議の意義もさらに重要になってきている。（本誌1994年10月号シッビングフラッシュ1参照）2．アジア船主フォーラムトレード安定化委員会第2回中間会議ならびに航行安全委員会第　1回中間会議の開催について　　アジア船主フォーラムトレード安定化委員会第2回中間会議が来る11月21日香港にて開　催される。同会議は昨年11月東京にて開催さ　れた第1回中間会議に続くもので、日本からは根本副会長（同委員会議長）、石井副会長、増田理事長以下9名、また他のアジア7地域から9名の代表の参加が予定されている。　会議では定期船、不定期船、及びタンカーの各部門において、トレードの安定化に向けた積極的な意見交換が行われることになっている。　一方、航行安全委員会第1回中間会議（議・長：シンガポール）が12月5日シンガポールにて開催される。同会議には当協会から涌出参与の出席が予定されており、船舶の航行安全、海賊防止、海洋環境の保全等が検討されることになっている。　（アジア船主フォーラムトレード安定化委員会第2回中間会議についてはP．2シッビングフラッシュ1参照）船員対策特別委員会関係報告事項1．外国人船員問題に関するアジア諸国訪問報告書（P．工8海運ニュース5参照）陳情書・要望書（11月）宛先：大蔵大臣、大蔵省主計局長ほか、運輸　　　　大臣、運輸省港湾局長ほか件　名：高規格血糖コンテナ埠頭整備に関する　　　　財政措置要望要　旨：外註埠頭公社が整備する水深151n以．．ヒせんぎょう　平成6年12月号）「のコンテナ埠頭に対する無利子貸付金の比率を1D分の2から10分の3へ拡充するよう要望。宛先大規模外貿コンテナ埠頭に対する税制　　　　特例措置の存続要望要　旨　大規模外貿コンテナ埠頭については固　　　　定資産税および都市計画税の課税標準　　　　を2分の1に軽減する特例措置が認め　　　　られているがこれを存続するよう要望。宛先運輸大臣、大蔵大臣件　名　開発保全航路の整備促進に関する要望　　　　書聖　旨　開発保全航路は、船舶の交通を確保す　　　　るため、開発および保全に関する工事　　　　を必要とする航路であり、現在、関門　　　　海峡など全国で16の航路が指定されて　　　　いる。今後とも開発保全航路の円滑な　　　　整備が図られるよう、予算の確保を要　　　　碧したもの。　　　海運関係の公布法令（11月）�K　港湾運送事業法施行令及び運輸省組織令の　　一部を改正する制令　　（制令第354号、平成6年11月11日公布、平　　成6年11月／1日施行）�堰@輸出検査法施行規則の一部を改正する省令せんぎょう　平成6年12月号　　（厚生・農林水産・通産・運輸省令第2号、　　平成6年11月11日公布、平成6年11月n日　　施行）�堰@許可、認可等の整理及び合理化に関する法　　律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関　　する省令　　（運輸省令旨51号、平成6年11月ll日公布、　　平成6年11月11日施行）�堰@油濁損害賠償保障法施行規則の一部を改正　　する省令　　（運輸省証票52号、平成6年11月22日公布、　　平成6年11月22日施行）　　　国際会議の開催予定（1月）IMO第40回無線通信小委員会（COM）　1月16日〜20日　ロンドン工MO第38回設計設備小委員会（DE）　1月23日〜27E｛　ロンドンIMO／STW小委員会中間会合　1月301ヨ〜2月3El　ロンドン　協会来訪　ノルウェー船主協会会長のMLW．　HQegh氏が、．！1月24日、当協会を訪問され、EUの海運競争政策、CENSAのあり方、　OECD造船補助廃止問題などについて当協会の轄法輪会長、増田理事長と意見交換を行った。海運野球大会で田渕海運12連覇達成　当協会では、会員相互の親睦を図ることを目的として、昭和26年以来毎年、京浜・阪神両地区における海運野球大会優勝チームによる東西対抗野球大会を挙行している。　本年は11月26日、船員保険総合福祉センター「みのたにグリーンスポーツホテル」グラウンドにおいて京浜地区代表の大阪商船三井船舶チームと阪神地区代表の田渕海運チームとの間で第46回海運野球大会決勝戦が行われた。　当日は朝からどんよりした空模様で一雨来るのではないかと危ぶまれたが、試合開始前には青空に変わり、11月下旬にしてはポカポカと暖かい陽射しの中、宇佐見当協会阪神地区事務局長の始球式により、大阪商船三井船舶の先攻で試合が開始された。　試合は2回に田渕海運がエラーによる出塁をワイルド・ピッチで返して先取点を挙げ、大阪商船三井船舶は4回にエラーと連続ヒットで2点を返し逆転、その裏田渕海運はホームランで同点とし、5回・7回にも1点つつを加え、8回には止めのホームランを含む4得点、守っては5回からマウンドに上がった藤野投手が大阪商船三井船舶を0点に抑えて試合を制し、これにより同社は海運野球大会12連覇を達成した。　チーム名大阪商船三井船舶田　渕　海　運　　　　　畿二三「ロイド統計による佃93年末の世界船腹量」の刊行　当協会では毎年、ロイ．ド船級協会発表の「船腹統計」を資料として取りまとめておりますが、今般、その1993年末版を刊行いたしました。この船腹統計は、1992年央まではロイド船級協会の“Statlscal　Tables”として毎年央の船腹量が発表されていたもので、1992年宋以降は“WorldFleet　Statis毛ics”として、年末の船腹量が集計されています。　今回の資料では、先に発表された　“World　Fleet　StatisticsDecember1993”を中心に世界船腹の動向を掲載しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロイド號尉によ519冊年乗�@世界矧腹　若干の余部がございますので入手ご希望の方は下記までお問い合わせ下さい。〈お問い合わせ先〉　　日本船主協会　調査広報部　　〒102東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）　　　　　　　　　悶捕⊥罫　　TEL　O3−3264−7王81　FAXO3−3262−4757図せんきょう　平成6年12月号告目ZI右9箪土　⊆葦）辛「ゾ昇。虫動罪1陪右�Ho捏号�Fω撃聖戸べ6勲隠目智�Fqgアコ望綜鋲冊壬一看n・ワ身46ム�@　（製）DZ8‘ワ　　　‘cZセS工認工za69τ6ラ1991L9618」ε乙0ゲεラ66‘II師ク8εガδτH80ピ9　　　‘O0τ81乙ε19乙セ9セε乙師oτ9」セ乙91℃91ゼεgz9‘ZI0gz9し乙10［z8セ‘9　　　‘ﾃ9工611ε乙09ετセ6ウεIIガ999セ℃ε16’セセ乙。’919ε1」9OIε’OZ68Z6‘費　　　」Uεムセτ0ケ19ラ9ετε891909卜ε四ε」ε160夢ε乙1呂’／正圏169『II8ε99℃　　　二X妊z工901gzセ乙乙ε乙9どOZ9」99乙6‘εε98‘ε0ε9‘9100呂9‘91乙乞66’．ζ駐99」飢Gτ工乙zム699冊9�e66’9z乙9‘ウ099‘ヤε＄z‘8王oeεz‘819乙0乙‘εZ66夢ZIIZIzεセ8乙161τ6死‘9ε18‘ε乙ZO‘εセε0‘ε10凶砿9℃τ9Z90‘セ6ε／‘9τ坤1εgzε6τ6ετετε‘9セ91」zio6」Z乙Or呂τ0乙Or乙1ウII6Lε　　　鮎U乙乙91乙0セ6618zセ8乙16ε8’9ilガ9乙9r9616逸1898乙乙ガ81ε　セ66τε00しga　　　1X四801H8乙9ε‘εε9ε‘z80セ乙91E6969τ‘Zセεε0」9986ピ四τQ乙プ889ガζ乙｛e66工0ε9’91　　　6Xε乙乙8900‘1εZO‘シセgo’ε9孟9∠61‘191εガ凶6／ガ凶9／ε‘6乙τ966」9正Z工ε‘961Z66正1εピ9乙9乙がZOI96rI9セ。‘9619Eε正9∠，99」両8ε9‘冗εZOしgeεε9‘死1z9ガz960‘乙ビ／τ661gzs‘侃　　　‘f860686τ2∬’�e91ム‘�ngo8gz9‘εラ電セD‘z£凱9EεP死1‘6Z工τ60‘eggz．‘ε肌066τ19r死918」εOI四1セτ8‘99呂ε‘ε81σ18廿ゲ8ε9ε6’IZ6ε9‘仲98ε‘91．［ε乙ε℃80ガ6H686τ8gz’gz乙0ε℃60εε69ε‘9セ69‘ε6Z9606’εFウ6乙‘gz乙ZO‘ε9乙99‘εε［699�h　　　‘g乙8ε18861po！J∂ddl」↓耐ω去儲田縣砲饗留愛聴謂旦喚謎欧虫・製　　職催　団略目　皆）4上々ミ墾蜀裂蟄提　　号留田瞳零闘盟興珊仔図（↓／N士　珊寅〉z6’86雪ゲ9696’乙6H乙9’00108昌96距’86oτ9τ’001Z9畠乙618’866oセ’工。τOかと698’6689乙’660ε’乙609’86乙εε’go正90F66Z乙’ZO正9雪0『90｛99』．［OI66’εOI909’ZOI90昌901ε99εOIセ09’90191’εOI乙1’901ε00’60【OZ’乞0τεε層901z0ビ9SIτ0乙’80119’III目1カセ66198’Hτ0乙’乙OI0乙’601目Z噛96619乙’gz王09『00161』1工1ε661sム『乾19｛’6王疋Z9’9aζ66疋08’1セ19ε’gz正臼9’セε116610コ口0910ε�hZIτs’坤106619ε層。肌orセ乙｛96’乙肌686T0乙−9ε正08’0ε191’8ε18861Dガε9ビ09900Z凶’8εz98619哩｝吾警玉釧警継鵬目　劣（笥目幸購亘晶昌醇）鍛誹�F旨目範」drH＊軽「己殴￥k融準1�F讐芋卑田目田臨菖＝此’9　　　　　　。？Ψ2H昇瑠圏蟹　　（罫）z』死．や’航�egz‘6昆ε‘gz8£9�hεOIε’919’89乙6‘Hセ8rセz09r9ε6∠’gzε’乙τ死0‘9Ilz‘gz98z‘τε88’8o’とε8z‘z工沁z‘乙巳乙8ヤ�hεゐ9’89’OI　　　6ｳ筆ετ／99ε‘ビビ乙εガεε99’zτセーセ999’g09『IZ91r8乙99’9ε’乙99工‘H6乙ど／z9ε6署εセF9セ’9乙96℃18乙9‘呂z9セ9‘9εε　　　・ど’乙乙’9　　　‘nI601ε99輻81ε9『6zzz’99’乙690‘9668「6．1896し銘目τ由セ661ガ01『9Zε6宅1908‘61乙εピzεZI⊆’9z’ウ91プ乙呂00‘IZ0距‘8Z睡1舟ε661z’εz’981ε‘OZI199℃セZZ乙8‘09εε6619’τ　　▼o’88乞9‘901i冨0‘εεZ099‘6εε呂6618go9’668ガム乙ムεガgszgz9」セτε王66τ費’IIε’セ6セ1‘Z966乙‘セεZ8セ6し98Z066τ1’9　　▼z『ε660‘976ε9‘6ZI8ε9‘9乙正9861o』乙z0’gビIZ乙LOI▼8Z9‘0セ1乙08」6ZI0861Y　騨』円　騒（田つ）（905）（％）コ傭回おr埠粥由蝉屏用�戯Y　騨用　馳目　由（4どd互旦　珊宙）多k尋ε�F藤｝旨菖国�`摩q：’1〔．（．r．．、．．．臨．　　．．憂饗灘階．．．．済　　　免1　聯讐．署．騨響罵讐．欝：嵐：瓢三；：．胤．黒．：貰慧τ：；濃叢ぽ、鳳驚．．1コ価σヒ。ロF501叩53、原油〔ペルシヤ湾／日本・ペルシヤ湾／欧潤fこルンペ・きヨ／町本マ」昌1＼　　1触．rV　tlギペルシ」．riL了／欧米　　：o　　Iヨヨヨ〔年｝嵩　’　　　　　　　　　　　　　　　　　1@　　　　　　　　　　　　　　　　2P　　　「1　　Aﾖ｝．一戸ノ　コ　　　モ　　　　コ1，，I　　　　　　　　　　　Ig9ヒ＼’ノ御　　亜　　，じ2叩1≡oIm盟卍5記o15旧　戸　　　　　　　　　ヨロノ　　　　　　　　　　　ダv’＼ｺ・v@・1　．、1£ヨ］　　　　　　　　　　　Ig9‘O　　　　o穀物〔ガルフ／U本・」ヒ米西岸／目本・ガルフ／西欧）　　　　　　　．hII　　　　　　l…囁加L』7／目イ【i1…1．．　　　　　　　1北1こ．丙岸／旨率A／’、　　　　．吊−「．．吊．m」／へ　　　　　　　　　r、＿　、・　　　　　　　　　　　ノ1@　　　　し　　　　’@　　　．　、　　ρノ　　　　　　、　’　　　　　　　�d、ぽ一．D一．−．．．．．．．一A　　　　　　　　　薯　〆ハ、−、、　　　　　「　　　＼@、ヘ　レ　　　　　　r　　　　！@　　　〆@　　ノ、囁　　　　，_！P　1J．ル7／国［航…　　　　　I窒窒h　．E　I　　　．圏　　　　　　　　　11≡日ヨ圃　　　　」ggo　　　　199E　　　　lggz15ヨ1　　　　　　　朋4斐彦コ自乃附15105口4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシヤ湾／欧米月次199219931994199219931994最高最低最高　　最低最高最低口　馳畠一�局最低最高最低最高最低162．5037．5058．00　49．0042．5032．0054．0033．0057．5Q46．5037．5030．00256．5035．0053．00　47．5039．0531．2555．0032．5045．0042．5035．0030．00337．5031．OO50．00　41．5046．0037．5036．0032．0050．0037．5046．0032．50445．0033．5046．00　44．0038．5031．8045．0031．0047．5040．OO41．0032．00545．0042．0046，00　38．0037．0035．0044．5035．0042．5037．5034．5030．00641．5033．0053．00　38，0044．5032．0038．0032．0048．5036．0042．503（［．OO750．0039．5064．00　59．5053．5039．5045．0037．5056．2545．0047．5038．00852．0045．5047，50　40．5060．0044．0045．0042．5047．5039．o〔［齢、．5038．00949．0041．6055．00　42．0051．5040．0046．2538．0045．0038．5042．5035．00／054．5047．0050．00　42．0555．5048．0050．0040．OD45．0039．D547．5037．50／165．0051．7546．05　40．0055．00窪7．5062．5050．0042．0537．0557．5045．001262．5049．0043．05　34．0060．0046．5040．OO34．00（注）�Bいずれも2砺D／W以上の船舶による�@日本郵船調査部資料による．�A単位はワールドスヶールレーもの、�Cグラフの値はいずれも最高値。ト。19S9年1月以降新ワールドスケールレート。（．5．穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位：ドル）ガルフ／日本北米西岸／目本ガルフ／西欧月次199319941993199419931994最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123．50　22．0023．50　20．6512、85　12．25一／2．05　1L5010．25　　9，10224．75　22．3521．50　］．9．50／2．25　12．／512．0012．78　　9．809，30　　8．60326．25　24，0019，30　18，2513．7011．75　11．7012．25　11．408．45　　8．004PD26．25　25．25Q8、00　25．7519．80　19．25Q4．25　22．50一ユ4．45＝13、OD　／2．31P3，75　13．2510．25P2．00626．25　23．θθ23．30　2σ．25一一13．75　11．oo10．50　　9．87723．00　20．5025．00　21．5013．80　12．75一10．67　10．5011．50　10．25824．85　21．0026，00　21，5013．80一11．42　　9、9311．75　10．65924．50　22，2525．00　22．20　一ll、75　10，7015．68　1LOO1023，80　21．7528．50　25．0013．10　13．0015．50　14．751り，65　　9．5014．25　12．901123．25　21．4530．75　26．00一王6．00　15．7511．50　10．30／7．00　13，501221．90　20、50一10．60　10．00（注）�@日本郵船調査部資料による。�Aいずれも5万DIW以上8万DIW未満の船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。せんきょう　平成6年ユ2月号）石炭〔ハンプトンローズ／日本〕・鉄鉱石〔ツバロン／目本・ツバロン／西欧｝「．一一」一＿．⊥1…；［石炭1ハン‘γ「．ンローズ／“＝揚1日59｛層19臼口1｝］1旧9219ヨ5Ig9竜船跨5のど陣20o」田Io口50o　E9晒【料運賃指数‘脚h「LRへ「し1、盈隠1　　1ρ　11Ll　　　　　l1F皆1」L1圏11250ハンアr，H．」．．ン1」3「r1’　　．旨F1ρ　　’i　馳@い1@八’ハンチ‘》ダーテく一1’1」1、　　ノ@、　圏L、　　�d’　　　Fん，’　　　、　　　L　　　、　　　’@　！^〜加口P50謀　r　　　ノへ　　　　　1撃磨@　ノ身・　　　脚@　　’hl」、ハビ　》ﾐ�hV　　　；　　　芒L　v噛、、jヘノu〆〜@　　＼ノ）ハゾ〆i叩」50kCC　　　　　」D．eIgヨ日IggI19露19931曾］46．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単位　ドル）ハンプトンローズ／日本（石炭）ツバロン／日本（鉄鉱石）ツバロン／西欧（鉄鉱石）月次199319941993199哩19931994最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低110．509．457．508．804．504．3529．959．25『7．7G一4．96310．90一8．25　　7．80一5．455．60　　4、504　一8．359．25　　7．906．506．25　　5、555『13．エ0　　12．40『10．306、70　　6．506．50　　5．75613．40一一9．50　　9．10一5．75　　5．307　12．1010．00ll．105．85　　5、805．008｝一10．5011．4CI　lO．85一6．009『13．509．60／1．0⊂1　10．305．75　10一15．809．50『5．65　　5．20／0．50　　8．00u12．75『9．85工3．455．35　　5．／59、35　　8、4012『一5．30　　4．95（注）�@日本郵船調査部資料による。�Aいずれもユ0万DIW以上15万D／w未満の船舶｝こよるもの。　　�Bグラフの値はいずれも最高値、7．タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次199219931994VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLGC中型小型H・DH・C／37．986．6120．6152．1183．752．298．3138．6162．6193．237．690．6133．7161．921L7248．991．2133．9184．7194．751．494．9130江167．4181．634．288．8144．217工．0221．3341．183．8140．7208．5168．144．998．1126．5171．7169．237．188．1130．8175．2219．2433．9SL3U5、5158．3153．645．298．2132．2187．6167．837．988．2125．7171．7203．5540．671．6／lO．2160．8147．442．593．／141．2192．8153．736．693．6124．5169．1199．4639．470．7104．7155．4160．039．7101．3153．8177．3170．134．288．6125．9175．6183．／736．Q68．91Q3．9171．8153．645．9lGL914G．7184．216L937．891．5129．7／85．4188．5843．574．6110．4178．工154．752．189．4122．9184．1167．245．788．7123．9199．1181．9944．67L7113．6165．0162．341．578．4llO．S160．9171．947．893．1133．8201．7186．41043．472．9l13．2156．4161．742．381．4118．9154．0175．744．696．6142．2200．2196．41149．579．3U5．9L64．7148．642．592．Q125．8152．7186．31256．864．5117．3174．2176．641．293．2120．4159．3210．2平均43076411671692158245　193．4130．2171．2175．7（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・イン：ターナショナル　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと19S7年11月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃　　指数の発表様式が8ア年ID月より次の5区分に変更された。カッコ内は「副区分　�CVLCCl15万1〔｝00トン（15万トン）　　以上　◎中型：7万1〔〕O〔｝〜15万トン（6万〜15万トン）�S小型＝3万5000〜7万トン（3万〜6万トン）��H・D　　＝ハンディ・ダーティ13万5qqOトンく3万トン）未満　��H・Cこノ’．ンディ・クリ．一ン；5万トン（3万トン）未満。せんきょう　平成6年12月号�o沁囁R阿貼N障頴　、、　喧　　　げ盤L離・　兎　Ψ戴一ド　P置　・N　巴譲馳煎　・雨・蜒~“蓬用船料捲数鼻�謙＼ヨiiヨひ9貫物胎定期用照糾指数�潔鷹ｉ�?B。）’」L’�j　　凡論P■冒■■一．r一−P、〆�o▽・！　Lトく“@高目邑杭海用鵯軒室旨数@a9δ5．7−1955．6己正鋤隔−’A＿一（r　’　　噛Cイ　　「、　　　　「　か／’X一iも…oE1、1．1F　1［F．　　　　1　　幽印　　　＝　　　　　「　　　　1幽　’脚　i　＝　噛　　　　　　「圏Ig猟増lg叩i圏119目zIgヨ5円翼4叩鵠口30『記囎19�lo浮91鼠500040go30002000Io口oa口。500赫。�Soo凹9【判係船船腹F日冊1目ヨ1旧盟199］旧9死（B，貨物船用船料指数貨物船航海用船料指数貨物船定期用船料指数月次19891990199／19921993199419891990199119921993199弓1／97．8204．3215．0208．0194．0189．0312．0349．1306．4343．0323．0327．02204．9208．3198．02D2．0192．0185．0334．0356．5318．O326．0326．0320．03202．4203．3199．0／95．0191．0185．0363．7357．6325．0320．0327．0324．04212．1176．4207．0工92．0194．0198．0329．8288．7335．0300．0356．O310．O52D2．7202．9205．D工91．0195．019ユ．．u336．9343．3344．o302．0366．0318．O6221．5197．9205．0195．0209．0198．03462353．5342．030／．0319．0334．O720／．819L4208．0lgo．o206．0198．0318．7343．7349．0295．0335．O320．08189．3190．0206．0191．0／94．0202．0336．8325．O342．0288．0346．0360．09204．1197．0206．0191．O196．0208．0324．3328．3318．0293．0328．0349．010193．0195．0205．0191．0188．0212．0327．5329．5325．0301．0351．0333．011197．8197．02D6．0193．0196．0327．6322．8335．0289．0372．012208．4199．o208．0196．0200．0338．03／1．4349．O300．0349．0平均203．0196．9205．7194．6196．3333．D334．1332．4304．8341．5（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ　オブ　ロンドンプレスと1987年n月に合併）�A航海用船料指数は1965．7〜1966．6＝100定期用船料指数　　　昏ま1971＝1000（．9．係船船腹量の推移199219931994月次貨物船タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千GIT千GIW隻数千G〆T千G／W隻数千GIT千GIW隻数千GIT千G〆W隻数千GIT千GIW隻数千G／T干GIW12921β522，423461、5312，8073452，3283，048904、2828，3953292，4763，203912β755，55622841，7502，332461，4902，7293482，4293，154944，0837，9813102，3333，017802，6565，0213288／，8232，427481，5362，2803502、4813，204973，8727，5653122、3043，000842β135，3264297王，8252，432551．9033，5383312，3172，988923，7377，2853032，1982，808812．5344，74952921．8682，569571，9813，7633242．2522，982963，3566，4082912，1582，816822．601哩，90163021，9372，652683阻15、ISO3172，2322，954933，／796，0542882，1182，825852，3QQ　4．2157305L9262，613743，5246，9323132，2172，9971003，4566，5892932，1932，999862．6445，07583222，1442，971743，5907，1323152，1742，906983．3276，3082822，2723，136882，6885，17193352，1802，993753，6217，2033152，2483，0691063，3166，2792782，2443，077852，3334，4121o3362，2163，011743，5406，9893132，2503，0411033，2876，2182932、2883，115842，5264，691113322，2413，039853，9477，7893202、2932，975983，2196，0522972，3493，210732，2044，040123502，4573，280954，5989，0563332，5143，273943，0505，642（注〉　ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行σ）ロイズ・マンスリーリスト・オブ・レイドアップベッセルズによる。せんきょう　平成6年12月号．薩灘撚囎黙灘灘懸§癬“聾難鯉　灘鱒撚、・、一スクラップ船腹万華　　　　…　　　　ヨ聯・一一　一u一　一．一　　　　I　　　　iI　　　　1　　　　　　タン右P　r［．1叩　　ノや曝li　l／評　　　　　＾　鞭llみ　　　　　　　　　．べ♂’　　　　，、へ乳　ハ　ll　O　I｝印コ｛葡　　　　19ヨ。　　　　I991へへ講トーー「　一1螂万。♂．w隅’ハ−憤　．に旧9露圧　貼2m償1へ　　　旧日録，，。　1ヨヨ4）穐．スクラップ船腹量の推移　　　　　　　　　1992月次　　乾貨物船　　　　タンカー　　又乾貨物船。撫、〆。千，／W鎌千・僻・／・海千・／T千囲鼎午’）44　　　　289　　　4G653　　　　4S9　　　　7呂662　　　　57B　　　94434　　　299　　　54244　　　　5s？　　　　980錦　　　375　　63729　　　　49／　　　85919　　　　256　　　　41940　　　　634　　1、0552L　　　　286　　　　53232　　　　401　　　　69132　　　　67〔I　l，206961slQ182381415101113140　　　　258　　34114　　　238　　4528q　　　508　　47240　　　　487　　31503　　1，010　　39755　　1↑530　　2716ア　　　298　　19ア28　　1．511　　41δ78　　1、435　　20427　　　841　　13　578　　1，196　　60　δ96　　1，406　　145．306　10■718　390392423499504310360227441170107505169　　　　　　　　　　　　　　　19941993　　　タンカ＿　　乾貨物船　　タンカー　　　’G・T千D〜w難生G肝D／w隻数千G〆T千D〆w710744897901529609438774262138854292螂1520信1512−3B91310699　　1，41243〔〕　　843541　　1．043382　　747774　　1、602641　1．218649　1印274420　　s321DI　　l59354　　673512　Lo40　600　／．2596，IO3／／，57220　　　　185　　　34240　　813　L哩6460　　　　843　　1，56249　　　715　1、28436　　530　　92740　　　422　　　76834　　　　383　　　6758112418141281，079　2，122226吼68469534661524439941　912L�J571、351｝，016、。，�@＿＿＿鱗よ轟さ量載麟膿羅欝馨勲謙448　　5，355　　9．057　155　物船、コンテナ船、客船が含まれる。�CタンカーL　末尾の計が合わなレ暢含がある・」着未中造瓢ラ石鉱鉄　　　　　　　き動況））．　　　　　　　動星状油物炭　　　　移福沸荷上約隙暇晒　　　Σ駈翫乳蜜n世揖醤墨p2。わ対内　　入況収状賃送運輸別移別種推物船の貨．の懸時期は下記のとおりとなっています・　　　　掲　載　回年間1匝掲載　　〃　　　ノノ四半期に！回掲載年間1匝掲載　　　〃　　　ル毎月掲載　　〃　　ノノ　　〃　　〃　　ノノ　　〃　　ノノ．年間2匝掲載　　　ノノ．年間1匝掲．載　　　〃　　　〃期9月．12月頃頃胴羅　ノ829　へ　　　　月年年年8毎毎毎図．せんきょう平成6年12月号　記録的な猛暑がいろいろと話題を呼んだ夏が過ぎたと思ったら、いつの間にか年の瀬も迫り今年の重大ニュースがうんぬんされるような季節になってしまった。　今年は国内政治の分野では、細川・羽田両政権の崩壊のあと、自民党と社会党が手を組むといった今まででは思いもよらなかった事態も起こったが、考えてみれば社会党がそれまで組んでいた新生党も自民党内での権力争いがもとで挾を分かったことを考えれば、何も驚くことではないのかもしれない。いずれにしても政治家の先生方にはいろいろと対処していただくべき課題があるように思われるが、当分の間自分達の数をめぐる争いでそれどころではないような感じである。　ところで課題の一つに円高の問題があるが、本誌の今年1月号に�兼�本貿易会の佐藤達郎調査部長が「工994年度わが国貿易の見通し」を書いておられ、その中で円の対ドル為替レートを94年度平均で107．50円／ドルと見ておられることが1月目本誌編集委員会で話題となった。　佐藤部長は、93年度の対ドル為替レートの実績見込みを107円／ドルと見、94年度はそれより若干円安傾向になるであろうと予測されたのであったが、編集委員会の席上では94年度はもっと円安傾向に振れて115円／ドル位のレベルになるのではないかという意見が大勢を占めた。つまりその当時は、107円のレベルでも高すぎるというのが一般的な考え方であったのだと思う。　ところが、実際には6月21日目円が初めて100円を突破してからは、すっかり2桁の為替レートが定着してしまい、雑誌などではそのうち80円／ドル位になるのでは、いや一気に50円／ドルまでいくのでは、などと書かれている。　円の購買力平価が160円とも170円とも言われるなかで、先に述べたような混迷を続ける政治に早急な円高是正の方策を期待できない以上、企業は自分で円高を克服する道を模索しなければならないわ　　＿けであるが、競争力を維持する方　　　〆策を進めれば進めるだけ日本の空洞化が進むような気がして、わが国の先行きが危惧されるものである。ナビックスライン総務部文書・広報グループリーダー　　　　　　　　　松本　満せんきょう12月号　No，413（Vo1．35　No．12）　　　発行◆平成6年12月20日　　　創刊◆昭和35年8月工0目　　発行所◆社団法人　日本船主協会　　　　　　〒102東京都干代田区平河町2−6−4（海運ビル）　　　　　　TEL．ω3）3264−7181（調査広報部）編集・発行人◆植松英明　　　製作◆大洋印刷産業株式会社定価■如0円〔消地墨を含む。会員については会費に含めて購読料を徴収している）せんきょう　平成6年12月号1　　1会社名：乾汽船�梶i英文名）INUI　S丁EAMSHIp　CO．，　LTD，代表者（役職・氏名）　：取締役社長　乾　英文本社所在地：兵庫県神戸市中央区海岸通8資本金：L250百万円創立年月日：193B年10月21日従業員数：海上53名　陸上19名　計ア2名当協会会員は159社。（平成6年12月現在）所有船状況＠随海・沿海4隻176．9E7％253，449％運航船状況��・近海・沿海9隻130，96D％E12，561％）「．主たる配船先：ニュージーランド、北米、カナダ、韓国、中国事業概要：所有船はすべて大阪商船三井船舶との共有船であり、　　　　　また同社に貸船しております。運航船は子会社所有の　　　　　木材兼ばら積船を自営運航しており、特にニュージー　　　　　ランド材の輸送量では、最大のシェアを保持しており　　　　　ます。ρ’’）．．ノ9■Dワ会社名：泉汽船�梶k英文名）iZUMI　KISEN　CO．，　L丁D．代表者（役職・氏名）二取締役社長　押田英夫本社所在地：東京都千代田区大手町2ぞ一］資本金：3ロロ百万円創立年月日：195臼年5月8Eヨ従業員数：海上31名　陸上24名　計55名遠洋・近海・（（沿海、’）6隻23．662％E7，719％遠洋・嫡・�Q1隻2，日23％．凸、日43％主たる配船先；国内事業概要：当社は、一般貨物船、自動車船を所有しセメント船1　　　　　隻を用船し、石炭、自動車、セメント、鋼材などの輸　　　　　送に従事しております。海への感謝をこめて、7月20日を国民の祝日「海の日」に。・譲犠搬亀＼7一「　　　　iじこま　ユぞよノムヒユコ　ミし一蜘三三鐸繰，靴郵墜・姻（

